
「
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
は
軍
事
的
・
領
土
的
・
経
済
的
内
容
に
加
え
て
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
内
容
を
も
含
ん
で
い
た
。
戦
争
が
民
主
主
義
 
 

的
な
も
の
、
す
な
わ
ち
未
だ
明
解
に
は
識
別
さ
れ
て
い
な
い
敵
対
勢
力
に
対
す
る
民
主
主
義
の
戦
争
で
あ
「
た
こ
と
を
欲
し
た
よ
う
に
、
 
 

平
和
は
民
主
主
義
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
民
主
主
義
の
原
理
に
と
っ
て
の
新
し
い
輝
か
し
い
時
代
が
始
ま
る
こ
と
を
欲
し
 
 

た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
表
現
の
頂
点
に
は
今
や
国
際
的
フ
リ
ー
メ
ー
ソ
ン
の
急
進
主
義
が
君
臨
し
て
い
る
。
事
実
、
ヴ
ュ
ル
サ
イ
 
 

五
七
 
 
 

フ
 
ァ
 
シ
ズ
 
ム
と
憲
法
 
 

は
 
じ
 
め
 
に
 
 

は
 
じ
 
め
 
に
 
 

一
第
一
次
大
戦
と
フ
ァ
シ
ズ
ム
 
 

二
 
権
力
掌
握
時
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
 
 

三
 
権
威
主
義
体
制
の
樹
立
 
 

四
 
「
協
同
体
」
体
制
の
虚
構
と
真
実
 
 

五
 
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
「
忍
法
」
 
 

ま
と
め
に
か
え
て
 
 

井
 
 
口
 
 
 
文
 
 
男
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五
八
 
 
 

ユ
条
約
の
偉
大
な
執
行
者
は
国
際
連
盟
と
関
連
諸
国
に
加
え
て
フ
リ
ー
メ
ー
ソ
ン
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
フ
リ
ー
メ
ー
ソ
ン
 
 

こ
そ
は
、
諸
国
の
構
造
と
生
活
の
み
で
は
な
く
国
家
間
の
関
係
に
お
い
て
も
強
力
な
影
響
力
を
行
使
し
う
る
真
の
国
際
的
ス
ー
パ
ー
パ
ワ
 
 

ー
で
あ
る
。
ワ
イ
マ
ー
ル
窟
法
と
チ
ェ
ッ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
宗
法
は
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
で
生
ま
れ
た
勝
利
し
た
民
主
主
義
に
と
っ
て
の
身
分
 
 

証
菩
、
法
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
で
あ
っ
た
。
政
治
家
や
法
学
者
達
は
、
こ
の
二
つ
の
極
め
て
民
主
主
義
的
な
憲
法
の
幻
態
と
新
し
い
国
際
秩
序
 
 

の
実
質
的
と
い
う
よ
り
も
形
式
的
諸
問
題
に
焦
点
を
当
て
た
非
常
に
巧
み
な
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
た
め
に
、
英
仏
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
に
資
す
る
 
 

に
す
ぎ
な
い
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
の
実
質
的
不
公
正
さ
に
眼
を
そ
ら
さ
れ
て
き
た
。
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
こ
そ
が
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
を
世
 
 

（
1
）
 
 

界
に
わ
け
る
平
和
と
正
義
の
保
障
で
は
な
く
、
危
倹
で
あ
る
こ
と
を
告
発
し
た
最
初
の
人
物
で
あ
っ
た
」
。
 
 
 

フ
ァ
シ
ズ
ム
体
制
下
で
協
同
体
相
、
国
民
教
育
相
を
務
め
、
フ
ァ
シ
ス
ト
幹
部
の
一
人
で
知
識
人
で
も
あ
っ
た
ジ
ュ
ゼ
ッ
ペ
・
ボ
ッ
タ
 
 

イ
は
、
一
九
四
〇
年
七
月
二
二
日
の
外
相
チ
ア
ー
ノ
宛
の
メ
モ
 
（
枢
軸
国
が
勝
利
し
た
場
合
の
「
新
し
い
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
体
制
に
関
し
て
 
 

の
構
偲
）
 
に
お
い
て
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
こ
の
メ
モ
は
更
に
続
け
て
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
こ
の
よ
う
な
前
提
か
ら
出
発
す
る
と
、
 
 

現
在
の
戦
争
に
終
止
符
を
打
つ
こ
と
に
な
る
平
和
条
約
も
又
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
内
拝
を
含
む
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
 
 

一
つ
の
時
代
が
確
実
に
終
わ
り
、
新
し
い
時
代
が
勃
興
す
る
か
ら
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
マ
グ
ナ
カ
ル
タ
、
ア
メ
リ
カ
の
忍
法
、
人
権
定
 
 

言
、
ワ
イ
マ
ー
ル
忍
法
と
プ
ラ
ハ
の
憲
法
と
い
う
文
書
に
支
柱
を
置
く
時
代
が
終
わ
り
、
包
括
的
に
フ
ァ
シ
ス
ト
的
と
言
い
う
る
世
紆
が
 
 

（
2
）
 
 

登
場
す
る
の
で
あ
る
」
。
 
 
 

フ
ァ
シ
ズ
ム
と
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
1
的
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
を
起
源
と
し
、
そ
の
後
北
米
及
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
に
普
及
し
て
い
っ
た
自
 
 

由
主
義
（
そ
し
て
そ
の
国
家
論
と
し
て
の
近
代
立
憲
主
義
）
、
更
に
そ
の
発
展
形
態
と
し
て
の
自
由
民
主
主
義
（
そ
の
憲
法
的
表
現
と
し
 
 

て
の
議
会
制
民
主
主
義
）
 
に
と
っ
て
代
わ
る
も
の
で
あ
る
と
の
自
負
が
潜
み
で
て
い
る
文
章
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
な
ら
ば
フ
ァ
シ
ズ
ム
は
 
 

如
何
な
る
憲
法
構
想
を
提
示
し
え
た
の
か
が
、
ま
ず
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
い
う
、
こ
の
極
め
て
新
奇
な
、
大
衆
 
 

時
代
に
お
け
る
独
裁
と
い
う
全
く
新
た
な
問
題
を
現
代
に
お
い
て
突
き
つ
け
た
現
象
に
関
し
て
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
歴
史
学
、
政
治
学
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（
3
）
 
 

の
分
野
で
は
豊
富
な
研
究
成
果
が
産
み
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
ろ
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
ボ
ッ
タ
イ
の
メ
モ
の
提
起
し
て
い
る
問
題
を
受
け
 
 

と
め
て
、
イ
タ
リ
ア
近
代
竃
法
史
上
に
お
け
る
、
す
な
わ
ち
憲
法
現
象
と
し
て
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
問
題
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
す
る
。
そ
 
 

し
て
ボ
ッ
タ
イ
の
豪
語
し
た
如
く
近
代
立
憲
主
義
に
代
わ
り
う
る
憲
法
構
想
を
実
現
し
え
た
の
か
否
か
と
い
う
こ
と
を
中
心
的
な
論
点
に
 
 

据
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。
今
日
の
時
点
か
ら
み
れ
ば
、
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
流
の
自
由
民
主
主
義
が
我
が
憲
法
に
お
い
て
も
「
人
類
普
 
 

遍
の
原
理
」
と
し
て
謳
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
こ
の
問
題
へ
の
解
答
は
柘
め
て
容
易
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
イ
タ
リ
ア
と
い
う
国
の
 
 

こ
の
時
代
に
実
際
に
首
を
突
っ
込
ん
で
み
る
と
事
態
は
容
易
な
ら
ざ
る
も
の
が
あ
る
。
更
に
タ
イ
ム
ス
パ
ン
を
長
く
し
て
「
国
家
と
個
 
 

人
」
、
「
権
力
と
自
由
」
と
の
関
係
如
何
と
い
う
具
合
に
閉
園
提
起
す
る
と
、
こ
れ
は
人
難
が
文
明
に
実
入
し
て
以
来
の
永
遠
の
問
題
と
 
 

（
4
）
 
 

も
い
え
る
も
の
と
な
り
、
こ
の
両
者
の
均
衡
・
調
和
に
は
細
心
の
注
意
を
払
わ
な
い
と
我
々
の
社
会
は
い
つ
で
も
ホ
ッ
プ
ス
の
言
う
「
自
 
 

然
状
態
」
に
逆
戻
り
し
な
い
と
も
限
ら
な
い
の
で
あ
る
。
 
 
 

さ
て
、
以
上
の
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
早
速
本
論
に
入
っ
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
と
り
あ
え
ず
ボ
ッ
タ
イ
の
言
に
従
い
、
ヴ
ェ
ル
サ
 
 

イ
ユ
条
約
に
内
包
さ
れ
て
い
る
民
主
主
義
の
欺
瞞
性
の
告
発
に
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
秘
密
の
一
つ
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
我
々
の
考
察
は
ま
 
 

ず
「
第
一
次
人
戦
と
フ
ァ
シ
ズ
ム
」
の
問
題
を
検
討
す
る
こ
と
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

（
1
）
G
i
u
s
e
p
p
e
 
B
〔
き
a
i
）
 
D
i
a
r
i
O
－
諾
∽
－
－
慧
卓
R
i
N
N
O
－
i
】
－
冨
N
，
p
・
誓
〕
・
し
か
し
、
こ
の
ポ
ッ
タ
イ
の
指
摘
は
も
ち
ろ
ん
割
引
し
て
受
け
取
ら
 
 
 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
周
知
の
如
く
、
立
場
こ
そ
違
え
、
イ
ギ
リ
ス
大
蔵
省
代
表
と
し
て
パ
リ
講
和
会
議
に
出
席
し
て
い
た
ケ
イ
ン
ズ
は
、
ド
イ
ツ
 
 
 

の
支
払
い
能
力
を
凌
駕
す
る
賠
憤
に
関
し
て
憤
激
し
代
表
を
辞
し
て
一
九
一
九
年
に
『
平
和
の
経
済
的
帰
結
』
を
著
し
、
「
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
の
空
虚
 
 
 

な
幻
想
」
 
「
こ
の
惨
憤
た
る
条
約
」
と
激
し
い
言
葉
で
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
を
此
E
l
賀
し
て
い
る
（
『
ケ
イ
ン
ズ
全
集
 
節
2
巻
 
平
和
の
経
済
的
帰
 
 
 

結
』
、
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
七
七
年
）
。
 
 

（
2
）
出
O
t
t
a
i
，
O
p
．
C
i
t
．
．
p
t
 
誓
∽
．
 
 

（
3
）
 
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
関
す
る
文
献
に
つ
い
て
は
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
研
究
会
編
『
戦
士
の
革
命
・
生
産
者
の
国
家
』
 
（
太
陽
出
版
、
一
九
八
五
年
）
の
巻
末
 
 
 

の
文
献
一
覧
表
が
至
便
で
あ
る
。
 
 

五
九
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い
う
ま
で
も
な
く
第
一
次
大
戦
は
世
界
史
の
大
き
な
転
換
を
も
た
ら
し
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
没
落
、
そ
れ
に
代
わ
る
主
役
新
世
界
ア
メ
 
 

リ
カ
の
興
降
、
極
東
の
島
国
日
本
の
世
界
の
舞
台
へ
の
登
場
、
そ
し
て
ロ
シ
ア
革
命
に
よ
る
ポ
ル
シ
ェ
ゲ
ィ
ー
キ
国
家
の
成
立
、
そ
の
影
 
 

響
を
受
け
て
の
世
界
各
地
で
の
民
族
運
動
の
昂
揚
等
が
そ
の
指
標
と
し
て
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
ま
さ
し
く
「
戦
争
と
い
う
暴
力
」
に
よ
り
此
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
1
）
 
 

界
史
は
い
や
お
う
な
く
「
近
代
」
か
ら
「
現
代
」
 
へ
と
移
行
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
 
 

一
九
一
四
年
六
月
二
八
目
、
サ
ラ
エ
ヴ
ォ
で
オ
ー
ス
ト
リ
ア
皇
太
子
夫
妻
が
暗
殺
さ
れ
、
そ
れ
ま
で
燻
っ
て
い
た
オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
セ
 
 

ル
ビ
ア
間
の
緊
張
は
一
挙
に
爆
発
し
、
同
年
七
月
二
八
目
オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
セ
ル
ビ
ア
に
山
凡
戦
し
、
同
盟
国
ド
イ
ツ
は
八
月
一
口
に
対
ロ
 
 

シ
ア
、
同
三
日
に
対
フ
ラ
ン
ス
に
宣
戦
、
一
方
イ
ギ
リ
ス
は
同
四
日
に
対
ド
イ
ツ
に
宣
戦
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
同
盟
国
と
協
商
国
に
分
か
 
 

れ
て
、
一
路
戦
争
に
突
入
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
 
 
 

き
て
、
こ
の
時
イ
タ
リ
ア
は
ど
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
た
か
。
政
府
は
ジ
ョ
リ
ッ
テ
ィ
辞
職
の
後
を
受
け
て
白
山
主
義
右
派
の
サ
ラ
ン
 
 

ド
ラ
が
右
派
、
中
間
派
と
左
派
（
ザ
ナ
ル
デ
ッ
リ
派
）
の
閣
僚
を
率
い
て
い
た
。
一
方
、
社
会
党
は
一
九
一
二
年
七
月
の
第
一
三
回
大
会
 
 

で
革
命
派
が
勝
利
を
収
め
、
改
良
派
を
追
放
し
、
こ
れ
に
対
し
労
働
総
同
盟
（
C
G
d
L
）
 
は
改
良
派
の
掌
＃
下
に
あ
っ
た
が
、
革
命
的
 
 

サ
ン
デ
ィ
カ
リ
ス
ト
は
一
九
一
二
年
一
一
月
に
イ
タ
リ
ア
組
合
連
合
（
U
S
I
）
を
結
成
し
、
労
働
運
動
内
部
は
激
し
い
対
立
を
内
包
し
 
 

た
ま
ま
時
局
に
対
応
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

経
済
面
で
は
産
業
の
集
中
化
が
進
行
し
て
い
た
。
前
世
紀
末
よ
り
急
速
に
発
達
し
て
き
た
イ
タ
リ
ア
産
業
は
一
九
〇
七
年
恐
慌
後
集
中
 
 
 

（
4
）
例
え
ば
、
ミ
ル
の
『
自
由
論
』
の
目
顔
を
参
照
。
 
 

一
 
第
一
次
大
戦
と
フ
ァ
シ
ズ
ム
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化
を
進
め
、
一
九
一
一
年
に
は
イ
ル
ヴ
7
を
中
心
と
す
る
鉄
鋼
ト
ラ
ス
ト
が
イ
タ
リ
ア
銀
行
、
イ
タ
リ
ア
商
業
銀
行
等
の
支
援
を
受
け
て
 
 

成
立
し
、
又
こ
れ
に
対
抗
す
る
勢
力
と
し
て
軍
需
・
鉄
道
に
依
拠
す
る
ペ
ッ
ロ
ー
ネ
兄
弟
の
ア
ン
サ
ル
ド
・
グ
ル
ー
プ
（
金
属
・
機
械
・
 
 

造
船
）
も
存
在
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
産
業
集
中
化
の
過
程
で
イ
タ
リ
ア
工
業
資
本
家
の
連
合
、
イ
タ
リ
ア
エ
業
総
連
盟
が
一
九
一
〇
年
 
 

（
2
）
 
 

五
月
に
結
成
さ
れ
て
い
た
 

更
に
政
治
戦
線
で
留
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
は
、
一
九
一
二
年
一
二
月
に
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
で
結
成
さ
れ
た
イ
タ
リ
ア
・
ナ
シ
ョ
ナ
 
 

リ
ス
ト
協
会
が
一
九
一
四
年
五
月
の
ミ
ラ
ノ
大
会
で
自
由
主
義
者
と
訣
別
し
、
軍
需
産
業
の
支
援
の
下
で
サ
ラ
ン
ド
ラ
内
閣
、
白
巾
主
義
 
 

（
3
）
 
 

者
と
競
合
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
の
行
動
指
針
に
よ
る
と
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
個
人
の
礼
讃
（
自
 
 

由
主
義
、
民
主
主
義
、
社
会
主
義
）
を
排
し
、
す
べ
て
の
世
代
を
包
摂
し
・
現
在
の
世
代
の
す
べ
て
の
階
級
の
繁
栄
と
向
上
の
最
大
の
要
 
 

素
で
あ
る
民
族
（
N
a
z
i
O
n
e
）
 
の
礼
讃
を
政
治
の
基
礎
と
す
る
。
民
族
生
活
の
指
導
機
関
で
あ
る
国
家
（
S
t
a
t
O
）
が
政
治
指
導
に
専
 
 

念
し
、
民
族
に
自
己
の
自
覚
を
賦
与
す
る
権
威
と
規
律
を
樹
立
す
る
こ
と
を
求
め
る
。
叉
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
国
際
主
義
と
平
和
‡
義
 
 

の
理
論
の
欺
瞞
を
排
し
、
世
界
に
お
け
る
民
族
の
経
済
的
拡
張
を
可
能
と
す
る
た
め
の
強
力
な
陸
軍
と
海
軍
の
必
要
性
を
椰
諾
す
る
。
最
 
 

後
に
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
を
含
む
生
産
者
階
級
の
国
民
的
役
割
を
承
認
し
、
富
の
配
分
の
問
題
は
集
積
に
従
い
、
 
 

階
級
間
の
関
係
は
国
家
の
優
越
的
指
導
に
よ
り
、
イ
タ
リ
ア
人
民
の
保
護
と
向
上
の
た
め
に
他
の
諸
国
の
経
済
と
競
争
し
う
る
一
体
と
な
 
 

っ
た
国
民
経
済
の
形
成
が
な
さ
れ
る
よ
う
最
大
の
福
利
に
即
し
て
解
決
さ
れ
る
よ
う
求
め
る
。
帝
国
主
義
の
時
代
に
相
応
し
く
イ
タ
リ
ア
 
 

に
お
い
て
も
階
級
間
の
対
立
よ
り
も
他
国
と
の
競
争
に
勝
ち
抜
く
こ
と
を
第
一
義
と
し
、
そ
の
た
め
に
国
家
に
よ
る
生
産
者
の
統
合
を
求
 
 

め
る
ナ
シ
ョ
ア
リ
ズ
ム
が
政
治
の
舞
台
に
登
場
し
た
訳
で
あ
る
。
し
か
も
帝
国
主
義
問
の
競
争
に
遅
れ
て
登
場
し
た
イ
タ
リ
ア
の
ナ
シ
ョ
 
 

ナ
リ
ズ
ム
の
特
色
は
、
自
ら
を
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
国
家
」
と
規
定
し
、
国
内
の
階
級
対
立
を
国
際
間
の
闘
争
に
転
化
す
る
と
こ
ろ
に
あ
り
、
 
 

（
4
）
 
 

そ
れ
だ
け
に
国
家
至
上
主
義
が
前
面
に
打
ち
出
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
 
 
 

以
上
が
国
内
の
状
況
で
あ
る
。
次
に
外
交
に
眼
を
転
じ
る
と
、
イ
タ
リ
ア
は
一
八
八
二
年
以
来
の
ド
イ
ツ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
の
三
国
 
 

六
一
 
 
 



岡 法（38－1）62  

六
二
 
 
 

同
盟
の
路
線
を
堅
持
し
っ
つ
も
、
こ
れ
を
補
完
す
る
も
の
と
し
て
協
商
国
と
も
地
中
海
で
の
勢
力
圏
縮
保
の
た
め
に
友
好
関
係
を
保
持
す
 
 

る
と
の
政
策
を
と
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
対
オ
ー
ス
ト
リ
ア
関
係
に
お
い
て
は
リ
ソ
ル
ジ
メ
ン
ト
以
来
の
領
土
 
（
ト
レ
ン
ト
、
ト
リ
エ
ス
 
 

テ
）
回
復
問
題
に
加
え
て
、
ア
ル
バ
ニ
ア
、
小
ア
ジ
ア
を
め
ぐ
っ
て
軋
轢
が
あ
り
、
又
対
フ
ラ
ン
ス
関
係
で
は
リ
ビ
ア
戦
争
を
め
ぐ
っ
て
 
 

の
係
争
が
生
じ
る
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
。
言
っ
て
み
れ
ば
イ
タ
リ
ア
は
自
ら
の
死
活
的
利
益
の
た
め
に
重
心
は
三
国
同
盟
に
お
き
な
が
 
 

（
5
）
 
 

ら
も
二
股
外
交
を
行
っ
て
い
た
訳
で
あ
る
。
 
 
 

こ
う
い
う
時
に
サ
ラ
エ
ヴ
ォ
事
件
が
勃
発
し
た
。
イ
タ
リ
ア
は
微
妙
な
立
場
に
追
い
込
ま
れ
た
。
イ
タ
リ
ア
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
が
セ
 
 

（
6
）
 
 

ル
ピ
ア
に
最
後
通
牒
を
出
す
に
あ
た
り
ド
イ
ツ
と
は
協
議
し
な
が
ら
イ
タ
リ
ア
を
除
外
し
た
こ
と
、
そ
し
て
同
盟
条
約
第
三
条
に
よ
れ
ば
 
 

イ
タ
リ
ア
に
は
参
戦
義
務
が
生
じ
な
い
こ
と
を
理
由
に
中
立
を
決
め
込
ん
だ
。
そ
の
条
文
と
は
以
下
の
よ
う
な
内
容
に
な
っ
て
い
た
。
 
 

「
締
約
国
中
の
一
文
は
二
国
が
、
自
ら
の
直
接
の
挑
発
な
し
に
攻
撃
さ
れ
、
二
丈
は
そ
れ
以
上
の
非
締
約
国
と
開
戦
に
至
っ
た
場
合
に
は
、
 
 

c
a
s
u
s
 
f
O
e
d
e
r
i
s
（
盟
約
事
由
十
す
な
わ
ち
参
戦
義
務
）
が
全
締
約
凶
に
同
時
に
生
じ
る
も
の
と
す
る
」
。
イ
タ
リ
ア
側
の
解
釈
に
よ
れ
 
 

ば
、
今
回
の
事
態
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
が
事
前
の
相
談
も
な
く
セ
ル
ビ
ア
に
最
後
通
牒
を
出
し
、
し
か
も
攻
撃
さ
れ
る
こ
と
な
く
開
戦
し
た
 
 

の
で
あ
る
か
ら
、
イ
タ
リ
ア
に
は
参
戦
の
義
務
を
生
じ
な
い
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
参
戦
す
る
か
否
か
は
イ
タ
リ
ア
の
死
活
的
利
益
を
 
 

考
慮
し
て
自
由
に
決
定
で
き
る
。
加
え
て
、
第
七
条
は
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
た
。
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
・
ハ
ン
ガ
リ
1
と
イ
タ
リ
ア
は
、
 
 

東
方
に
お
け
る
嶺
土
の
現
状
（
s
t
a
t
u
s
 
q
u
O
）
を
可
能
な
限
り
維
持
す
る
こ
と
の
み
に
配
慮
し
、
本
条
約
の
締
約
国
の
い
ず
れ
か
一
方
を
 
 

害
す
る
如
何
な
る
領
土
変
更
を
も
未
然
に
防
ぐ
た
め
に
そ
の
彦
響
力
を
行
使
す
る
こ
と
を
誓
う
。
こ
の
目
的
の
た
め
、
自
己
の
意
向
及
び
 
 

他
方
の
意
向
を
相
互
に
明
縦
に
す
る
す
べ
て
の
情
報
を
交
換
す
る
も
の
と
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
何
ら
か
の
事
態
に
よ
り
、
バ
ル
カ
ン
 
 

地
方
又
は
ア
ド
リ
ア
海
と
エ
ー
ゲ
海
の
ト
ル
コ
帝
国
の
沿
岸
と
島
喚
に
お
け
る
現
状
維
持
が
不
可
能
と
な
り
、
そ
し
て
第
三
国
の
行
働
の
 
 

結
果
に
よ
り
、
あ
る
い
は
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
・
ハ
ン
ガ
リ
ー
又
は
イ
タ
リ
ア
が
そ
の
地
域
の
一
時
的
又
は
永
続
的
 
 

占
領
に
よ
り
現
状
維
持
を
変
更
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
占
領
は
両
国
間
の
事
前
の
協
定
の
後
に
の
み
行
わ
れ
る
こ
と
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そ
の
後
ド
イ
ツ
を
仲
介
に
し
て
の
イ
タ
リ
ア
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
の
七
条
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
の
交
渉
が
行
わ
れ
た
が
、
八
月
二
日
、
イ
 
 

タ
リ
ア
は
正
式
に
中
立
を
宣
言
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
か
く
し
て
イ
タ
リ
ア
政
府
は
フ
リ
ー
ハ
ン
ド
を
持
つ
こ
と
に
な
り
、
戦
争
の
推
移
 
 

を
見
守
る
と
い
う
全
く
の
 
「
日
和
見
」
を
決
め
込
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

し
か
し
国
内
の
他
の
政
治
勢
力
は
そ
れ
ど
こ
ろ
で
は
な
く
、
戦
線
の
推
移
と
と
も
に
参
戦
か
中
立
か
を
め
ぐ
っ
て
四
分
五
裂
、
百
家
争
 
 

鳴
と
い
う
状
況
が
現
出
し
、
し
か
も
そ
れ
が
既
存
の
政
治
勢
力
の
配
置
を
交
錯
し
て
お
こ
な
わ
れ
る
と
い
う
全
く
新
し
い
事
態
が
産
み
出
 
 

き
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
 
 

（
8
）
 
 
 

カ
ン
デ
ロ
ー
ロ
に
依
拠
し
て
整
理
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
ま
ず
参
戦
主
義
者
の
中
に
は
次
の
よ
う
な
勢
力
が
存
在
し
た
。
第
一
に
、
 
 

共
和
主
義
者
、
改
良
社
会
主
義
者
、
フ
リ
ー
メ
ー
ソ
ン
そ
し
て
急
進
主
義
者
か
ら
な
る
民
主
派
の
参
戦
主
義
で
あ
る
。
彼
ら
は
リ
ソ
ル
ジ
 
 

メ
ン
ト
以
来
の
愛
国
的
精
神
に
則
り
、
当
然
反
オ
ー
ス
ト
リ
ア
的
で
あ
り
、
そ
れ
故
協
商
国
側
に
つ
く
こ
と
を
望
む
。
次
に
革
命
的
参
戦
 
 

派
が
い
る
。
こ
れ
に
は
無
政
府
主
義
者
、
革
命
的
サ
ン
デ
ィ
カ
リ
ス
ト
そ
し
て
転
向
後
の
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
に
代
表
き
れ
る
社
会
主
義
者
が
 
 

含
ま
れ
る
。
こ
の
派
も
反
オ
ー
ス
ト
リ
ア
的
で
あ
り
、
戦
争
に
よ
る
革
命
の
機
会
を
窺
っ
て
い
る
。
第
三
に
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
が
い
る
。
 
 

彼
ら
は
当
初
は
親
ド
イ
ツ
的
な
立
場
か
ら
同
盟
よ
り
で
あ
っ
た
が
、
地
中
海
の
覇
権
の
獲
得
が
幻
想
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
悟
る
と
、
華
々
 
 

し
く
そ
し
て
性
急
に
立
場
を
変
え
、
ア
ド
リ
ア
海
の
支
配
を
優
先
き
せ
反
オ
ー
ス
ト
リ
ア
的
立
場
に
移
行
す
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
帝
国
 
 

六
三
 
 
 

に
す
る
。
こ
の
協
定
は
、
両
国
の
い
ず
れ
か
が
現
状
以
上
の
も
の
を
獲
得
し
、
双
方
の
利
益
と
道
理
あ
る
請
求
を
満
足
せ
し
め
る
と
い
う
、
 
 

領
土
そ
の
他
の
権
益
す
べ
て
に
つ
い
て
の
相
互
補
償
と
い
う
原
則
に
依
拠
す
る
も
の
と
す
る
」
。
即
ち
、
も
し
オ
ー
ス
ト
リ
ア
が
バ
ル
カ
 
 

ン
方
面
で
領
土
を
拡
張
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
七
条
に
定
め
る
「
相
互
補
償
の
原
則
」
に
よ
り
何
ら
か
の
代
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
 
 

と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
 
 
 

首
相
サ
ラ
ン
ド
ラ
と
外
相
サ
ン
・
ジ
ュ
リ
ア
ー
ノ
は
、
こ
の
よ
う
 
 

（
7
 
 

二
四
日
）
、
イ
タ
リ
ア
に
参
戦
義
務
な
し
と
判
断
し
た
の
で
あ
っ
た
 
 

0）な   

二立   
場   
か  
ら
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
最
後
通
牒
を
知
ら
き
れ
た
時
（
七
月
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六
四
 
 
 

主
義
（
し
か
も
貧
者
の
帝
国
主
義
）
的
立
場
か
ら
の
参
戦
を
望
む
も
の
で
あ
る
か
ら
、
前
二
者
と
こ
の
点
で
異
な
る
。
最
後
に
自
由
派
の
 
 

中
か
ら
も
漸
次
に
参
戦
主
義
者
が
登
場
し
て
く
る
。
こ
れ
は
ま
ず
、
三
フ
ノ
の
新
聞
コ
ッ
リ
エ
ー
レ
∵
デ
ッ
ラ
・
セ
ー
ラ
を
通
じ
て
表
明
さ
 
 

れ
る
。
こ
の
派
は
対
外
的
に
は
イ
タ
リ
ア
の
威
信
、
西
側
民
主
‡
義
へ
の
北
ハ
感
、
対
内
的
に
は
王
政
の
威
信
の
擁
護
、
自
由
主
義
右
派
の
 
 

政
治
指
導
の
強
化
、
そ
し
て
反
ジ
ョ
リ
ッ
テ
ィ
感
情
に
依
拠
し
た
参
戦
論
で
あ
っ
た
。
 
 
 

岬
立
主
義
者
も
複
雑
で
あ
る
。
ま
ず
ジ
ョ
リ
ソ
テ
ィ
派
の
自
由
主
義
者
が
い
る
。
そ
の
理
由
は
今
次
の
戦
争
が
長
期
化
す
る
恐
れ
の
あ
 
 

る
こ
と
、
イ
タ
リ
ア
の
戦
争
準
腑
不
足
等
に
あ
っ
た
。
次
に
カ
ト
リ
ッ
ク
勢
力
で
あ
る
。
こ
の
中
に
も
種
々
の
立
場
が
あ
り
、
凱
オ
ー
ス
 
 

ト
リ
ア
的
中
立
派
、
徹
底
的
中
立
派
等
が
存
在
し
た
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
新
法
王
ベ
ネ
デ
ィ
ク
上
五
世
が
戦
争
を
非
難
す
る
教
脊
を
 
 

発
表
し
て
い
た
の
で
カ
ト
リ
ッ
ク
勢
力
は
巾
立
の
立
場
を
維
持
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
琴
二
に
絶
対
的
中
立
を
唱
え
る
朴
会
堂
が
い
た
。
 
 
 

以
上
が
錯
綜
し
た
状
況
の
整
理
で
あ
る
が
、
時
の
経
過
と
と
も
に
行
動
的
な
参
戦
主
義
者
が
徐
々
に
勢
力
を
拡
げ
て
い
く
。
そ
の
最
も
 
 

象
徴
的
な
例
が
社
会
党
機
関
紙
「
ア
ケ
ァ
ン
テ
ィ
」
の
編
集
長
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
の
場
A
い
で
あ
る
。
彼
は
一
九
一
四
年
ノ
○
月
一
八
日
の
同
 
 

紙
上
で
「
絶
対
的
中
立
か
ら
積
極
的
中
立
へ
」
と
題
す
る
論
文
を
発
表
し
、
今
や
絶
対
的
中
立
を
掲
げ
た
時
と
状
況
が
変
化
し
た
こ
と
、
 
 

親
オ
ー
ス
ト
リ
ア
的
参
戦
と
親
協
商
国
的
参
戦
と
は
同
一
の
次
元
で
語
ら
れ
な
い
こ
と
、
そ
し
て
オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
の
関
係
に
わ
い
て
は
 
 

韻
土
間
題
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
イ
タ
リ
ア
の
参
戦
が
戦
争
に
終
止
符
を
打
つ
可
能
性
が
あ
る
こ
と
、
を
挙
げ
て
社
会
党
の
公
 
 

式
の
立
場
で
あ
る
絶
対
的
中
立
を
放
棄
す
る
よ
う
求
め
た
。
そ
し
て
一
〇
月
二
〇
目
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
で
の
社
会
党
指
導
部
が
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
 
 

の
動
議
を
否
決
す
る
と
、
彼
は
「
ア
ブ
ア
ン
チ
ィ
㌧
編
集
長
を
辞
任
し
、
フ
ィ
ア
ッ
ト
や
ア
ン
サ
ル
ド
等
の
参
戦
派
の
企
業
家
か
ら
の
資
 
 

金
援
助
の
下
に
日
刊
紙
『
ポ
ー
ポ
ロ
・
デ
イ
タ
リ
ア
』
を
二
月
一
五
日
か
ら
発
行
し
、
参
戦
の
論
陣
を
張
っ
て
い
く
よ
う
に
な
っ
た
の
 
 

（
9
）
 
 

で
あ
る
。
 
 

一
万
、
サ
ラ
ン
ド
ラ
政
府
の
方
は
、
こ
の
よ
う
な
国
内
の
政
治
状
況
の
推
移
を
見
据
え
つ
つ
、
最
終
的
態
度
決
定
に
向
け
て
前
世
紀
の
 
 

宮
廷
外
交
よ
ろ
し
く
イ
タ
リ
ア
の
「
死
活
的
利
益
」
の
た
め
の
交
渉
を
戦
う
二
つ
の
障
常
に
向
け
て
虚
聞
し
て
い
く
。
ま
ず
、
参
戦
準
備
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の
不
足
、
イ
タ
リ
ア
軍
が
冬
の
戦
闘
に
は
通
し
て
い
な
い
こ
と
を
み
て
最
終
的
決
定
を
一
九
l
五
年
春
に
延
期
し
た
。
そ
し
て
、
一
万
で
 
 

は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
、
他
方
で
は
ロ
ン
ド
ン
を
拠
点
に
協
商
国
と
の
交
渉
を
一
進
一
退
を
繰
り
返
し
な
が
ら
展
開
し
て
い
た
が
、
遂
に
一
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
 

1
0
）
 
 

九
一
五
年
四
月
二
六
日
に
、
い
わ
ゆ
る
「
ロ
ン
ド
ン
協
定
」
の
締
結
に
漕
ぎ
着
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
イ
タ
リ
ア
の
戦
争
目
的
を
把
握
す
 
 

る
た
め
に
は
こ
の
文
書
に
眼
を
通
す
必
要
が
あ
る
。
 
 
 

こ
の
文
書
は
通
常
「
ロ
ン
ド
ン
秘
密
協
定
一
と
か
「
秘
密
条
約
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
正
式
に
は
イ
タ
リ
ア
王
国
駐
英
大
便
イ
ム
ペ
 
 

リ
ア
ー
リ
候
蔚
が
本
国
政
府
の
命
に
よ
り
イ
ギ
リ
ス
外
相
グ
レ
イ
州
、
フ
ラ
ン
ス
の
駐
英
大
使
カ
ム
ボ
ン
、
ロ
シ
ア
の
駐
英
大
使
ペ
ソ
ケ
 
 

（
H
）
 
 

ン
ド
ル
フ
伯
蔚
に
宛
て
た
覚
書
（
M
e
m
O
r
a
n
d
u
ヨ
）
 
に
四
者
が
同
省
心
し
て
署
名
し
た
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
る
。
全
文
一
六
力
条
。
第
 
 

一
条
は
西
国
の
参
謀
総
本
部
問
で
の
軍
事
協
定
に
つ
き
定
め
る
。
そ
の
際
ロ
シ
ア
が
ド
イ
ツ
を
主
要
攻
撃
対
象
と
す
る
場
合
に
、
（
イ
タ
 
 

リ
ア
援
助
の
た
め
）
オ
ー
ス
ト
リ
ア
を
牽
制
す
る
ロ
シ
ア
の
兵
力
の
最
小
限
を
定
め
る
こ
と
に
し
て
い
る
。
こ
れ
を
受
け
て
第
二
条
は
イ
 
 

タ
リ
ア
が
そ
の
全
軍
事
刀
を
仏
・
英
・
露
と
と
も
に
「
す
べ
て
の
敵
に
対
し
て
」
行
使
す
る
こ
と
を
約
束
し
て
い
る
。
琴
二
条
は
仏
・
英
 
 

・
伊
間
の
海
軍
協
定
に
関
す
る
も
の
で
オ
ー
ス
ト
リ
ア
海
軍
の
壊
滅
を
狙
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
平
和
条
約
に
お
い
て
イ
タ
リ
ア
が
 
 

獲
得
す
る
で
あ
ろ
う
権
益
に
つ
い
て
は
算
四
条
以
下
に
列
挙
さ
れ
た
。
第
四
条
で
は
、
ま
ず
北
方
の
ト
レ
ン
テ
ィ
ー
ノ
、
テ
ィ
ロ
ル
地
方
 
 

の
自
然
悶
填
ま
で
（
す
な
わ
ち
プ
レ
ソ
ナ
ー
峠
ま
で
）
、
次
に
東
方
の
ト
リ
エ
ス
テ
、
ゴ
リ
ツ
ィ
ア
、
グ
ラ
デ
ィ
ス
カ
、
カ
ル
ナ
ロ
湾
ま
 
 

で
の
イ
ス
ト
リ
ア
半
島
（
ヴ
ォ
ロ
ス
カ
及
び
湾
内
の
島
喚
を
含
む
）
が
約
束
の
地
と
き
れ
て
い
る
。
次
に
第
五
条
に
よ
り
ダ
ル
マ
テ
ィ
ア
 
 

地
方
が
イ
タ
リ
ア
に
帰
属
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
但
し
フ
ィ
ー
メ
を
含
む
そ
の
他
の
地
方
及
び
畠
喚
は
中
立
化
き
れ
る
か
、
四
国
に
 
 

よ
り
ク
ロ
ア
テ
ィ
ア
、
セ
ル
ビ
ア
、
モ
ン
テ
ネ
グ
ロ
に
帰
属
せ
し
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
第
六
条
で
ア
ル
バ
ニ
ア
南
部
の
ヴ
ア
ロ
ー
 
 

ナ
と
サ
セ
ー
ノ
島
に
対
す
る
イ
タ
リ
ア
の
主
権
が
認
め
ら
れ
た
。
第
七
条
に
よ
り
ア
ル
バ
ニ
ア
の
北
部
と
南
部
の
一
部
が
仏
・
英
・
露
の
 
 

意
向
に
よ
り
モ
ン
テ
ネ
グ
ロ
、
セ
ル
ビ
ア
、
ギ
リ
シ
ア
に
割
譲
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
第
八
条
は
ド
デ
カ
ネ
ス
畠
に
対
す
る
イ
タ
リ
ア
 
 

の
主
権
を
承
認
し
て
い
る
。
第
九
条
で
は
地
中
海
に
お
け
る
均
衡
維
持
に
対
す
る
イ
タ
リ
ア
の
権
益
が
承
認
さ
れ
、
ト
ル
コ
の
全
面
的
又
 
 

六
五
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六
六
 
 
 

は
部
分
的
分
割
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
イ
タ
リ
ア
は
伊
英
協
定
で
定
め
ら
れ
た
ア
ダ
ー
リ
ア
地
方
近
辺
の
相
当
部
分
を
獲
得
す
る
こ
と
 
 

に
な
っ
た
。
第
一
〇
条
は
リ
ビ
ア
に
お
け
る
権
利
と
特
権
を
ス
ル
タ
ン
に
代
わ
っ
て
行
使
す
る
こ
と
、
第
一
一
条
は
イ
タ
リ
ア
が
受
け
取
 
 

る
で
あ
ろ
う
賠
償
金
に
つ
き
、
第
一
二
条
は
ア
ラ
ビ
ア
に
関
す
る
仏
・
英
・
蕗
の
声
明
を
イ
タ
リ
ア
が
承
認
す
る
こ
と
、
第
一
三
条
は
ア
 
 

フ
リ
カ
に
お
け
る
ド
イ
ツ
桐
民
地
が
英
・
仏
に
帰
属
す
る
場
合
に
は
イ
タ
リ
ア
は
相
当
の
代
償
を
得
る
こ
と
 
（
エ
リ
ト
リ
ア
、
ソ
マ
リ
ア
 
 

の
国
境
に
関
す
る
問
題
が
念
頭
に
お
か
れ
て
い
る
）
、
に
つ
き
定
め
て
い
る
。
以
上
が
領
土
に
関
す
る
部
分
で
あ
る
。
第
一
四
条
に
よ
り
、
 
 

（
1
2
）
 
 

イ
タ
リ
ア
は
ロ
ン
ド
ン
市
場
で
五
千
万
ポ
ン
ド
の
公
債
を
発
行
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
。
法
王
庁
が
平
和
条
約
交
渉
に
代
表
を
送
る
こ
 
 

（
1
3
）
 
 

と
に
対
す
る
イ
タ
リ
ア
の
反
対
の
意
向
が
第
一
五
条
に
よ
り
仏
・
英
・
露
の
賛
同
を
得
て
い
る
。
そ
し
て
最
後
に
第
一
六
条
に
よ
り
「
本
 
 

協
定
は
秘
密
と
す
る
」
こ
と
、
「
イ
タ
リ
ア
は
で
き
る
だ
け
速
や
か
に
、
そ
し
て
遅
く
と
も
本
協
定
署
名
後
一
カ
月
以
内
に
参
戦
す
る
こ
 
 

と
」
 
に
な
っ
た
。
 
 
 

こ
の
よ
う
な
内
容
を
も
つ
文
書
か
ら
以
下
の
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
第
四
条
で
リ
ソ
ル
ジ
メ
ン
ト
以
来
の
念
臓
で
あ
っ
た
末
E
復
の
 
 

敏
土
を
獲
得
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
を
越
え
て
ド
イ
ツ
人
居
住
地
の
ア
ル
ト
・
ア
デ
ィ
ジ
ェ
、
ス
ロ
ヴ
ュ
ニ
ア
人
、
ク
ロ
ア
テ
ィ
 
 

ア
人
の
住
む
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
・
フ
リ
ウ
リ
地
方
を
も
要
求
し
て
お
り
、
こ
れ
は
荷
田
主
義
的
韻
土
拡
張
を
目
指
し
た
も
の
と
い
わ
れ
て
も
 
 

仕
方
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
第
五
条
に
み
ら
れ
る
ダ
ル
マ
ナ
ィ
ア
に
対
す
る
要
求
は
ス
ラ
ブ
系
諸
国
の
反
発
を
見
癒
し
な
が
ら
も
 
 

「
ア
ド
リ
ア
海
の
覇
権
」
を
狙
い
に
お
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
第
六
・
八
条
は
既
成
事
実
の
承
認
で
あ
る
が
、
 
 

イ
タ
リ
ア
が
ア
ル
バ
ニ
ア
、
東
地
中
海
に
権
益
を
有
す
る
こ
と
を
他
の
三
国
が
承
諾
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
他
第
九
条
の
ト
ル
コ
、
 
 

第
一
三
条
の
ア
フ
リ
カ
に
関
す
る
規
定
は
帝
国
主
義
諸
国
間
の
植
民
地
分
割
の
意
図
を
露
骨
に
示
す
好
例
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
 
 
 

総
じ
て
、
末
回
復
の
領
土
痩
待
と
い
う
大
義
を
掲
げ
な
が
ら
も
、
そ
の
実
体
は
時
代
の
趨
勢
で
あ
る
帝
国
主
義
の
披
に
乗
り
遅
れ
ま
い
 
 

と
す
る
当
時
の
イ
タ
リ
ア
支
配
層
の
目
論
見
、
そ
し
て
戦
争
目
的
が
遺
憾
な
く
発
揮
き
れ
て
い
る
文
書
と
い
っ
て
よ
い
。
首
相
サ
ラ
ン
ド
 
 

（
1
4
）
 
 

ラ
は
こ
の
こ
と
を
「
イ
タ
リ
ア
の
神
聖
な
エ
ゴ
イ
ズ
ム
」
と
呼
ん
だ
が
、
内
実
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
、
そ
し
て
そ
の
背
後
に
い
る
軍
需
産
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業
の
要
求
を
国
家
目
的
と
し
て
承
認
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
 
 
 

と
も
か
く
、
こ
の
よ
う
に
し
て
サ
ラ
ン
ド
ラ
政
府
は
勝
利
の
暁
に
は
地
中
海
を
制
し
、
海
外
の
植
民
地
を
も
拡
大
せ
し
め
る
と
の
約
束
 
 

－
こ
れ
は
空
手
形
に
終
わ
る
の
だ
が
ー
を
手
に
入
れ
、
一
九
一
五
年
五
月
二
六
日
ま
で
に
は
参
戦
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
国
際
的
義
務
を
 
 

負
う
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
こ
か
ら
こ
の
目
的
に
向
け
て
の
彼
の
計
算
づ
く
の
、
そ
し
て
後
に
大
き
な
禍
根
を
残
す
こ
と
に
な
る
行
動
に
打
 
 

っ
て
出
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

こ
こ
で
イ
タ
リ
ア
の
憲
法
体
制
に
若
干
触
れ
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
王
国
憲
章
第
五
条
に
よ
れ
ば
、
陸
海
軍
を
統
帥
し
、
宣
戦
を
行
 
 

う
の
は
国
王
の
権
限
で
あ
り
、
又
条
約
の
締
結
権
も
国
王
に
帰
属
す
る
が
、
「
財
政
上
の
負
担
ま
た
は
領
土
の
変
更
を
伴
う
条
約
」
は
両
 
 

議
院
の
承
認
が
必
要
と
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
王
国
憲
章
の
文
言
に
も
拘
わ
ら
ず
国
王
は
事
実
上
政
治
指
導
の
権
限
を
行
佼
し
え
 
 

な
く
な
っ
て
い
た
の
で
、
政
府
と
し
て
は
「
協
定
」
の
成
立
を
国
王
に
報
告
す
る
こ
と
で
足
り
た
。
事
実
、
「
協
定
」
の
締
結
を
知
ら
き
 
 

れ
た
国
王
ヴ
ィ
ッ
ト
リ
オ
・
エ
マ
ヌ
エ
レ
三
世
は
四
月
二
九
日
に
は
イ
ギ
リ
ス
国
王
、
ロ
シ
ア
皇
帝
、
フ
ラ
ン
ス
大
統
領
に
歓
迎
の
電
報
 
 

（
1
5
）
 
 

を
打
っ
て
い
る
 

問
題
は
議
会
内
多
数
派
を
占
め
る
中
立
支
持
の
ジ
ョ
リ
ッ
テ
ィ
派
議
員
へ
の
対
策
で
あ
っ
た
。
「
協
定
」
自
体
は
秘
密
で
あ
る
た
め
、
 
 

王
国
憲
章
第
五
条
の
規
定
に
も
拘
わ
ら
ず
そ
の
内
容
を
議
会
に
報
告
す
る
こ
と
は
政
府
と
し
て
は
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
参
戦
の
た
め
 
 

に
は
、
こ
れ
ま
で
の
慣
行
に
従
い
全
権
委
任
法
を
成
立
せ
し
め
る
必
要
が
あ
る
。
即
ち
肝
要
の
と
こ
ろ
で
は
違
憲
の
行
為
を
お
こ
な
い
、
 
 

既
定
の
参
戦
の
た
め
に
は
議
会
か
ら
必
要
な
権
限
を
委
任
し
て
も
ら
う
と
い
う
戦
術
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
ジ
ョ
リ
ッ
テ
ィ
は
五
月
九
 
 

日
に
事
態
を
知
ら
き
れ
た
訳
で
あ
る
が
、
彼
は
、
議
会
に
お
い
て
オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
の
交
渉
再
開
の
議
決
を
さ
せ
、
こ
れ
に
よ
り
「
ロ
ン
 
 

ド
ン
協
定
」
に
は
拘
束
さ
れ
な
い
と
の
処
方
箋
を
翌
一
〇
日
に
サ
ラ
ン
ド
ラ
に
提
示
し
て
い
る
。
窟
軍
上
は
正
し
い
手
続
き
で
あ
ろ
う
。
 
 

し
か
し
こ
の
道
を
と
り
う
る
た
め
に
は
一
一
つ
の
要
件
が
い
る
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
が
イ
タ
リ
ア
の
受
容
し
う
る
提
案
を
す
る
こ
と
、
そ
し
 
 

て
「
ロ
ン
ド
ン
協
定
」
を
議
会
多
数
派
の
首
領
ジ
ョ
リ
ッ
テ
ィ
に
知
ら
せ
る
こ
と
な
く
締
結
し
た
サ
ラ
ン
ド
ラ
内
閣
の
総
辞
職
で
あ
る
。
 
 

六
七
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八
 
 
 

と
こ
ろ
が
オ
ー
ス
ト
リ
ア
側
の
最
終
提
案
は
相
変
わ
ら
ず
か
た
く
な
な
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
サ
ラ
ン
ド
ラ
の
方
針
を
支
持
す
る
議
員
も
 
 

多
数
を
占
め
う
る
状
況
に
な
い
こ
と
が
分
か
る
と
、
五
月
一
三
目
に
サ
ラ
ン
ド
ラ
は
国
王
に
辞
職
を
願
い
出
た
。
 
 
 

こ
こ
か
ら
事
態
が
急
転
す
る
。
参
戦
派
の
デ
モ
が
全
国
的
に
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ジ
ョ
リ
ッ
テ
ィ
派
の
議
員
は
参
戦
派
に
よ
 
 

り
脅
迫
を
受
け
、
ミ
ラ
ノ
で
は
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
、
コ
ッ
リ
ド
ー
ニ
が
、
ロ
ー
マ
で
は
ダ
ヌ
ン
ツ
ィ
オ
が
煽
動
者
と
な
っ
た
。
社
会
党
の
反
 
 

戦
集
会
も
開
か
れ
る
が
参
戦
派
に
対
抗
で
き
た
の
は
ト
リ
ノ
だ
け
と
い
う
有
様
で
あ
っ
た
。
警
察
は
と
い
え
ば
、
参
戦
派
の
集
会
に
は
介
 
 

入
せ
ず
、
反
戦
派
に
対
し
て
は
弾
圧
を
加
え
る
と
い
う
状
況
が
現
出
し
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
あ
く
ま
で
も
王
国
憲
章
そ
し
て
そ
の
 
 

下
で
成
立
し
た
立
岩
制
に
即
し
て
事
態
に
対
処
せ
ん
と
し
た
ジ
ョ
リ
ッ
テ
ィ
は
敗
北
を
喫
し
、
五
月
一
六
日
に
国
王
は
サ
ラ
ン
ド
ラ
の
辞
 
 

（
1
6
）
 
 

職
を
拒
否
し
、
第
三
次
サ
ラ
ン
ド
ラ
内
閣
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
即
ち
参
戦
派
の
筒
頭
の
力
が
議
会
の
意
思
を
屈
服
せ
し
め
た
訳
 
 

で
あ
る
。
カ
グ
ー
ル
以
来
漸
次
に
確
立
し
て
き
た
イ
タ
リ
ア
の
立
憲
制
の
慣
行
は
こ
こ
に
大
き
く
囁
く
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
事
態
は
参
 
 

戦
派
に
よ
れ
ば
「
輝
か
し
き
五
月
の
日
々
」
と
呼
ば
れ
る
が
、
実
際
は
カ
ン
デ
ロ
ー
ロ
の
指
摘
す
る
如
く
「
ミ
ニ
・
ク
ー
デ
タ
1
」
が
行
 
 

（
1
7
）
 
 

わ
れ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
閂
民
の
眼
の
前
で
議
会
の
威
信
は
低
下
し
、
街
頭
の
実
力
行
動
を
以
て
す
れ
ば
議
会
の
意
思
を
屈
服
さ
せ
、
 
 

議
会
の
多
数
派
に
依
拠
し
な
い
内
閣
の
形
成
も
可
能
で
あ
る
こ
と
が
暴
露
さ
れ
た
訳
で
あ
る
。
サ
ラ
ン
ド
ラ
の
責
任
は
大
き
い
と
い
わ
な
 
 

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
事
態
を
ミ
ラ
ノ
で
注
視
し
て
い
た
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
は
こ
れ
か
ら
七
年
後
に
こ
の
経
験
を
活
か
し
て
政
権
 
 

を
掌
握
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
一
九
一
二
年
の
「
普
通
選
挙
」
の
導
入
に
よ
り
議
会
制
民
主
主
義
へ
の
道
を
踏
み
出
し
た
ば
か
り
の
脆
弱
 
 

な
イ
タ
リ
ア
の
議
会
制
は
、
そ
の
崩
壊
へ
向
け
て
の
第
一
歩
を
こ
こ
に
印
し
た
訳
で
あ
る
。
 
 
 

か
く
し
て
一
九
一
五
年
五
月
二
〇
目
、
再
開
き
れ
た
議
会
に
お
い
て
改
府
へ
の
全
権
委
任
法
が
可
決
さ
れ
、
二
三
日
に
オ
ー
ス
ト
リ
ア
 
 

ヘ
の
宣
戦
が
布
告
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
イ
タ
リ
ア
は
準
備
万
端
と
は
と
て
も
言
え
な
い
状
況
の
中
で
大
戦
に
突
入
し
て
い
く
こ
と
に
な
 
 

（
1
8
）
 
 

っ
た
。
こ
の
全
権
委
任
法
の
正
式
の
名
称
は
「
戦
時
の
場
合
に
特
別
の
権
限
を
国
王
政
府
に
賦
与
す
る
法
律
」
で
あ
る
が
、
「
国
防
」
、
 
 

「
公
共
秩
序
の
保
護
」
に
加
え
て
「
国
民
経
済
の
緊
急
又
は
特
別
の
必
要
」
な
場
合
に
も
政
府
に
法
律
の
効
力
を
有
す
る
規
定
を
公
布
す
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る
権
限
を
与
え
、
更
に
政
府
が
特
別
の
支
出
を
命
じ
、
同
庫
の
必
要
の
た
め
に
特
別
の
手
段
を
執
る
こ
と
を
も
可
能
に
し
て
お
り
、
又
予
 
 

算
の
暫
定
執
行
の
権
限
を
も
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
戦
時
中
は
議
会
の
意
向
に
拘
わ
ら
ず
、
あ
る
い
は
端
的
に
議
会
を
無
視
 
 

（
1
9
）
 
 

し
て
政
府
は
財
政
・
租
税
を
も
含
む
必
要
な
全
て
の
措
置
を
執
り
う
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
委
任
法
は
代
議
院
に
お
い
て
は
賛
成
凹
〇
 
 

七
、
反
対
七
四
、
棄
権
一
で
通
過
し
た
。
サ
ラ
ン
ド
ラ
の
戦
術
、
参
戦
派
の
威
嚇
が
功
を
奏
し
た
訳
で
あ
る
が
、
七
四
名
も
の
反
対
議
員
 
 

の
存
在
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
社
会
党
と
ジ
ョ
リ
ッ
テ
ィ
派
の
一
部
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
一
部
は
円
顆
後
ま
で
反
戦
の
立
場
を
貫
き
通
 
 

（
2
0
）
 
 

し
た
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
や
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
主
義
者
が
祖
国
擁
茸
の
立
場
か
ら
参
戦
に
回
っ
た
の
に
対
し
、
イ
タ
リ
ア
の
社
会
主
義
者
 
 

は
そ
の
反
戦
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
飽
く
ま
で
忠
実
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
政
治
的
無
能
力
さ
に
批
判
の
余
地
は
あ
る
に
し
て
も
、
道
義
的
 
 

潔
辞
さ
は
賞
賛
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
戦
争
は
、
イ
タ
リ
ア
の
当
初
の
予
想
に
反
し
て
、
長
期
戦
の
様
相
を
、
し
か
も
一
九
仲
紀
の
機
動
戦
を
想
定
し
て
い
た
参
謀
 
 

本
部
の
予
想
に
も
違
い
消
耗
戦
・
陣
地
戦
の
様
相
を
呈
し
て
き
て
い
た
。
一
方
、
サ
ラ
ン
ド
ラ
内
閣
は
第
一
戦
に
い
る
総
参
謀
長
カ
ド
ル
 
 

ナ
と
の
軋
轢
を
内
包
し
っ
つ
も
一
九
一
六
年
五
月
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
ア
ジ
ア
ー
ゴ
高
原
で
の
反
攻
ま
で
は
、
少
数
派
内
閣
で
あ
る
に
も
 
 

拘
わ
ら
ず
存
続
し
え
た
が
、
同
年
六
月
一
〇
日
の
議
会
で
信
任
案
件
が
否
決
き
れ
、
議
会
の
長
老
で
あ
る
七
八
歳
の
ポ
セ
ッ
リ
が
一
種
の
 
 

国
民
連
樺
内
閣
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
即
ち
ジ
ョ
リ
ッ
テ
ィ
派
を
含
む
自
由
主
義
者
に
加
え
て
、
二
人
の
急
進
派
、
二
人
の
改
良
 
 

社
会
主
義
者
、
一
人
の
共
和
派
、
一
人
の
カ
ト
リ
ッ
ク
の
参
加
し
た
内
閣
で
あ
っ
た
。
首
相
の
政
治
力
の
弱
き
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
こ
 
 

の
内
閣
は
自
由
主
義
右
派
を
代
表
す
る
外
相
ソ
ン
ニ
ー
ノ
と
白
由
主
義
左
派
を
代
表
す
る
オ
ル
ラ
ン
ド
、
そ
し
て
左
派
参
戦
派
を
代
表
す
 
 

る
改
良
社
会
主
義
者
ピ
ッ
ソ
ラ
ー
テ
ィ
に
率
い
ら
れ
た
も
の
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
そ
の
後
、
門
閥
は
一
九
一
七
年
六
月
に
は
第
二
次
ボ
 
 

セ
ッ
リ
内
閣
、
一
〇
月
三
一
目
に
は
オ
ル
ラ
ン
ド
内
閣
が
形
成
さ
れ
、
戦
争
指
導
に
あ
た
る
が
、
戦
線
は
イ
ゾ
ン
ツ
ォ
川
で
の
攻
防
を
繰
 
 

り
返
し
な
が
ら
、
一
九
一
七
年
一
〇
月
二
日
か
ら
の
独
襖
軍
の
攻
撃
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
ず
ピ
ア
ー
ヴ
ェ
川
ま
で
退
却
す
る
と
い
う
事
態
 
 

に
な
っ
た
。
こ
の
い
わ
ゆ
る
「
カ
ボ
レ
ッ
ト
の
敗
北
」
で
イ
タ
リ
ア
軍
は
一
万
一
千
の
死
者
、
二
万
九
千
の
負
傷
者
、
二
八
万
の
捕
虜
、
 
 

六
九
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七
〇
 
 
 

三
五
万
の
兵
士
の
戦
線
離
脱
、
四
〇
万
の
市
民
の
避
難
と
い
う
惨
憺
た
る
被
害
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
懸
念
き
れ
て
い
た
イ
タ
リ
ア
 
 

軍
の
弱
点
が
盛
呈
き
れ
た
訳
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
イ
タ
リ
ア
側
は
こ
の
劣
勢
を
オ
ル
ラ
ン
ド
内
閣
、
新
総
参
謀
長
デ
ィ
ア
ス
将
軍
 
 

の
下
で
耐
え
忍
び
、
一
九
一
八
年
六
月
一
五
－
二
一
日
の
ピ
ア
ー
ヴ
ュ
戦
線
で
の
勝
利
で
攻
勢
に
移
り
、
そ
し
て
一
〇
月
二
九
日
に
は
ゲ
 
 

ィ
ッ
ト
リ
オ
・
ヴ
ェ
ネ
ト
の
戦
闘
で
勝
利
を
収
め
、
遂
に
一
一
月
三
日
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
の
休
戦
に
酒
ぎ
着
け
、
イ
タ
リ
ア
は
か
ろ
う
 
 

じ
て
戦
勝
国
と
し
て
留
ま
る
こ
と
に
な
っ
た
。
一
万
ド
イ
ツ
と
連
合
国
と
の
休
戦
は
二
月
一
七
日
に
成
立
し
、
こ
こ
に
箭
二
次
大
戦
は
 
 

（
2
1
）
 
 

終
了
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
 
 
 

第
一
次
大
戦
は
全
交
戦
国
に
お
い
て
死
者
約
一
千
万
人
、
負
傷
者
約
二
千
万
人
の
犠
牲
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
。
イ
タ
リ
ア
の
場
合
は
 
 

死
者
五
七
万
一
千
人
、
負
傷
者
四
五
万
一
六
四
五
人
、
こ
れ
に
捕
虜
と
な
っ
て
亡
く
な
っ
た
者
五
万
七
千
人
、
失
踪
兵
六
万
を
加
え
る
と
 
 

死
者
は
約
六
八
方
人
と
な
る
。
又
一
九
一
八
年
に
猛
威
を
奮
っ
た
ス
ペ
イ
ン
風
邪
の
犠
牲
者
約
五
〇
万
人
も
加
え
る
と
す
る
と
、
総
体
と
 
 

し
て
死
者
約
一
二
〇
万
人
、
負
傷
者
五
〇
万
人
以
上
と
い
う
数
字
が
出
て
く
る
。
こ
う
し
た
人
的
コ
ス
ト
ば
か
り
で
は
な
く
、
経
済
的
コ
 
 

ス
ト
も
一
五
七
〇
億
リ
ラ
と
い
う
巨
故
に
の
ぼ
り
、
国
家
財
政
を
圧
迫
し
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
戦
費
調
達
手
段
は
他
日
と
同
様
 
 

増
税
と
公
債
発
行
で
あ
っ
た
。
更
に
社
会
構
造
も
大
き
な
変
化
を
蒙
っ
た
。
工
業
面
で
は
機
械
・
金
属
ト
ラ
ス
ト
の
イ
ル
ヴ
ァ
、
ア
ン
サ
 
 

ル
ド
そ
し
て
フ
ィ
ア
ッ
ト
が
戦
時
利
得
で
潤
い
、
更
に
化
学
の
モ
ン
テ
カ
テ
ィ
ー
ニ
・
グ
ル
ー
プ
も
強
大
と
な
っ
た
。
し
か
し
工
業
プ
ロ
 
 

レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
地
位
が
こ
れ
に
よ
り
改
善
き
れ
た
訳
で
は
な
く
、
確
か
に
名
目
貸
金
は
幾
分
上
昇
し
た
が
イ
ン
フ
レ
に
よ
り
実
質
賃
金
 
 

は
目
減
り
を
余
儀
な
く
き
れ
た
。
そ
れ
以
上
に
打
撃
を
う
け
た
の
は
都
市
の
中
間
階
層
で
あ
っ
た
。
彼
ら
の
聞
で
は
、
一
方
で
は
企
業
家
、
 
 

他
方
で
は
組
織
さ
れ
た
労
働
者
に
対
し
て
次
第
に
劣
位
に
な
り
つ
つ
あ
る
と
の
感
情
と
そ
し
て
そ
こ
か
ら
生
じ
て
く
る
反
感
と
が
蓄
積
き
 
 

れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
農
村
に
お
い
て
は
、
イ
ン
フ
レ
に
よ
る
農
産
物
価
格
の
上
昇
に
よ
り
大
借
地
農
・
直
接
耕
作
者
は
潤
っ
た
が
、
 
 

農
業
労
働
者
は
悲
惨
な
状
況
に
お
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
単
な
る
土
地
所
有
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
1
は
戦
争
に
よ
り
大
き
な
打
撃
を
 
 

受
け
、
自
ら
の
土
地
を
手
放
さ
ざ
る
を
え
ず
、
こ
の
こ
と
は
直
接
耕
作
者
を
増
大
せ
し
め
、
農
村
に
お
け
る
中
間
層
の
比
重
を
高
め
る
こ
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（
2
2
）
 
 

と
に
な
っ
た
。
い
ず
れ
に
し
て
も
中
間
層
問
題
が
戦
後
の
政
治
に
お
い
て
枢
要
な
課
題
と
し
て
登
場
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
パ
リ
の
講
和
会
議
は
如
何
な
る
紅
過
を
た
ど
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
と
も
か
く
も
戦
勝
国
と
な
っ
た
イ
タ
リ
ア
は
「
ロ
ン
ド
ン
 
 

協
定
」
で
承
認
さ
れ
た
要
求
に
加
え
て
、
イ
タ
リ
ア
住
民
の
多
く
住
む
フ
ィ
ー
メ
を
も
要
求
す
る
と
い
う
態
度
で
会
議
に
臨
ん
だ
。
し
か
 
 

し
な
が
ら
秘
密
外
交
の
廃
止
と
民
族
白
決
を
掲
げ
る
ア
メ
リ
カ
大
統
領
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
前
で
は
イ
タ
リ
ア
の
要
求
は
全
面
的
に
受
け
い
ら
 
 

（
2
3
）
 
 

れ
る
訳
に
は
い
か
な
か
っ
た
し
、
又
「
ロ
ン
ド
ン
協
定
」
の
当
事
者
で
も
あ
っ
た
英
・
仏
も
事
情
変
更
を
珊
由
に
イ
タ
リ
ア
の
要
求
に
は
 
 

冷
淡
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
一
九
一
九
年
四
月
二
四
日
に
イ
タ
リ
ア
代
表
は
講
和
会
議
か
ら
引
き
あ
げ
る
と
い
う
強
行
措
置
に
出
た
が
、
 
 

会
議
は
そ
れ
に
は
お
構
い
な
し
に
続
け
ら
れ
、
遂
に
五
月
四
日
に
は
対
独
協
定
の
最
終
局
面
を
迎
え
て
こ
の
ま
ま
で
は
イ
タ
リ
ア
に
と
っ
 
 

て
不
利
と
な
る
と
判
断
し
た
オ
ル
ラ
ン
ド
政
府
は
何
ら
の
成
果
も
な
し
に
再
び
講
和
会
議
に
出
席
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
結
局
、
イ
タ
リ
 
 

ア
に
と
っ
て
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
境
に
お
い
て
は
当
初
の
要
求
を
実
現
す
る
こ
と
に
は
な
っ
た
が
、
フ
ィ
ー
メ
は
も
ち
ろ
ん
ダ
ル
マ
テ
ィ
 
 

ア
の
占
有
も
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
イ
タ
リ
ア
世
論
が
一
番
注
目
し
て
い
た
の
は
フ
ィ
ー
メ
の
帰
属
で
あ
っ
た
の
で
、
 
 

こ
こ
か
ら
戦
争
に
は
勝
利
し
た
も
の
の
戦
争
目
的
を
達
成
し
え
な
か
っ
た
と
い
う
意
味
で
イ
タ
リ
ア
国
内
で
は
「
骨
抜
き
の
勝
利
（
ま
T
 
 

t
O
r
i
a
 
m
u
t
i
－
a
t
a
）
」
と
い
う
神
話
が
形
成
き
れ
る
こ
と
に
な
り
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
そ
し
て
フ
ァ
シ
ス
ト
の
興
隆
を
許
す
一
因
と
な
っ
て
 
 
 

（
2
4
）
 
 

い
く
。
 
 
 

き
て
国
内
政
治
の
動
向
で
あ
る
。
パ
リ
講
和
会
議
で
拙
い
外
交
を
演
じ
た
オ
ル
ラ
ン
ド
内
聞
は
六
月
↓
九
日
、
下
院
で
敗
北
を
喫
し
辞
 
 

職
し
、
六
月
二
三
日
に
ニ
ッ
テ
ィ
内
閣
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
内
閣
は
ジ
ョ
リ
ッ
テ
ィ
派
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
・
シ
ン
パ
と
カ
 
 

（
2
5
）
 
 

ト
リ
ッ
ク
を
加
え
た
中
道
の
性
格
の
濃
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
内
閣
の
下
で
後
に
述
べ
る
よ
う
に
下
院
選
挙
に
比
例
代
表
制
が
 
 

導
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

政
治
戦
線
で
は
二
つ
の
新
し
い
勢
力
が
登
場
し
た
。
一
つ
は
ル
イ
ー
ジ
・
ス
ト
ゥ
ル
ツ
ォ
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
の
下
で
誕
生
し
た
カ
ト
リ
ッ
 
 

ク
の
政
党
、
人
民
党
で
あ
る
 
（
一
九
一
九
年
一
月
一
八
R
に
綱
領
を
発
表
し
、
六
月
一
四
－
一
六
日
の
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
大
会
で
正
式
に
成
立
 
 

七
一
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七
二
 
 
 

し
た
）
。
も
う
一
つ
は
社
会
党
を
離
れ
参
戦
派
と
し
て
華
麗
な
る
転
身
を
遂
げ
た
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
率
い
る
「
戦
闘
フ
ァ
ッ
シ
」
で
あ
る
。
 
 

本
稿
で
は
も
ち
ろ
ん
後
者
が
検
討
の
対
象
と
な
る
。
 
 

一
九
一
九
年
三
月
二
三
目
、
降
り
し
き
る
雨
の
日
曜
日
午
前
l
 
O
時
、
ミ
ラ
ノ
の
サ
ン
・
セ
ポ
ル
ク
ロ
広
場
九
番
地
の
商
工
会
議
所
の
 
 

二
階
の
大
広
間
で
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
の
呼
び
掛
け
に
応
え
た
人
々
が
集
ま
り
「
戦
闘
フ
ァ
ッ
シ
」
が
形
成
き
れ
た
。
参
加
者
は
元
革
命
的
参
 
 

（
2
6
）
 
 

戦
主
義
者
、
復
員
兵
士
を
中
心
に
共
和
主
義
者
、
改
良
派
社
会
主
義
者
を
含
む
約
三
〇
〇
名
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
ま
ず
戦
没
者
と
負
 
 

傷
者
に
敬
意
が
表
き
れ
、
彼
ら
の
要
求
を
支
持
す
る
こ
と
、
帝
国
主
義
に
反
対
す
る
こ
と
と
共
に
、
フ
ィ
ー
メ
と
ダ
ル
マ
ツ
ィ
ア
の
併
合
、
 
 

元
中
立
主
義
者
へ
の
非
難
が
議
決
さ
れ
、
更
に
次
の
よ
う
な
綱
領
の
概
要
が
示
さ
れ
た
。
政
治
面
で
は
、
〓
普
通
選
挙
権
を
二
一
歳
以
上
 
 

の
女
性
に
ま
で
拡
大
す
る
こ
と
、
∽
名
滞
式
比
例
代
表
制
の
採
用
、
㈹
動
日
解
除
後
の
総
選
挙
、
州
下
院
議
員
の
被
選
挙
権
を
三
一
歳
か
 
 

ら
二
五
歳
に
す
る
こ
と
、
相
次
期
総
選
挙
に
お
け
る
下
院
は
国
民
議
会
と
な
る
こ
と
、
㈲
悶
民
議
会
の
任
期
は
三
年
と
す
る
こ
と
、
三
国
 
 

（
2
7
）
 
 

民
議
会
の
第
一
の
任
務
は
国
の
政
府
形
態
を
決
定
す
る
こ
と
、
刷
上
院
は
廃
止
す
る
こ
と
、
と
な
っ
て
い
る
。
女
性
へ
の
選
挙
権
賦
与
と
 
 

並
ん
で
注
目
さ
れ
る
の
は
国
民
議
会
に
よ
る
政
府
形
態
の
決
定
を
要
求
し
て
い
る
点
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
が
北
ハ
都
制
へ
 
 

の
志
向
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
閏
確
に
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
。
そ
の
後
六
月
六
日
に
は
正
式
の
綱
領
が
『
ポ
ー
ポ
ロ
・
デ
イ
タ
リ
ア
』
 
 

紙
上
に
公
表
き
れ
た
。
そ
こ
で
は
一
八
歳
選
挙
権
、
国
家
公
務
員
の
被
選
資
格
、
上
院
を
廃
止
し
滴
・
⊥
・
魔
の
勤
労
者
の
代
表
者
か
ら
 
 

な
る
職
能
全
国
評
議
会
の
創
設
が
謳
わ
れ
て
い
る
。
既
に
指
摘
き
れ
て
い
る
よ
う
に
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
独
自
の
構
想
と
い
う
よ
り
も
一
九
一
 
 

（
朗
）
 
 

八
年
に
公
表
き
れ
た
未
来
派
の
綱
領
に
影
響
さ
れ
た
も
の
と
い
え
よ
う
 

こ
の
「
戦
闘
フ
ァ
ツ
シ
」
の
要
求
の
う
ち
比
例
代
表
選
挙
は
ニ
ッ
テ
ィ
内
閣
の
手
に
よ
り
実
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
即
ち
一
九
一
九
 
 

（
2
9
）
 
 

埠
八
月
一
五
日
の
選
挙
法
改
正
法
律
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
「
代
議
院
議
貝
の
選
挙
は
比
例
代
表
・
名
将
式
投
票
に
よ
り
行
わ
れ
る
」
 
 

（
．
【
条
）
 
こ
と
に
な
っ
た
。
選
挙
区
は
概
ね
県
を
単
位
と
し
、
定
員
は
一
〇
名
以
上
と
し
て
い
る
。
名
簿
は
非
拘
束
式
で
、
選
挙
人
は
避
 
 

好
投
票
ま
た
は
追
記
投
票
（
名
簿
が
定
員
以
下
の
場
合
）
 
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
 
（
七
粂
）
。
議
席
取
分
に
は
ド
ン
ト
方
式
を
採
用
し
て
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（
3
0
）
 
 

い
る
 
（
一
二
条
）
。
 
 
 

こ
の
時
点
で
ニ
ッ
テ
ィ
政
府
が
比
例
代
表
制
を
導
入
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
評
価
が
分
か
れ
て
い
る
。
カ
ン
デ
ロ
 
 

（
3
1
）
 
 

－
ロ
に
よ
れ
ば
「
イ
タ
リ
ア
に
お
い
て
真
の
民
主
的
シ
ス
テ
ム
実
現
に
向
け
て
の
市
要
な
前
進
」
と
評
価
き
れ
る
が
、
リ
ソ
ル
ジ
メ
ン
ト
 
 

（
3
2
）
 
 

以
来
の
自
由
派
に
と
っ
て
は
「
政
治
的
誤
謬
」
で
あ
り
、
「
議
会
制
に
と
っ
て
の
悲
劇
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
小
選
挙
区
を
権
力
の
基
 
 

盤
と
し
て
き
た
自
由
派
の
議
席
の
減
少
が
確
実
に
予
想
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
事
実
そ
の
迫
り
に
な
っ
た
。
こ
の
新
選
挙
法
に
基
づ
く
総
 
 

選
挙
は
同
年
一
一
月
一
六
日
に
行
わ
れ
た
が
、
社
会
党
は
三
二
・
四
％
の
得
票
率
で
一
五
K
名
の
当
選
者
を
出
し
、
人
民
党
は
二
〇
・
六
 
 

％
で
一
〇
〇
名
の
当
選
と
い
う
具
合
に
組
織
政
党
が
躍
進
し
、
そ
れ
に
対
し
自
由
派
お
よ
び
民
主
派
は
前
回
の
三
一
〇
議
席
か
ら
一
七
九
 
 

議
席
へ
と
激
減
し
、
リ
ソ
ル
ジ
メ
ン
ト
以
来
初
め
て
議
会
の
過
半
数
を
判
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
因
み
に
フ
ァ
シ
ス
ト
は
ミ
フ
ノ
 
 

（
3
3
）
 
 

で
約
二
七
ガ
票
中
性
か
四
六
七
五
票
と
い
う
具
合
に
惨
敗
を
喫
し
た
。
 
 

（
3
4
）
 
 
 

か
く
し
て
数
字
上
は
社
会
党
と
人
民
党
で
議
会
の
過
半
数
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
が
、
最
大
限
綱
領
派
に
指
導
さ
れ
た
社
会
党
が
人
民
 
 

党
と
協
力
す
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
ま
た
自
由
派
と
の
連
立
も
不
可
能
で
あ
っ
た
の
で
、
ニ
ッ
テ
ィ
内
閣
は
人
民
党
の
支
持
の
下
で
存
 
 

続
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
人
民
党
が
議
会
内
の
キ
ャ
ス
テ
ィ
ン
グ
・
ヴ
オ
ー
ト
を
握
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
事
実
、
第
二
次
ニ
ッ
 
 

テ
ィ
内
閣
は
一
九
二
〇
年
三
月
三
〇
日
に
人
民
党
の
お
か
げ
で
議
会
の
信
任
を
得
て
い
る
し
、
そ
し
て
そ
れ
か
ら
二
カ
月
も
た
た
な
い
五
 
 

月
一
一
日
に
は
人
民
党
の
た
め
に
不
信
任
さ
れ
辞
職
を
余
儀
な
く
き
れ
て
い
る
。
そ
し
て
今
度
は
人
民
党
の
入
閣
し
た
舞
三
次
ニ
ッ
テ
ィ
 
 

内
閣
が
成
立
す
る
が
、
こ
の
内
閣
も
ロ
ー
マ
で
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
学
生
と
近
衛
兵
と
の
衝
突
と
い
う
事
件
を
背
景
に
、
直
接
に
は
パ
ン
 
 

価
格
の
値
上
げ
の
緊
急
勅
令
の
公
布
に
伴
う
暴
動
に
よ
り
辞
職
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
自
由
主
義
国
家
の
救
世
主
と
し
て
老
ジ
 
 

（
3
5
）
 
 

ヨ
リ
ッ
テ
ィ
が
彼
に
と
っ
て
は
最
後
と
な
る
内
閣
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
 
 
 

議
会
制
の
再
生
を
目
指
し
た
こ
の
第
五
次
ジ
ョ
リ
ッ
テ
ィ
内
閲
時
代
は
、
し
か
し
皮
肉
に
も
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
歴
史
に
お
い
て
は
前
年
 
 

の
総
選
挙
で
惨
敗
し
た
フ
ァ
シ
ス
ト
が
合
法
、
非
合
法
の
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
用
い
て
の
勢
力
拡
張
に
奔
走
し
た
時
期
に
当
た
る
。
ま
ず
一
 
 

七
三
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七
四
 
 
 

九
二
〇
年
一
一
月
の
地
方
選
挙
接
フ
ァ
シ
ス
ト
は
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
市
庁
舎
攻
撃
を
行
い
、
い
わ
ゆ
る
「
農
村
フ
ァ
シ
ズ
ム
」
の
興
隆
を
告
げ
 
 

る
と
と
も
に
、
一
九
二
一
年
五
月
一
五
日
の
総
選
挙
に
お
い
て
は
ジ
ョ
リ
ッ
テ
ィ
の
「
国
民
ブ
ロ
ッ
ク
名
籍
」
に
参
加
す
る
こ
と
に
よ
り
 
 

五
五
名
の
フ
ァ
シ
ス
ト
を
議
会
に
送
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
当
初
、
運
働
と
し
て
存
在
し
て
い
た
フ
ァ
シ
ズ
ム
は
一
九
 
 

二
一
年
一
一
月
七
～
一
一
日
の
ロ
ー
マ
人
会
で
「
全
国
フ
ァ
シ
ス
タ
党
」
に
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
 
 

（
3
6
）
 
 
 

そ
こ
で
の
綱
領
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
的
色
彩
が
濃
く
反
映
き
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
ま
ず
、
「
民
族
は
生
存
す
る
個
々
人
の
単
な
る
 
 

総
和
で
も
、
諸
政
党
が
自
己
の
目
的
の
た
め
に
役
立
て
る
手
段
で
も
な
く
、
尽
き
る
こ
と
の
な
い
世
代
－
各
人
は
そ
の
構
成
要
素
で
あ
る
 
 

ー
を
包
摂
す
る
有
機
体
で
あ
り
、
揮
族
の
有
形
・
無
形
の
全
て
の
価
値
を
統
合
し
た
も
の
で
あ
る
」
と
さ
れ
、
「
国
家
は
こ
の
民
族
の
法
 
 

的
体
現
で
あ
ろ
。
政
治
諸
制
度
は
、
そ
こ
に
民
族
的
価
値
が
表
明
さ
れ
、
保
護
さ
れ
て
い
る
場
合
に
有
効
な
形
態
と
な
る
」
と
さ
れ
た
。
 
 

こ
の
「
国
家
の
基
本
的
権
能
は
政
治
的
お
よ
び
法
的
秩
序
に
関
す
る
も
の
に
縮
減
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
の
が
こ
こ
で
の
国
 
 

家
観
で
あ
る
。
消
極
国
家
観
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
そ
し
て
国
家
内
に
お
け
る
職
能
・
経
済
協
同
体
に
全
同
職
筒
評
議
会
へ
の
選
挙
権
を
 
 

賦
与
す
べ
き
と
し
て
い
る
。
そ
れ
故
帽
会
の
権
限
と
権
能
は
制
限
き
れ
ぎ
る
を
え
な
い
。
閉
会
の
権
限
は
、
同
家
の
市
民
と
し
て
の
個
人
 
 

と
最
高
の
民
族
利
益
を
実
現
し
保
護
す
る
国
家
に
関
わ
る
問
題
に
存
し
、
埴
産
者
と
し
て
の
資
格
に
お
け
る
個
人
の
種
々
の
活
動
に
関
す
 
 

る
閑
適
は
全
国
職
能
評
議
会
の
権
限
と
さ
れ
た
。
 
 
 

こ
の
綱
領
に
お
い
て
初
め
て
協
同
体
と
い
う
用
語
が
登
場
す
る
。
協
同
体
は
、
国
民
連
椙
の
表
現
と
庄
産
の
推
進
手
段
と
い
う
二
つ
の
 
 

基
本
目
標
に
従
っ
て
促
進
き
れ
る
。
 
 
 

内
政
に
お
い
て
は
、
政
治
に
お
け
る
倫
理
を
確
立
し
、
国
家
の
威
信
を
回
復
す
る
こ
と
が
謳
わ
れ
、
そ
れ
に
対
し
て
市
民
の
自
由
は
、
 
 

他
の
法
人
格
の
有
す
る
自
由
お
よ
び
生
存
し
発
展
す
る
国
民
の
主
権
的
権
利
と
い
う
二
つ
の
も
の
に
よ
り
制
限
き
れ
る
と
す
る
。
 
 
 

外
交
政
策
に
お
い
て
は
国
際
連
盟
へ
の
不
信
が
端
的
に
表
明
さ
れ
、
イ
タ
リ
ア
の
悶
益
追
求
が
優
先
さ
れ
る
。
 
 
 

経
済
政
策
に
お
い
て
は
、
企
業
体
、
組
合
等
へ
の
国
庫
助
成
金
の
廃
止
を
主
張
し
、
電
話
・
鉄
道
の
民
営
化
、
郵
便
・
電
信
の
国
家
独
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占
の
廃
止
を
掲
げ
て
い
る
よ
う
に
自
由
主
義
の
色
彩
が
濃
い
。
 
 
 

そ
れ
に
対
し
て
教
育
政
策
に
お
い
て
は
国
家
統
制
を
強
く
要
求
し
て
い
る
。
例
え
ば
初
等
教
育
に
厳
格
な
国
民
的
性
格
を
脹
与
し
、
カ
 
 

リ
キ
ュ
ラ
ム
、
教
師
の
選
任
・
活
動
に
対
し
て
は
厳
格
な
国
家
に
よ
る
監
督
が
必
要
と
し
て
い
る
。
総
じ
て
一
九
一
九
年
の
綱
領
に
比
し
 
 

て
右
よ
り
に
支
点
を
移
行
せ
し
め
た
と
評
価
で
き
よ
う
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
政
治
面
に
お
い
て
は
国
家
主
義
、
経
済
面
に
お
い
て
は
自
由
主
義
と
い
う
、
幾
分
雑
然
と
し
た
、
そ
し
て
工
業
家
の
支
持
 
 

を
狙
う
と
い
う
点
で
は
明
確
な
意
図
を
も
っ
た
綱
領
を
掲
げ
た
フ
ァ
シ
ズ
ム
は
、
反
議
会
主
義
的
兵
力
運
動
、
そ
れ
に
対
す
る
国
家
の
事
 
 

実
上
の
容
認
に
助
け
ら
れ
て
次
第
に
勢
力
を
拡
大
し
、
遂
に
一
九
二
二
年
一
〇
月
二
八
日
の
い
わ
ゆ
る
「
ロ
ー
マ
進
軍
」
と
い
う
ク
ー
デ
 
 

（
3
7
）
 
 

タ
1
に
よ
り
政
権
を
掌
挺
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
極
め
て
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
過
程
は
、
一
方
で
は
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
が
政
権
を
掌
接
 
 

し
な
け
れ
ば
国
家
の
中
の
国
家
と
な
っ
た
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
兵
力
行
為
を
免
責
し
ぇ
な
く
な
っ
て
い
た
と
い
う
事
情
、
他
方
で
は
ブ
ル
ジ
ョ
 
 

ア
ジ
ー
、
官
僚
、
軍
部
、
宮
廷
そ
し
て
フ
リ
ー
メ
ー
ソ
ン
内
に
お
い
て
も
親
フ
ァ
シ
ス
ト
分
子
が
増
大
し
、
瀕
死
の
状
態
に
あ
る
イ
タ
リ
 
 

ア
白
山
至
誠
国
家
を
社
会
主
義
・
労
働
運
動
の
勢
力
か
ら
擁
護
す
る
た
め
に
は
強
力
な
政
権
が
必
要
と
の
判
断
が
そ
の
中
で
主
流
を
占
め
 
 

る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
事
情
に
よ
っ
て
成
立
し
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
そ
し
て
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
特
有
の
政
治
感
冤
が
こ
の
「
千
載
一
 
 

（
謂
）
 
 

遇
の
チ
ャ
ン
ス
」
を
自
ら
の
も
の
と
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
の
で
あ
っ
た
。
あ
の
一
九
一
五
年
五
月
の
参
戦
運
動
に
と
っ
て
の
「
輝
け
 
 

る
日
々
」
を
今
度
は
自
ら
が
主
人
公
と
な
っ
て
、
よ
り
拡
大
し
た
形
で
再
現
せ
し
め
た
の
で
あ
り
、
実
質
的
に
は
ク
ー
デ
タ
ー
、
形
式
的
 
 

に
は
あ
く
ま
で
も
憲
法
に
則
っ
て
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
は
政
権
に
つ
い
た
。
 
 

（
1
）
第
一
次
大
戦
に
関
す
る
文
献
は
膨
大
で
あ
る
が
、
と
り
あ
え
ず
参
照
、
岩
波
講
座
『
世
界
歴
史
2
4
現
代
1
』
 
（
山
石
渡
書
店
、
一
九
七
四
年
）
。
戦
 
 
 

間
拙
に
つ
い
て
は
、
斉
藤
孝
『
戦
間
朗
国
際
政
治
史
』
（
岩
波
全
書
、
一
九
八
一
年
）
。
又
参
瑠
、
G
i
O
r
g
i
O
 
C
a
n
d
e
－
O
r
O
－
S
t
O
r
i
a
 
d
e
〓
ゴ
a
－
i
a
 
m
9
 
 
 

d
e
r
呂
．
言
－
．
一
ぎ
p
r
i
m
a
 
e
d
i
ヨ
．
〇
n
e
 
n
2
〓
↓
 
占
n
i
諾
r
S
a
－
e
 
E
c
O
n
O
m
i
c
a
㍉
 
F
e
－
t
r
i
n
e
≡
、
】
悪
事
p
p
．
ゆ
－
】
P
 
 

（
2
）
 
C
a
已
e
－
O
r
〇
．
〇
p
．
C
i
t
．
－
p
p
．
－
∽
－
－
↓
．
 
 

七
五
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は
一
九
一
二
年
一
二
月
五
口
の
条
文
（
C
O
n
S
O
－
i
d
a
t
2
d
 
T
r
2
a
t
y
 
S
2
r
i
2
S
－
芝
N
）
p
p
◆
∽
－
－
－
∽
N
e
を
参
照
し
た
。
 
 

（
7
）
C
a
n
d
e
－
O
r
O
〉
O
p
．
n
i
t
．
－
p
p
．
∽
N
－
∽
∽
．
 
 

（
8
）
C
a
n
d
e
－
O
r
O
〉
O
p
．
n
i
t
こ
p
p
．
∽
∽
－
ミ
◆
 
 

（
9
）
 
こ
の
間
の
事
情
に
つ
い
て
は
参
照
、
R
2
n
Z
O
 
D
2
 
F
2
〓
c
2
〉
M
u
s
s
O
－
i
n
i
 
i
－
r
i
く
○
－
亡
N
i
O
n
a
r
i
O
〉
E
i
n
a
亡
d
i
－
－
宗
㌣
p
p
・
N
N
－
弓
N
芦
 
 

（
1
0
）
C
a
n
d
e
冒
○
－
O
p
．
C
i
t
．
－
p
．
芦
 
又
参
照
、
豊
下
檜
彦
「
イ
タ
リ
ア
の
参
戦
決
定
過
群
を
め
ぐ
る
一
考
察
1
第
一
次
世
界
大
戦
に
際
し
て
」
 
 
 

（
『
法
や
論
叢
』
九
〇
巻
一
二
一
・
三
号
、
一
九
七
一
年
）
、
同
便
孝
「
パ
リ
平
和
会
議
に
お
け
る
イ
タ
リ
ア
の
要
求
と
米
国
I
イ
タ
リ
ア
・
イ
レ
 
 
 

デ
ン
タ
と
ウ
ィ
ル
ソ
ン
ー
（
一
）
、
（
二
）
」
 
（
『
法
と
政
治
』
 
l
六
巻
四
号
、
一
九
六
丑
年
、
一
八
巻
三
号
、
一
九
六
七
年
）
。
 
 

（
1
1
）
こ
こ
で
は
、
L
u
i
g
i
 
A
冒
e
r
t
i
阜
く
e
邑
a
n
n
i
 
d
仙
く
i
t
a
 
p
。
≡
i
c
a
｝
p
a
r
t
e
 
ヲ
く
。
L
 
I
，
p
p
・
笥
N
l
∽
ヨ
 
に
所
収
の
条
文
を
参
照
に
し
た
。
 
 

（
1
2
）
こ
の
五
千
万
ポ
ン
ド
と
い
う
祇
に
つ
い
て
は
、
戦
後
（
一
九
山
九
祥
一
〇
月
山
二
日
）
 
ジ
ョ
リ
ッ
チ
ィ
は
、
い
わ
ゆ
る
ド
ロ
ネ
一
口
の
埴
説
に
お
 
 
 

い
て
、
実
際
の
戦
争
に
お
い
て
は
一
カ
月
で
他
用
す
る
斬
よ
り
低
く
、
又
用
船
あ
る
い
は
石
炭
・
穀
物
・
鉄
そ
の
他
の
資
源
に
関
す
る
取
極
が
欠
け
 
 
 

て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
の
こ
と
は
サ
ラ
ン
ド
ラ
政
府
が
戦
争
ほ
短
期
に
終
わ
る
も
の
と
見
撤
し
て
い
た
こ
と
の
例
証
と
し
て
い
る
。
参
照
、
 
 
 

G
．
G
i
0
1
i
t
t
i
－
D
i
s
n
O
r
S
i
 
e
竃
a
ユ
a
m
e
n
t
a
r
i
、
E
i
n
a
已
i
．
－
諾
N
、
p
．
N
漂
．
 
 

（
1
3
）
こ
れ
は
イ
々
1
リ
ア
と
ヴ
ァ
テ
イ
カ
ン
と
の
関
係
に
外
周
が
介
入
す
る
の
を
排
除
す
る
こ
と
を
狙
っ
た
も
の
で
あ
る
。
 
 

（
1
4
）
C
a
n
d
2
－
O
r
O
）
O
p
．
C
i
t
・
，
p
・
S
・
 
 

（
1
5
）
C
a
n
d
e
－
O
r
O
】
 
O
p
．
C
i
t
．
Y
 
p
．
－
宗
．
 
 

（
1
6
）
以
上
に
つ
い
て
は
参
贈
、
C
a
n
d
e
－
O
r
O
〉
O
p
●
C
i
t
－
－
p
p
■
－
志
1
－
－
－
，
 
 

（
1
7
）
C
a
n
d
e
－
。
r
。
」
O
p
．
C
i
t
●
，
p
・
－
】
N
・
 
 

（
1
8
）
L
e
g
g
e
 
N
N
 
m
a
g
g
i
O
－
空
中
n
．
の
ご
こ
n
 
P
r
O
ノ
1
完
d
i
m
e
n
t
i
－
e
g
i
s
－
a
t
i
き
一
望
か
p
・
当
・
 
 

（
1
9
）
全
権
委
任
法
に
つ
い
て
は
参
照
、
C
a
ユ
O
 
G
h
i
s
a
－
b
2
r
t
i
－
S
t
O
r
i
a
 
c
O
S
t
i
t
亡
2
i
O
n
a
－
e
 
d
ゴ
a
－
i
a
－
芝
0
0
＼
－
芝
0
0
ー
＜
○
－
・
肖
，
L
a
t
e
r
z
a
）
忘
ヨ
ー
p
p
・
 
 
 

∽
N
N
－
∽
N
㌍
 
 

（
2
0
）
C
a
ロ
d
e
－
O
r
O
，
O
p
●
C
i
t
こ
p
・
H
A
－
 
 
 

七
六
 
 
 

（
3
）
D
i
r
e
t
t
i
く
e
 
d
e
－
－
一
a
N
i
O
完
ロ
a
Z
i
昌
a
－
i
s
t
a
．
i
コ
A
－
f
r
e
d
 
R
O
C
C
〇
．
L
．
O
r
a
 
d
e
－
n
a
2
i
O
忌
日
s
m
O
－
R
O
m
a
〉
－
巴
や
 
ロ
ッ
コ
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
 
 
 

論
に
つ
い
て
は
更
に
参
照
、
A
－
f
r
e
d
 
R
O
n
C
O
－
C
h
2
 
C
O
S
a
ニ
ー
コ
a
Z
i
O
己
H
s
m
O
 
e
 
C
訂
c
O
S
a
 
言
g
－
i
ロ
コ
O
 
i
 
記
N
i
O
コ
a
－
i
s
t
i
】
 
P
a
d
O
孟
，
】
誓
〓
・
 
 

6 5 4  

エ
ン
リ
ー
コ
・
コ
ッ
ラ
デ
ィ
ー
ニ
に
特
有
で
あ
る
。
参
旧
、
E
n
r
i
c
O
 
C
O
r
r
a
d
i
阜
S
c
r
i
t
t
i
 
e
 
d
i
s
c
O
r
S
i
－
害
－
1
－
讐
盲
】
 
E
i
n
a
已
i
こ
諾
P
 
 

C
a
n
d
e
－
O
r
O
〉
 
O
p
．
C
i
t
．
〉
 
p
p
．
N
｛
－
岩
．
 
 

一
八
八
二
年
五
月
二
〇
日
に
締
結
き
れ
た
同
盟
条
約
は
、
そ
の
後
一
八
八
七
年
、
一
八
九
一
年
、
一
九
〇
二
年
に
更
新
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
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（
2
1
）
以
上
の
経
過
に
つ
い
て
は
参
閤
、
C
a
n
d
e
【
O
r
O
）
O
p
．
C
i
t
．
－
p
p
．
ご
0
0
ー
N
N
－
．
 
 

（
2
2
）
以
上
に
つ
い
て
は
参
照
、
C
a
n
d
e
－
O
r
O
〉
O
p
．
C
i
t
こ
p
p
．
N
N
N
－
N
血
戸
 
第
一
次
世
界
大
戦
の
諸
結
共
に
つ
い
て
は
、
斉
藤
孝
、
前
掲
書
八
頁
以
下
 
 
 

参
照
。
 
 

（
2
3
）
周
知
の
如
く
一
九
一
八
年
一
月
八
口
の
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
一
四
力
条
の
第
．
は
秘
密
外
交
の
廃
止
を
、
そ
し
て
第
九
は
端
的
に
イ
タ
リ
ア
の
国
境
に
 
 
 

関
し
て
民
族
分
布
に
基
づ
く
べ
き
こ
と
を
要
求
し
て
い
た
。
 
 

（
2
4
）
 
C
a
ロ
d
e
【
O
r
O
－
O
p
．
C
こ
．
、
p
p
．
N
誌
】
N
∽
㌣
 
 

（
2
5
）
 
C
a
n
d
e
－
O
r
∫
▼
 
O
p
．
C
i
t
．
－
p
p
．
N
∽
可
－
N
ひ
甲
 
 

（
2
6
）
R
i
c
n
i
O
t
t
i
 
L
a
z
N
e
r
O
｝
 
コ
 
勺
a
r
t
i
t
0
2
a
2
i
昌
a
－
2
 
F
a
s
c
i
s
t
a
｝
R
i
z
N
O
H
）
－
冨
㍗
p
．
N
㌣
 
 

（
2
7
）
D
e
 
F
2
－
i
c
e
－
O
p
．
C
i
t
．
－
p
p
．
岩
の
ー
∽
】
－
2
p
p
．
り
N
ひ
1
諾
ソ
 
 

（
2
8
）
D
e
 
F
e
－
i
c
e
】
 
O
p
．
C
i
t
こ
 
p
p
．
∽
－
山
－
u
－
A
 
e
 
p
p
．
冠
N
－
冠
ひ
‥
C
a
n
d
2
－
O
r
〇
．
O
p
．
C
i
｛
．
｝
p
p
．
N
ヨ
ー
N
可
甲
 
 

（
2
9
）
M
O
d
i
f
i
c
a
～
i
O
n
i
 
a
〓
a
－
2
g
g
2
 
e
－
2
t
t
O
r
a
－
2
p
O
≡
i
c
a
（
「
2
g
g
2
－
∽
a
g
O
S
t
O
－
芝
P
ロ
．
－
会
こ
－
i
ロ
 
】
＃
O
V
く
e
d
i
m
e
n
t
i
－
e
g
i
s
－
a
t
i
き
一
望
少
 
 
 

p
p
．
宍
道
－
這
】
－
．
 
 

（
3
0
）
 
こ
の
比
例
代
表
選
挙
法
に
つ
い
て
は
更
に
参
照
、
G
E
s
a
－
b
e
r
t
i
－
O
p
．
C
i
t
．
－
p
．
u
い
い
■
 
 

（
3
1
）
C
a
n
d
2
－
O
r
O
，
e
p
．
C
i
t
こ
 
p
■
 
u
≡
■
 
 

（
3
2
）
G
h
i
s
a
－
b
e
r
t
i
｝
 
O
p
一
C
i
t
．
｝
 
p
．
∽
宏
一
 
 

（
3
3
）
C
a
n
d
e
－
。
r
。
、
。
p
．
C
i
t
．
－
p
．
望
－
“
D
e
 
才
－
i
c
e
－
O
p
．
C
i
t
．
－
p
．
彗
N
．
 
 

（
3
4
）
当
時
の
代
議
院
の
総
定
数
は
五
〇
八
人
で
あ
っ
た
。
 
 

（
3
5
）
C
a
n
d
e
【
。
r
。
｝
。
p
．
C
i
t
．
，
p
p
．
ピ
中
一
ピ
ー
 
又
こ
の
節
五
次
ジ
ョ
リ
ッ
テ
ィ
内
閣
に
つ
い
て
は
参
照
、
罵
場
康
雄
「
イ
タ
リ
ア
議
会
政
治
の
危
機
 
 
 

と
フ
ァ
シ
ズ
ム
ー
第
五
次
ジ
ョ
リ
ッ
テ
ィ
内
閣
を
中
心
に
I
」
 
（
東
大
社
研
鮎
『
フ
ァ
シ
ズ
ム
期
の
同
家
と
社
会
7
 
運
動
と
抵
抗
 
巾
』
、
一
九
 
 
 

七
九
年
、
所
収
）
。
 
 

（
3
6
）
D
2
 
F
e
－
i
c
2
．
M
u
s
s
。
－
i
n
i
ご
f
a
s
c
i
s
t
a
 
I
．
L
a
 
c
O
ロ
q
亡
i
s
t
a
 
d
e
－
p
O
t
e
r
e
－
E
i
n
a
u
d
i
．
－
望
㌫
－
p
p
．
－
∞
N
－
－
苫
e
讃
？
⊥
莞
∴
 
C
a
コ
d
e
－
O
r
O
－
 
 
 

O
p
．
C
i
t
．
－
p
p
．
∽
3
～
山
讐
．
 
 

（
3
7
）
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
の
政
権
掌
握
過
程
の
詳
細
に
つ
い
て
は
参
照
、
D
e
 
『
e
－
i
c
e
一
〇
p
．
C
i
t
．
－
p
p
．
N
琵
－
山
0
0
リ
．
興
味
深
い
の
は
イ
タ
リ
ア
の
フ
リ
 
 
 

ー
メ
ー
ソ
ン
の
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
の
権
力
掌
握
へ
の
支
持
で
あ
る
。
と
り
わ
け
ジ
ェ
シ
ュ
広
場
派
の
ゲ
ラ
ン
・
マ
エ
ス
ト
ロ
の
ラ
ウ
ル
・
バ
レ
ル
ミ
は
 
 
 

「
ロ
ー
マ
進
軍
」
後
、
イ
タ
リ
ア
に
成
立
し
た
新
し
い
政
権
の
「
真
の
」
性
格
に
つ
い
て
説
明
す
る
た
め
に
ア
メ
リ
カ
に
渡
る
こ
と
に
な
る
 
（
宮
 
 
 

F
e
－
i
c
e
－
O
p
．
C
i
t
．
－
p
．
山
∽
N
）
。
 
 

七
七
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一
九
ニ
ー
年
一
〇
月
三
〇
臼
に
成
立
し
た
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
内
閣
は
、
フ
ァ
シ
ス
ト
五
名
、
刹
フ
ァ
シ
ス
ト
三
名
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
一
 
 

（
1
）
 
 

名
、
人
民
党
二
名
、
社
会
民
主
派
二
名
、
自
由
主
義
右
派
一
名
、
白
柏
民
主
派
l
名
か
ら
な
る
連
立
と
い
う
形
式
を
と
っ
て
い
た
。
そ
し
 
 

（
2
）
 
 

て
一
一
月
一
六
口
に
は
代
議
院
に
政
府
綱
領
を
捉
元
し
、
翌
一
七
日
に
三
〇
六
対
一
一
六
対
七
で
H
任
さ
れ
る
。
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
は
外
見
 
 

上
は
従
来
の
慣
行
に
従
っ
た
訳
で
あ
ろ
が
、
「
こ
の
陰
気
で
世
情
に
疎
い
議
場
を
部
隊
の
兵
営
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
。
国
会
に
門
 
 

を
掛
け
、
フ
ァ
シ
ス
ト
の
み
の
政
府
を
樹
立
す
る
こ
と
も
で
き
た
の
だ
。
で
き
た
の
だ
が
、
少
な
く
と
も
現
時
点
で
は
、
思
い
留
ま
っ
た
 
 

〔
3
〕
 
 

に
す
ぎ
な
い
」
と
議
会
を
脅
迫
し
て
の
、
そ
し
て
言
う
ま
で
も
な
く
「
ロ
ー
マ
進
軍
」
と
い
う
力
の
行
偵
を
背
景
に
し
て
の
、
信
任
獲
得
 
 

で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
議
会
制
は
形
の
上
だ
け
で
存
続
し
ぇ
た
に
過
ぎ
な
い
。
 
 

（
4
）
 
 
 

ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
内
閣
の
最
初
の
仕
事
は
税
制
・
行
政
改
革
の
た
め
の
「
全
権
委
任
法
」
を
議
会
に
承
認
さ
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
こ
の
 
 

法
律
の
第
一
条
に
よ
り
、
「
税
を
簡
素
化
し
、
税
負
担
の
配
分
の
改
善
と
予
算
の
必
要
に
適
合
せ
し
め
る
た
め
に
税
制
を
改
革
し
、
又
国
 
 

家
機
能
を
縮
減
し
、
公
職
お
よ
び
機
関
を
再
編
し
、
m
務
能
率
を
向
上
せ
し
め
支
出
を
削
減
す
る
た
め
に
、
国
王
政
肘
は
一
九
二
三
年
一
 
 

二
月
三
一
日
迄
、
法
律
の
効
力
を
有
す
る
規
定
を
公
布
す
る
権
能
を
有
す
る
」
と
さ
れ
た
。
 
 

（
5
）
 
 
 

こ
の
委
任
法
に
基
づ
き
、
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
内
閣
は
、
ま
ず
国
庫
省
を
廃
止
し
、
そ
の
権
限
を
財
務
省
に
委
譲
し
た
。
次
に
解
放
領
土
省
 
 
 

七
八
 
 
 

（
3
8
）
 
こ
の
表
現
は
パ
レ
ー
ト
が
友
人
に
宛
て
た
手
紙
の
巾
で
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
へ
の
伝
言
と
し
て
述
べ
た
と
い
う
《
D
i
t
e
 
a
 
M
u
s
s
O
ご
已
0
0
r
a
 
O
 
m
a
i
 
 
 

p
i
少
》
 
（
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
に
伝
え
て
く
れ
、
今
か
き
も
な
け
れ
ば
二
度
と
廻
っ
て
こ
な
い
と
）
 
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
（
D
e
 
訂
－
i
c
e
こ
p
・
C
i
t
・
，
p
・
 
 
 

い
宗
）
。
 
 二

 
政
権
掌
握
時
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
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（
6
）
 
 

が
、
そ
の
任
務
を
終
了
し
た
と
の
理
由
に
よ
り
廃
止
さ
れ
た
。
労
働
・
社
会
保
険
省
も
廃
止
き
れ
、
そ
の
柿
限
は
、
内
閣
総
理
大
臣
と
商
 
 

（
7
）
 
 

エ
省
大
臣
及
び
財
務
省
大
臣
と
の
協
議
の
上
で
、
各
省
に
配
分
帰
属
せ
し
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
次
い
で
農
業
省
と
踊
工
・
労
働
省
 
 

（
8
）
 
 

が
併
合
さ
れ
、
単
一
の
国
民
経
済
省
が
設
立
さ
れ
た
。
最
後
に
通
信
省
が
設
置
き
れ
、
郵
政
省
と
商
船
特
別
委
員
会
及
び
国
有
鉄
道
管
理
 
 

（
9
）
 
 

特
別
委
員
会
の
権
限
が
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
大
幅
な
中
央
省
庁
の
廃
止
・
併
合
の
み
で
な
く
、
各
省
庁
内
に
お
け
 
 

る
機
構
改
革
も
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
行
わ
れ
、
例
え
ば
公
教
育
省
に
お
い
て
は
八
部
届
と
五
〇
名
の
視
学
宵
を
含
む
一
総
局
が
廃
止
さ
れ
、
 
 

司
法
省
で
は
四
部
局
を
含
む
一
総
局
の
廃
止
と
と
も
に
、
控
訴
院
八
、
地
裁
弄
七
、
法
務
官
五
七
三
が
廃
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
 
 

（
1
0
）
 
 

姐
冊
円
 
 
 

か
く
し
て
一
九
二
四
年
四
月
三
〇
日
ま
で
に
六
五
、
二
七
四
名
の
公
務
員
が
整
理
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
行
政
改
革
は
ム
ッ
ソ
リ
ー
 
 

（
1
2
）
 
 

ニ
内
閣
以
前
か
ら
の
課
題
で
あ
っ
た
が
、
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
は
全
権
委
任
法
を
挺
に
、
議
会
の
関
与
な
し
に
、
極
め
て
権
威
主
義
的
な
形
で
 
 

積
年
の
課
題
を
断
行
し
た
訳
で
あ
る
。
そ
れ
は
又
先
に
触
れ
た
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
綱
領
に
も
沿
う
も
の
で
あ
っ
た
が
、
行
政
官
僚
の
統
制
権
 
 

を
フ
7
シ
ズ
ム
が
掌
握
す
る
こ
と
に
も
な
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
 
 
 

ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
の
改
革
は
行
改
段
階
に
留
ま
っ
て
は
い
な
か
っ
た
。
そ
の
他
、
党
関
係
で
は
大
評
議
会
の
発
足
に
触
れ
て
お
く
必
要
が
 
 

あ
ろ
う
。
こ
の
大
評
議
会
は
一
九
二
二
年
一
二
月
一
五
日
に
、
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
が
フ
ァ
シ
ス
ト
幹
部
を
拍
窪
し
て
国
防
義
勇
軍
の
創
設
と
 
 

選
挙
法
の
改
正
を
協
議
し
た
暗
か
ら
始
ま
り
、
正
式
に
は
一
九
二
三
年
1
月
一
二
日
の
会
議
か
ら
体
制
の
貢
要
問
題
を
審
議
す
る
た
め
に
 
 

（
1
3
）
 
 

開
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
法
制
化
は
後
に
述
べ
る
如
く
一
九
二
八
年
に
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
が
フ
ァ
シ
ス
ト
突
撃
隊
を
自
己
の
蹄
制
化
に
お
き
、
権
力
獲
得
前
に
み
ら
れ
た
違
法
な
突
撃
隊
運
動
を
「
合
法
化
」
し
、
 
 

他
方
で
は
自
己
の
親
衛
隊
と
し
て
活
用
し
、
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
運
動
は
も
ち
ろ
ん
フ
ァ
シ
ズ
ム
内
の
反
対
派
の
牽
制
の
た
め
に
突
撃
隊
を
 
 

「
国
防
義
勇
軍
」
に
組
み
込
ん
だ
の
は
、
こ
の
大
評
議
会
の
な
し
た
最
初
の
仕
事
で
あ
っ
た
。
 
 

（
1
4
）
 
 
 

国
防
義
勇
軍
創
設
に
関
す
る
一
九
二
三
年
一
月
一
四
日
勅
令
第
三
一
号
に
よ
る
と
、
「
国
防
義
勇
軍
は
神
と
祖
国
イ
タ
リ
ア
に
奉
仕
し
、
 
 

七
九
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八
〇
 
 
 

政
船
首
席
の
命
令
に
服
す
る
」
も
の
と
さ
れ
、
そ
の
任
務
は
「
公
安
警
備
隊
と
国
軍
と
協
力
し
て
国
内
秩
序
を
維
持
し
、
世
界
に
お
け
る
 
 

イ
タ
リ
ア
の
利
益
の
擁
護
の
た
め
に
市
民
を
訓
練
し
、
組
織
化
す
る
」
こ
と
に
あ
る
と
さ
れ
た
 
（
二
条
）
。
志
願
者
は
「
フ
ァ
シ
ス
ト
軍
 
 
 

（
す
な
わ
ち
突
撃
隊
）
 
に
所
属
し
て
い
た
も
の
と
さ
れ
 
（
三
条
）
 
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
 
 
 

更
に
、
選
挙
法
の
改
正
も
行
わ
れ
た
。
先
に
も
指
摘
し
た
よ
う
に
選
挙
制
魔
の
改
革
も
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
綱
領
に
当
初
か
ら
謳
わ
れ
て
い
 
 

た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
議
会
制
を
職
能
代
表
的
な
も
の
に
す
る
意
図
が
濃
厚
で
あ
っ
た
。
し
か
し
改
樺
掌
握
後
の
こ
の
時
点
に
お
 
 

い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
改
革
は
先
送
り
せ
ざ
る
を
え
ず
、
と
り
あ
え
ず
既
存
の
議
会
内
に
如
何
に
多
く
の
フ
ァ
シ
ス
ト
を
 
 

選
出
き
せ
る
か
が
課
題
と
な
る
。
又
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
は
選
挙
法
改
正
を
勅
令
で
行
う
と
の
意
図
を
有
し
て
い
た
が
、
こ
れ
も
や
は
り
こ
の
 
 

（
1
5
）
 
 

時
点
で
は
国
干
の
反
対
に
あ
い
、
法
律
改
正
の
道
を
と
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
 
 

一
九
二
三
年
三
月
一
七
日
の
大
評
議
会
に
お
い
て
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
は
選
挙
制
度
の
改
革
案
の
作
成
を
ビ
ア
ン
キ
等
の
七
名
の
幹
部
に
委
 
 

ね
、
四
月
二
六
日
の
大
評
議
会
に
お
い
て
次
の
よ
う
な
方
針
が
採
択
さ
れ
た
。
「
大
選
挙
区
に
よ
る
多
数
代
表
制
の
採
用
に
よ
り
 
（
選
挙
 
 

制
度
の
）
抜
本
的
な
改
革
を
行
う
こ
と
に
す
る
。
即
ち
、
R
版
多
得
票
を
占
め
た
名
将
を
全
員
当
選
と
し
、
残
余
の
議
躇
は
そ
の
他
の
名
博
 
 

聞
で
比
例
的
に
配
分
さ
れ
る
」
。
具
体
的
に
は
六
月
九
日
に
代
議
続
に
挺
出
さ
れ
た
ア
チ
エ
ル
ボ
作
成
の
法
案
に
よ
れ
ば
、
全
園
を
単
一
 
 

の
選
挙
区
と
し
、
最
多
相
賀
を
占
め
た
名
簿
が
会
議
牌
の
三
分
の
二
を
樺
持
し
、
残
り
の
三
分
の
一
は
そ
の
他
の
名
箔
間
で
比
例
代
表
の
 
 

（
1
6
）
 
 

原
則
に
よ
り
配
分
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
 
 
 

代
議
院
に
お
い
て
は
ジ
ョ
リ
ッ
テ
ィ
を
委
員
長
と
し
サ
ラ
ン
ド
ラ
、
オ
ル
ラ
ン
ド
、
ボ
ノ
ー
ミ
、
デ
・
ガ
ス
ペ
リ
、
ト
ゥ
ラ
ー
テ
ィ
等
 
 

の
旧
勢
力
を
代
表
す
る
人
々
を
表
出
と
す
る
特
別
委
員
会
を
設
置
し
て
法
案
を
検
討
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
委
員
会
は
法
案
を
受
動
的
 
 

に
受
け
入
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
例
と
し
て
ア
ッ
ク
ア
ロ
ー
ネ
は
次
の
サ
ラ
ン
ド
ラ
の
言
葉
を
伝
え
て
い
る
。
「
実
 
 

際
、
本
委
員
会
の
任
務
は
最
良
の
選
挙
制
度
を
研
究
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
国
内
治
安
と
国
家
財
政
の
復
興
皇
元
遂
す
る
た
め
 
 

の
活
力
と
時
間
を
有
す
る
政
府
の
安
定
と
安
全
を
確
保
す
る
と
い
う
現
下
の
政
局
の
最
大
の
要
請
を
満
足
せ
し
め
る
の
に
よ
り
適
切
で
あ
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（
1
7
）
 
 

る
と
政
府
が
み
な
し
た
手
法
と
し
て
我
々
に
提
案
さ
れ
た
法
案
を
検
討
す
る
こ
と
に
あ
る
」
。
 
 
 

委
員
会
は
一
〇
対
八
で
法
案
の
基
本
原
則
を
承
認
し
、
若
干
の
余
り
重
要
で
な
い
修
正
を
ほ
ど
こ
し
て
本
会
議
に
送
付
し
た
。
か
く
し
 
 

て
選
挙
法
改
正
法
実
は
、
七
月
ニ
ー
R
、
代
議
院
に
お
い
て
は
二
二
三
対
一
二
三
、
元
老
院
に
お
い
て
は
、
一
一
月
一
門
日
に
一
六
五
対
 
 

（
1
9
）
 
 

（
1
8
）
 
 

四
一
で
可
決
き
れ
、
一
九
二
三
年
一
一
月
一
八
日
法
律
第
二
四
四
四
育
と
し
て
公
布
さ
れ
た
。
こ
の
法
律
に
よ
り
代
議
院
の
選
挙
シ
ス
テ
 
 

ム
は
次
の
よ
う
に
な
っ
た
。
総
定
数
は
五
三
五
で
、
付
表
A
に
基
づ
き
そ
れ
が
一
六
の
選
挙
区
に
配
分
さ
れ
た
。
こ
の
一
六
の
選
挙
区
は
 
 

名
蒋
の
提
出
と
第
二
位
以
下
の
名
蒋
の
議
席
の
比
例
配
分
の
た
め
に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
、
総
議
席
の
三
分
の
二
を
獲
得
す
る
第
一
位
の
 
 

名
将
の
得
票
計
算
の
た
め
に
は
全
国
が
単
一
の
選
挙
区
を
な
す
と
さ
れ
た
 
（
四
〇
条
）
。
瞑
補
著
名
簿
は
、
最
小
三
人
、
最
人
当
該
選
挙
 
 

区
定
員
の
三
分
の
二
の
娯
補
著
名
が
記
載
さ
れ
、
当
該
選
挙
区
内
の
コ
ム
ー
ネ
の
選
挙
人
名
将
登
録
者
の
三
〇
〇
人
以
上
そ
し
て
五
〇
〇
 
 

人
以
下
に
よ
り
提
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
 
（
五
二
条
一
項
）
。
候
補
者
は
異
な
る
名
簿
に
記
載
き
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
同
一
 
 

の
標
識
の
名
籍
で
あ
れ
ば
二
つ
の
選
挙
区
で
の
名
符
登
載
が
許
さ
れ
る
 
（
五
二
条
三
頃
）
。
選
挙
人
は
名
縛
に
投
票
す
る
と
と
も
に
、
当
 
 

該
者
描
出
で
三
名
ま
で
の
通
好
捜
索
が
詐
き
れ
て
い
る
 
（
七
一
条
）
。
有
効
投
票
の
二
五
％
以
上
を
獲
得
し
、
か
つ
全
国
単
一
選
挙
区
で
 
 

最
多
得
票
と
な
っ
た
名
簿
に
全
議
席
の
三
分
の
二
、
即
ち
三
五
六
議
席
が
配
分
さ
れ
、
缶
選
挙
区
に
お
い
て
当
該
名
特
記
載
者
の
中
か
ら
 
 

選
好
投
票
の
頓
に
当
選
と
な
る
。
残
り
の
三
分
の
一
、
即
ち
バ
七
九
議
躇
は
各
選
挙
区
に
お
い
て
第
二
樟
以
下
の
名
将
の
間
で
へ
ー
ア
式
 
 

当
選
基
数
方
式
に
よ
り
比
例
的
に
配
分
き
れ
、
そ
の
際
残
余
議
席
が
生
じ
た
場
合
に
は
最
大
剰
余
方
式
が
採
用
さ
れ
る
。
又
何
れ
の
名
薄
 
 

も
二
五
％
を
獲
得
し
ぇ
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
す
べ
て
の
名
薄
に
つ
き
少
数
名
箔
に
採
用
さ
れ
た
方
式
に
よ
り
全
議
席
が
配
分
さ
れ
る
 
 

（
八
四
条
の
二
）
。
 
 
 

以
上
が
ア
チ
エ
ル
ボ
法
と
し
て
知
ら
れ
る
遮
挙
法
の
内
容
で
あ
る
が
、
プ
レ
ミ
ア
ム
付
多
数
代
表
と
比
例
代
表
の
併
用
方
式
と
い
え
よ
 
 

う
。
政
権
を
撃
腐
し
て
い
る
フ
ァ
シ
ズ
ム
か
ら
す
れ
ば
二
五
％
の
得
票
は
容
易
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
四
分
の
一
の
得
票
で
三
分
の
二
の
議
 
 

席
を
確
保
す
る
こ
と
が
可
能
と
い
う
、
権
力
に
都
合
の
よ
い
、
そ
の
意
味
で
は
窓
意
的
な
選
挙
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
 
 

八
一
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ハ
ニ
 
 
 

の
後
の
イ
タ
リ
ア
憲
政
に
お
い
て
は
ア
チ
エ
ル
ボ
法
と
い
え
ば
イ
ン
チ
キ
選
挙
法
の
代
名
詞
の
如
く
使
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
 
 

も
当
然
の
こ
と
と
い
え
よ
う
。
更
に
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
フ
ァ
シ
ス
タ
覚
の
候
補
者
選
定
方
法
で
あ
る
。
三
分
の
二
 
 

の
議
席
獲
得
の
見
込
ま
れ
る
政
府
提
出
名
箱
の
作
成
は
、
ま
ず
フ
ァ
シ
ス
タ
党
の
全
問
評
議
会
が
五
人
委
員
会
に
名
符
作
成
の
任
を
負
わ
 
 

せ
、
最
後
に
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
が
目
を
通
し
て
決
定
す
る
と
い
う
方
式
が
採
ら
れ
た
。
こ
う
し
て
、
「
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
下
で
の
最
初
の
選
挙
 
 

（
2
0
）
 
 

か
ら
代
議
院
へ
送
ら
れ
る
者
の
上
か
ら
の
任
命
と
い
う
シ
ス
テ
ム
が
始
ま
っ
た
」
訳
で
あ
る
。
 
 

言
わ
れ
る
。
そ
し
て
予
想
通
り
フ
ァ
シ
ス
ト
の
名
符
が
三
重
ハ
の
議
席
を
占
め
、
更
に
第
二
名
将
で
も
一
九
議
席
を
獲
得
し
、
合
わ
せ
て
 
 

三
七
五
議
席
と
な
っ
た
。
そ
の
他
は
白
由
派
一
五
、
社
会
民
主
派
一
〇
、
立
憲
反
対
派
一
四
、
人
民
党
三
九
、
改
良
派
社
会
党
二
四
、
社
 
 

会
党
二
二
、
共
産
党
一
九
、
共
和
派
七
、
農
民
党
由
、
サ
ル
デ
ー
ニ
ャ
行
動
党
二
、
少
数
民
族
派
四
、
フ
ァ
シ
ス
ト
異
端
派
一
と
い
う
結
 
 

（
㍑
）
 
 

果
で
あ
っ
た
。
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
の
狙
い
通
り
フ
ァ
シ
ス
ト
に
よ
る
議
会
の
撃
退
に
成
功
す
る
と
と
も
に
、
最
大
の
組
織
政
党
で
あ
っ
た
社
 
 

会
党
と
人
民
党
の
議
席
を
文
字
通
り
激
減
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
プ
レ
ミ
ア
ム
付
多
数
代
表
制
と
い
う
ア
チ
エ
ル
ボ
法
の
効
果
は
如
何
 
 

な
く
発
揮
さ
れ
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

し
か
し
選
挙
後
開
か
れ
た
新
議
会
に
お
い
て
フ
ァ
シ
ズ
ム
は
政
権
掌
提
以
来
の
最
大
の
危
機
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
る
。
五
月
三
〇
日
 
 

の
代
議
院
本
会
議
は
、
議
員
資
格
帝
査
会
に
よ
る
全
議
員
の
資
格
を
確
認
す
る
提
案
を
審
議
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
討
議
に
お
い
て
改
 
 

良
派
社
会
党
の
マ
ッ
テ
オ
ッ
テ
ィ
議
員
は
先
の
総
選
挙
に
お
け
る
フ
ァ
シ
ス
ト
の
嘉
力
、
脅
迫
等
の
速
挙
干
渉
を
非
難
し
、
提
案
を
審
査
 
 

会
に
差
し
戻
す
よ
う
求
め
た
。
マ
ッ
テ
オ
ッ
テ
ィ
議
員
の
起
案
は
否
決
さ
れ
た
が
、
彼
の
演
説
は
反
フ
ァ
シ
ス
ト
勢
力
が
完
全
に
は
消
滅
 
 

し
た
訳
で
は
な
い
こ
と
、
む
し
ろ
議
会
内
に
お
い
て
も
以
前
に
も
ま
し
て
戦
闘
的
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
と
フ
ァ
シ
ス
ト
 
 

幹
部
に
思
い
知
ら
せ
る
と
と
も
に
、
議
会
外
に
お
い
て
も
大
き
な
反
饗
を
呼
び
起
こ
し
た
。
と
こ
ろ
が
六
月
一
〇
臼
、
マ
ッ
テ
オ
ッ
テ
ィ
 
 
 

が
施
行
さ
れ
た
。
こ
の
「
選
挙
戦
は
政
府
当
局
と
の
共
謀
の
下
で
の
フ
ァ
シ
ス
ト
の
暴
力
、
脅
迫
、
不
正
に
み
ち
た
も
の
で
あ
っ
 
 

か
く
し
て
選
挙
法
の
改
正
を
成
し
遂
げ
た
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
は
、
一
九
二
四
年
一
月
二
五
日
に
代
議
院
を
解
散
し
、
四
月
六
日
 
 

に   

た云総  
」）選  

と 挙  
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議
員
は
誘
拐
さ
れ
、
そ
の
道
休
が
八
月
〓
ハ
日
に
発
見
さ
れ
る
と
い
う
事
件
が
発
生
し
た
。
議
会
内
の
反
フ
ァ
シ
ス
ト
議
員
は
ア
ヴ
ュ
ン
 
 

テ
ィ
ー
ノ
連
合
を
結
成
し
、
フ
ァ
シ
ス
ト
の
支
配
す
る
議
会
か
ら
分
離
す
る
と
い
う
戦
術
を
と
り
、
侶
論
も
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
雰
囲
気
に
 
 

包
ま
れ
る
と
い
う
事
態
に
な
っ
た
。
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
は
孤
立
化
し
最
大
の
危
機
を
迎
え
た
訳
で
あ
る
が
、
彼
は
ア
ヴ
ュ
ン
テ
ィ
ー
ノ
反
対
 
 

派
が
有
効
な
手
を
打
つ
こ
と
が
で
き
ず
、
い
た
ず
ら
に
時
間
を
浪
費
す
る
の
を
み
て
と
っ
て
、
力
に
よ
る
解
決
に
う
っ
て
で
る
こ
と
に
し
 
 

（
2
4
）
 
 

（
2
3
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
た
。
そ
の
開
始
を
つ
げ
た
の
が
有
名
な
一
九
二
五
年
一
月
三
日
の
議
会
演
説
で
あ
る
。
 
 
 

ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
の
こ
の
演
説
は
最
初
か
ら
挑
戦
的
で
あ
る
。
ま
ず
、
「
諸
君
、
こ
こ
で
私
が
お
こ
な
お
う
と
し
て
い
る
演
説
は
、
厳
格
 
 

に
言
え
ば
お
そ
ら
く
議
会
演
説
と
い
え
る
も
の
で
は
な
い
」
と
切
り
出
し
、
伺
を
思
っ
た
か
自
ら
踏
み
に
じ
り
意
に
介
し
た
こ
と
も
な
い
 
 

王
国
憲
章
を
厚
か
ま
し
く
も
持
ち
出
し
、
「
憲
章
第
四
七
条
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
『
代
議
院
は
、
国
王
の
大
臣
を
弾
劾
し
、
高
 
 

等
法
院
に
訴
え
る
権
利
を
有
す
る
』
。
こ
の
院
内
に
、
あ
る
い
は
院
外
で
、
こ
の
四
七
条
を
適
用
せ
ん
と
す
る
者
が
い
る
か
を
正
式
に
問
 
 

い
た
い
」
と
憫
喝
す
る
。
そ
し
て
、
「
こ
こ
で
、
こ
の
議
場
に
お
い
て
、
そ
し
て
仝
イ
タ
リ
ア
人
民
の
前
で
、
私
が
、
私
の
み
が
こ
の
間
 
 

の
事
件
の
す
べ
て
の
政
治
的
・
倫
理
的
・
雁
史
的
責
任
を
負
う
こ
と
を
宣
言
す
る
。
‥
…
フ
ァ
シ
ズ
ム
が
犯
罪
結
社
で
あ
る
な
ら
ば
、
私
 
 

が
こ
の
犯
罪
結
社
の
首
韻
な
の
だ
」
と
開
き
再
り
、
「
ア
ヴ
ェ
ン
テ
ィ
ー
ノ
迎
合
が
祖
悶
に
及
ぼ
し
た
沫
刻
な
影
鱗
を
諸
嘉
は
奈
‖
つ
て
い
 
 

る
。
…
…
二
つ
の
も
の
が
相
争
い
、
い
ず
れ
も
後
に
退
け
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
解
決
す
る
の
は
力
で
あ
る
。
歴
史
に
お
い
て
は
そ
れ
 
 

以
外
の
解
決
は
な
か
っ
た
し
、
今
後
も
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
実
力
行
使
を
伏
め
か
し
、
「
こ
の
私
の
梶
説
後
門
八
時
間
以
内
に
事
態
は
全
 
 

面
に
わ
た
っ
て
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
」
と
締
め
括
っ
た
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
は
公
然
と
臆
面
も
な
く
力
に
よ
る
統
治
、
独
裁
へ
の
軍
言
を
お
こ
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
フ
ァ
シ
 
 

ズ
ム
体
制
の
新
し
い
歴
史
が
始
ま
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
新
し
い
体
制
を
法
的
に
整
備
す
る
の
が
新
た
に
法
相
に
就
任
し
た
、
 
 

（
2
5
）
 
 

嘗
て
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
、
ア
ル
フ
レ
ー
ド
・
ロ
ッ
コ
で
あ
る
。
 
 

八
三
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（
1
）
 
n
a
n
d
e
－
O
r
O
－
C
p
．
C
i
t
．
－
p
t
 
き
の
 
い
 
D
e
 
F
e
－
i
c
2
｝
 
○
ワ
 
C
i
t
．
－
p
p
．
麗
牢
1
怒
声
 
 

（
2
）
 
C
a
已
e
－
O
r
O
－
S
t
O
r
i
a
 
d
e
〓
一
i
t
巴
i
a
 
ヨ
O
d
e
r
コ
a
－
V
声
 
只
－
】
霊
N
】
 
p
p
．
－
？
∴
芦
 
 

（
3
）
 
こ
れ
は
ビ
ヴ
7
ツ
コ
 
（
兵
営
）
輯
説
と
し
て
有
名
で
あ
る
が
、
議
事
録
が
入
手
し
え
な
か
っ
た
の
で
、
C
a
n
d
e
－
O
r
O
｝
O
p
．
C
i
t
こ
p
・
黙
こ
C
】
a
u
d
i
O
 
 
 

S
c
h
宅
a
r
N
e
コ
b
e
r
g
一
D
i
r
i
t
t
O
 
q
 
g
i
u
s
t
i
z
i
a
 
n
e
】
〓
t
a
－
i
a
 
f
a
s
c
i
s
t
a
、
】
当
ご
p
．
ゆ
 
に
お
け
る
引
用
を
参
照
に
し
た
。
 
 

（
4
）
L
e
竃
e
∽
d
i
c
e
m
b
r
e
 
】
¢
N
N
．
n
．
－
芸
－
∵
コ
 
P
r
O
V
完
d
i
m
e
n
t
i
 
l
e
g
i
s
訂
（
i
v
i
｝
－
ゆ
N
N
）
p
．
亡
適
中
 
こ
の
法
律
に
つ
い
て
は
参
照
、
n
a
n
d
e
冒
r
C
－
 
 
 

O
p
．
C
i
t
こ
p
．
N
－
‥
S
c
F
宅
p
r
N
e
き
e
r
g
．
。
P
 
C
i
t
．
．
p
J
N
‥
G
h
i
s
a
－
b
e
r
t
i
㌔
p
．
C
i
t
．
∴
ウ
p
．
芝
い
1
ピ
〓
∴
A
）
b
e
r
t
O
 
A
q
u
a
岩
ロ
e
，
L
一
〇
r
g
a
n
i
z
N
a
Z
i
O
n
e
 
 
 

d
e
ご
O
 
S
t
a
t
O
 
t
O
t
a
〓
t
a
r
i
O
－
－
宗
∽
｝
 
p
p
．
の
↓
．
 
 

（
5
）
同
沌
省
と
財
務
省
の
併
合
に
関
す
る
勅
令
（
R
e
g
i
O
 
d
2
C
r
e
t
ロ
ビ
d
i
c
e
m
b
r
2
】
篭
N
－
n
．
】
3
ロ
こ
n
 
P
r
O
ノ
1
V
e
d
i
m
e
n
t
i
－
e
g
i
s
E
i
v
i
－
－
諾
ぃ
】
 
 
 

p
p
．
∽
N
l
∽
∽
）
 
に
よ
る
。
 
 

（
6
）
解
放
観
土
省
の
廃
止
に
関
す
る
勅
令
（
R
e
巴
O
 
d
e
c
r
e
t
O
 
N
∽
訂
b
b
r
a
i
O
－
諾
∽
－
n
．
い
空
こ
n
 
P
r
O
V
完
d
i
m
e
n
t
i
【
e
g
i
s
巨
i
v
i
－
－
岩
山
－
り
p
・
山
霊
 
 
 

－
∽
讐
）
 
に
よ
る
。
 
 

（
7
）
労
働
・
社
会
保
臨
衰
の
顔
止
に
関
す
る
勅
令
（
R
e
g
i
O
 
d
e
c
r
e
t
O
 
N
↓
a
p
r
i
l
e
－
諾
い
－
n
．
望
U
、
∵
n
 
P
r
O
V
完
d
i
m
e
n
t
ニ
e
g
i
s
－
a
t
i
v
i
↓
－
岩
び
も
p
・
 
 
 

諾
ぃ
・
遥
の
）
 
に
よ
る
。
 
 

（
8
）
国
民
締
済
省
の
設
立
に
関
す
る
勅
令
（
R
2
g
i
D
 
d
2
C
r
e
t
O
∽
－
u
g
H
O
－
篭
∽
）
ロ
」
畠
ゆ
∵
n
 
P
r
O
＜
完
d
i
m
e
蔓
－
2
g
i
s
誉
i
ノ
・
i
一
－
岩
び
ー
p
」
】
○
ご
 
 
 

に
よ
る
。
 
 

（
9
）
通
信
省
の
設
立
に
関
す
る
緊
急
勅
令
（
R
2
g
i
O
 
d
e
c
r
2
t
？
1
2
g
g
2
岩
a
p
r
i
－
2
－
諾
貼
】
P
∽
宗
∵
ロ
P
r
O
ヨ
e
d
i
ヨ
e
n
t
i
－
e
g
i
s
－
a
t
i
ユ
，
－
¢
軍
p
・
 
 
 

3
¢
）
 
に
よ
る
。
 
 

（
1
0
）
A
q
u
a
r
O
n
2
－
O
p
．
C
i
t
●
－
p
p
●
0
0
～
P
 
 

（
1
1
）
A
q
u
a
r
O
n
e
｝
O
p
．
C
i
t
こ
p
－
u
－
 
 

（
1
2
）
第
五
次
ジ
ョ
リ
ッ
テ
ィ
内
閣
時
代
の
一
九
二
一
年
三
月
一
六
日
に
は
行
敢
改
革
に
関
す
る
議
会
調
査
委
貝
会
の
設
立
に
関
す
る
法
が
公
布
き
れ
 
 
 

（
L
e
g
g
e
－
の
m
a
罠
○
－
諾
－
－
n
．
N
空
こ
n
 
P
r
O
ノ
1
完
d
i
m
e
n
t
i
－
e
g
i
s
空
言
i
，
】
岩
－
↓
p
．
－
認
）
、
そ
の
後
の
ポ
ノ
ー
⊥
・
＼
内
閣
時
代
に
は
行
蚊
改
革
 
 
 

・
職
務
簡
素
化
・
人
員
削
減
に
関
す
る
法
律
（
L
e
g
g
e
－
い
a
g
O
S
t
O
】
浩
－
－
n
．
】
C
芦
i
n
 
P
r
C
＜
V
e
d
i
m
e
n
t
i
－
e
g
i
s
）
a
t
i
阜
－
浩
－
〉
p
p
．
∽
浣
－
 
 
 

∽
芸
）
が
成
立
し
、
研
究
・
調
査
が
進
ん
で
い
た
の
で
、
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
は
こ
の
成
果
右
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
た
 
（
A
q
u
a
r
O
諾
▼
。
p
．
〔
i
t
．
、
p
．
 
 
 

の
）
。
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三
 
権
威
主
義
体
制
の
樹
立
 
 

（
1
）
 
 
 

ロ
ッ
コ
は
二
五
年
の
末
か
ら
こ
六
年
に
か
け
て
一
連
の
重
要
な
法
律
の
制
定
に
起
草
者
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
が
、
ま
ず
最
初
に
触
 
 

（
2
）
 
 

れ
る
必
要
が
あ
る
の
は
、
「
政
府
首
席
た
る
首
相
の
権
能
と
大
権
に
関
す
る
」
一
九
二
五
年
一
二
月
二
四
日
法
律
第
二
二
六
三
号
で
あ
る
。
 
 

こ
の
法
律
は
、
首
相
を
「
政
府
首
席
」
と
位
置
づ
け
（
一
条
）
、
「
政
府
首
席
た
る
首
相
は
国
王
に
よ
り
任
免
さ
れ
、
政
府
の
一
般
政
治
 
 

八
五
 
 
 

（
1
8
）
 
ア
チ
エ
ル
ボ
法
の
成
文
過
程
に
つ
い
て
は
、
参
照
、
C
a
n
d
e
－
O
r
O
、
O
p
．
C
i
t
こ
p
p
．
い
い
一
転
‥
D
e
 
訂
－
i
c
e
－
O
p
，
C
i
t
・
－
p
p
■
ひ
N
－
－
∽
岩
●
 
 

（
1
9
）
L
e
g
g
e
－
0
0
 
ロ
○
諾
m
b
r
e
－
諾
∽
－
n
．
N
監
A
｝
 
i
n
 
訂
g
g
i
 
e
 
O
e
c
r
e
t
i
 
d
2
－
R
2
g
n
O
 
d
こ
t
a
－
i
a
）
－
諾
∽
〉
 
p
p
．
ご
N
印
－
ご
茫
．
 
 

（
2
0
）
A
q
亡
a
r
O
n
e
－
O
p
．
C
i
t
．
、
p
p
‥
麗
－
∽
¢
．
 
 

（
2
1
）
C
a
n
d
e
－
O
r
O
－
O
p
．
C
i
t
．
－
p
．
澄
．
選
挙
戦
の
状
況
に
つ
い
て
は
更
に
参
熟
、
D
e
 
訂
－
i
c
e
－
D
p
．
C
i
t
・
，
p
p
∴
笥
T
ふ
讐
．
 
 

（
2
2
）
 
C
a
n
d
e
－
O
r
O
－
O
p
．
C
i
t
．
－
p
p
．
澄
－
莞
こ
D
e
 
F
c
－
i
c
e
｝
O
p
一
C
i
t
．
｝
p
p
．
ひ
諾
－
麗
戸
 
 

（
2
3
）
 
マ
ッ
テ
オ
ッ
テ
ィ
事
件
か
ら
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
の
議
会
演
説
に
至
る
経
過
に
つ
い
て
は
、
参
照
、
D
e
訂
l
i
c
e
－
O
p
■
C
i
（
．
｝
p
p
．
巴
↓
烏
父
二
C
a
n
d
e
l
 
 
 

－
O
r
O
－
O
p
．
C
i
t
．
，
p
p
．
の
乎
－
き
．
 
 

（
2
4
）
A
t
t
i
 
d
e
－
p
a
ユ
a
m
e
n
t
O
 
i
t
a
－
i
a
n
O
｝
C
a
m
e
r
a
 
d
e
i
 
d
e
p
u
t
a
t
i
】
S
e
S
S
i
O
n
e
－
¢
N
A
I
N
∽
（
舛
舛
ヨ
〓
e
g
i
已
a
t
彗
a
）
，
＜
O
L
 
H
H
l
－
p
p
．
N
O
N
㌣
N
O
∽
N
．
 
 

（
2
5
）
 
イ
タ
リ
ア
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
協
会
と
全
国
フ
ァ
シ
ス
タ
覚
は
一
九
二
三
年
二
月
二
七
日
に
合
併
を
決
定
し
て
い
た
。
そ
の
間
の
経
過
に
つ
い
て
 
 
 

は
参
照
、
D
2
 
F
2
1
i
c
e
〉
O
p
．
C
i
t
．
，
p
p
．
竺
N
－
g
の
．
 
 

（
1
3
）
A
q
u
a
r
O
n
e
－
O
p
．
 
 

（
1
4
）
A
q
u
a
r
O
芳
－
O
p
．
 
 
 

p
p
．
N
い
－
N
u
”
D
e
 
 

（
1
5
）
A
q
u
a
r
O
n
e
｝
O
p
．
 
 

（
1
6
）
A
q
u
a
r
O
莞
－
O
p
．
 
 

（
1
7
）
A
q
岳
r
呂
e
－
O
p
．
 
 C

i
t
．
－
p
．
－
ご
C
a
n
d
e
－
O
r
O
－
O
p
．
C
i
t
．
．
p
p
．
N
N
－
N
ご
D
e
 
F
2
－
i
c
e
、
p
p
．
き
可
－
き
P
 
 

C
i
t
．
〉
p
p
．
山
㌶
－
山
山
山
．
国
防
義
勇
軍
に
関
し
て
は
更
に
参
照
、
A
q
u
a
r
O
n
e
】
O
p
．
C
i
t
・
も
p
」
0
0
－
N
N
‥
C
a
n
d
e
【
弐
○
】
O
p
一
C
i
t
．
－
 
 

F
e
l
i
c
e
－
O
p
．
C
i
t
．
．
p
p
．
畠
○
－
畠
㍗
 
 

C
i
t
一
｝
 
p
．
∽
か
．
 
 

C
i
t
こ
 
p
p
．
崇
－
崇
∴
C
a
n
d
e
－
O
r
〇
．
〇
p
．
C
i
t
．
．
p
．
詑
∴
巳
e
 
『
e
こ
c
e
一
〇
p
．
C
i
t
こ
 
p
p
．
ひ
N
N
－
ひ
N
A
．
 
 

C
i
t
．
〉
 
p
．
当
．
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八
六
 
 
 

指
針
に
つ
き
国
王
に
対
し
て
貴
を
負
う
」
と
し
、
積
極
的
に
は
若
草
上
明
確
で
な
か
っ
た
宕
任
の
内
容
を
確
定
し
た
訳
で
あ
る
が
消
極
的
 
 

に
は
こ
れ
ま
で
憲
法
慣
習
と
し
て
確
立
し
て
い
た
政
府
の
対
議
会
責
任
を
否
定
す
る
と
と
も
に
、
他
の
国
努
大
臣
は
「
政
肘
首
席
た
る
首
 
 

相
の
提
案
に
基
づ
き
国
‡
に
よ
り
任
免
さ
れ
る
」
 
（
二
条
）
と
し
て
、
首
相
の
地
位
を
従
前
の
同
輩
中
の
首
賭
（
p
r
i
m
u
s
i
n
t
e
r
p
a
r
e
s
）
 
 

（
3
）
 
 

に
す
ぎ
な
か
っ
た
も
の
か
ら
、
優
越
的
・
支
配
的
権
限
を
有
す
る
も
の
に
変
更
し
た
。
実
際
、
「
政
府
首
席
た
る
首
相
は
み
大
臣
の
活
動
 
 

を
指
揮
・
調
整
し
、
大
臣
間
の
意
見
の
相
違
を
裁
定
し
、
閣
議
を
招
集
し
、
こ
れ
を
主
宰
す
る
」
 
（
三
条
）
権
能
き
有
し
、
場
合
に
上
っ
 
 

て
は
「
勅
令
に
よ
り
一
ま
た
は
複
数
の
省
の
指
揮
を
政
府
首
席
に
委
ね
る
こ
と
が
で
き
る
」
 
（
四
条
二
項
）
 
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

政
府
首
席
の
地
位
は
執
行
権
の
内
部
で
優
越
す
る
の
み
な
ら
ず
、
対
議
会
と
の
関
係
に
お
い
て
も
優
越
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
即
ち
、
 
 

「
如
何
な
る
議
案
も
、
政
府
首
席
の
同
意
な
く
し
て
、
両
院
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
議
事
日
程
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
（
六
条
一
項
）
 
 

と
さ
れ
、
更
に
「
政
府
首
席
は
、
一
議
院
で
否
決
さ
れ
た
法
案
を
、
日
収
初
の
表
決
か
ら
三
カ
月
以
上
経
過
し
た
時
に
は
、
再
度
表
決
に
付
 
 

す
よ
う
求
め
る
権
限
を
有
す
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
法
案
の
表
決
は
、
討
論
に
付
す
こ
と
な
く
、
秘
密
投
票
に
よ
り
行
わ
れ
る
」
 
（
六
条
 
 

二
項
）
 
こ
と
に
な
っ
た
の
で
、
実
際
上
、
政
肘
首
席
は
議
会
の
志
恩
を
無
視
し
て
議
案
の
成
立
を
期
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
 
 

（
4
）
 
 

ロ
ッ
コ
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
手
続
き
上
の
小
さ
な
改
正
は
極
め
て
蛋
要
な
意
味
を
も
っ
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
法
律
に
よ
り
、
事
実
上
一
九
二
二
年
一
〇
月
の
「
ク
ー
デ
タ
ー
」
に
よ
り
止
め
を
刺
さ
れ
た
カ
ヴ
ー
ル
以
米
の
イ
タ
リ
ア
の
議
院
 
 

内
閣
制
は
、
法
制
上
も
廃
止
さ
れ
た
と
い
っ
て
よ
く
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
精
神
に
依
拠
し
た
独
特
な
「
政
府
首
席
制
」
が
確
立
さ
れ
る
こ
と
 
 

（
5
）
 
 

に
な
っ
た
。
 
 

（
6
）
 
 
 

次
に
触
れ
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
は
、
「
執
行
権
の
法
規
制
定
栴
能
に
関
す
る
」
一
九
二
ハ
年
一
月
二
一
口
法
柁
第
一
〇
〇
号
で
あ
る
。
 
 

こ
の
法
律
の
第
一
条
に
よ
り
、
「
州
法
律
の
執
行
、
∽
執
行
権
に
帰
属
す
る
権
能
の
行
使
、
川
中
央
行
政
の
組
織
と
運
営
、
中
央
人
事
行
 
 

政
制
度
、
コ
ム
ー
ネ
・
県
を
除
く
公
共
団
体
の
制
度
、
法
人
格
を
有
す
る
公
の
慈
善
団
体
、
大
学
、
高
等
教
育
機
関
（
従
前
に
法
律
で
規
 
 

制
さ
れ
て
い
た
事
項
を
も
含
め
て
）
、
を
規
律
す
る
た
め
に
必
要
な
法
規
を
、
内
閣
の
尊
前
の
議
決
に
基
づ
き
、
か
つ
国
務
院
の
意
見
を
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徹
し
て
、
勅
令
で
定
め
る
」
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
第
三
条
は
、
「
肘
法
律
に
よ
り
政
府
に
委
任
さ
れ
、
そ
の
委
任
の
範
囲
内
 
 

に
お
い
て
、
∽
緊
急
か
つ
絶
対
の
必
塑
性
の
あ
る
特
別
の
場
合
に
、
内
閣
の
事
前
の
決
議
に
基
づ
き
、
法
律
の
効
力
を
有
す
る
規
定
を
勅
 
 

令
に
よ
り
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
、
後
者
の
必
要
性
と
緊
急
性
の
判
断
は
国
会
に
要
ね
る
こ
と
に
し
て
い
る
。
 
 
 

従
来
行
政
組
織
に
つ
い
て
は
法
律
で
定
め
る
、
即
ち
議
会
の
意
思
に
依
存
し
て
い
た
の
に
対
し
、
本
法
律
に
よ
り
、
そ
れ
が
勅
令
で
可
 
 

能
と
な
り
、
内
閣
は
議
会
の
意
向
に
拘
わ
ら
ず
行
政
組
織
、
人
事
権
を
柴
由
で
き
る
享
っ
に
な
っ
た
訳
で
あ
る
。
又
第
三
条
に
よ
り
内
閣
 
 

は
委
任
命
令
の
み
で
な
く
、
「
特
別
の
場
合
に
」
は
緊
急
命
令
を
も
制
定
す
る
こ
と
が
．
法
認
さ
れ
た
こ
と
に
な
り
、
内
閣
は
事
実
上
立
法
 
 

権
を
も
掌
握
し
う
る
享
つ
に
な
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
緊
急
命
令
の
制
度
は
、
確
か
に
、
従
来
の
慣
行
で
も
あ
り
、
そ
れ
を
は
制
化
し
た
 
 

（
7
）
 
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
判
断
も
可
能
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
政
府
の
議
会
に
対
す
る
優
位
を
確
認
し
た
の
で
あ
っ
た
。
 
 
 

以
上
の
二
つ
の
法
律
に
よ
り
執
行
府
の
立
法
府
に
対
す
る
優
位
が
動
か
し
難
い
も
の
と
な
り
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
狙
い
で
あ
る
梼
威
主
義
 
 

体
制
の
樹
立
に
向
け
て
の
第
一
歩
が
踏
み
出
き
れ
た
と
言
え
よ
う
。
 
 
 

次
に
人
権
規
制
の
分
野
で
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
立
法
に
眼
を
転
ず
る
こ
と
に
し
よ
う
。
 
 

（
8
）
 
 
 

ま
ず
出
版
に
関
し
て
は
既
に
一
九
二
三
年
七
月
一
五
日
の
勅
令
第
三
二
八
八
号
で
規
制
が
な
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
出
版
令
に
よ
れ
ば
、
 
 

「
新
聞
又
は
他
の
定
期
刊
行
物
の
発
行
責
任
者
は
…
…
印
刷
地
の
県
知
事
の
認
可
」
が
必
要
と
き
れ
 
（
一
条
）
、
「
児
知
事
は
、
佃
新
聞
 
 

若
し
く
は
定
期
刊
行
物
が
虚
偽
あ
る
い
は
偏
向
し
た
情
報
に
よ
り
政
府
の
外
交
活
動
を
妨
苦
し
、
内
外
に
お
け
る
掴
の
信
用
を
傷
つ
け
、
 
 

国
民
に
不
当
な
警
戒
心
を
惹
起
せ
し
め
、
又
は
公
共
秩
序
転
密
の
契
機
を
な
し
た
場
合
、
㈲
新
聞
若
し
く
は
定
期
刊
行
物
が
、
論
説
、
論
 
 

評
、
解
説
、
見
出
し
、
挿
絵
あ
る
い
は
カ
ッ
ト
に
よ
り
犯
罪
を
教
唆
し
、
又
は
階
級
憎
悪
、
法
律
若
し
く
は
当
局
の
命
令
へ
の
不
服
従
、
 
 

若
し
く
は
公
務
員
の
規
律
を
脅
か
し
、
若
し
く
は
イ
タ
リ
ア
の
利
益
に
反
し
て
外
国
若
し
く
は
外
国
の
公
私
の
団
体
の
利
益
を
助
長
し
、
 
 

若
し
く
は
祖
国
、
国
王
、
法
王
、
国
家
の
宗
教
、
国
の
諸
機
関
と
権
限
あ
る
い
は
友
好
国
を
侮
辱
し
た
場
合
、
に
は
発
行
責
任
者
に
対
し
 
 

て
警
告
を
発
す
る
権
能
を
有
す
る
」
こ
と
に
な
り
、
「
警
告
は
、
県
庁
所
在
地
の
地
方
裁
判
所
の
裁
判
官
と
代
理
検
事
、
当
該
地
方
出
版
 
 

八
七
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「
＼
「
＼
 
r
′
′
／
 
 
 

協
会
の
指
名
し
た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
界
の
代
表
者
か
ら
な
る
委
員
会
の
意
見
を
敬
し
て
、
理
由
を
付
し
た
命
令
に
よ
り
発
布
さ
れ
る
。
前
 
 

述
の
裁
判
官
は
控
訴
院
第
一
部
長
に
よ
り
、
代
理
検
事
は
控
訴
院
検
察
長
官
に
よ
り
指
名
さ
れ
る
。
又
出
版
協
会
が
存
在
し
な
い
場
合
に
 
 

は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
界
の
代
表
者
は
、
地
方
裁
判
所
長
官
に
よ
り
指
名
き
れ
る
。
こ
の
委
＝
H
会
の
任
期
は
一
年
と
す
る
」
 
（
二
条
）
 
こ
と
 
 

に
な
り
、
更
に
「
県
知
事
は
、
第
二
条
で
定
め
る
委
員
会
の
意
見
を
聞
い
て
、
一
年
間
に
二
度
警
告
を
受
け
た
発
行
責
任
者
の
認
可
を
取
 
 

消
す
権
能
を
有
す
る
ト
 
（
三
条
）
と
き
れ
、
そ
し
て
第
二
条
、
第
三
条
に
違
反
し
た
新
聞
又
は
定
期
刊
行
物
は
、
公
安
当
局
に
よ
り
、
特
 
 

別
の
許
可
な
し
に
、
差
し
押
え
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
（
四
条
）
。
 
 
 

こ
の
勅
令
は
制
定
当
時
は
現
実
に
発
動
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
マ
ッ
テ
オ
ッ
テ
ィ
事
件
後
、
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
に
よ
り
反
対
派
の
 
 

（
9
）
 
 

新
聞
弾
圧
に
効
果
的
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
 
 
 

次
に
結
社
に
つ
い
て
は
、
「
結
社
の
活
動
お
よ
び
国
家
公
務
員
等
の
結
社
へ
の
加
入
の
規
律
」
に
関
す
る
一
九
二
五
年
一
一
月
二
六
日
 
 

（
1
0
）
 
法
律
第
二
〇
二
九
母
が
制
定
さ
れ
た
。
こ
の
法
律
の
第
一
条
に
よ
り
、
「
丁
国
内
若
し
く
は
植
民
地
四
に
お
い
て
創
設
き
れ
、
又
は
清
劫
 
 

す
る
結
社
、
団
体
及
び
機
関
は
定
款
、
規
約
、
内
部
規
則
、
構
成
員
と
そ
の
職
業
の
名
簿
を
公
安
当
局
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
又
 
 

公
安
当
局
が
公
共
の
秩
序
若
し
く
は
安
全
の
た
め
に
要
求
し
た
と
き
は
、
そ
の
組
織
と
活
動
に
閻
す
る
他
の
す
べ
て
の
情
報
を
通
知
し
な
 
 

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
き
れ
、
そ
の
違
反
に
対
し
て
は
三
カ
月
以
下
の
拘
役
、
二
〇
〇
〇
リ
ラ
以
上
六
〇
〇
〇
リ
ラ
以
下
の
科
料
に
処
せ
 
 

ら
れ
、
故
意
に
虚
偽
又
は
不
完
全
な
通
知
を
わ
こ
な
っ
た
場
合
に
は
五
年
間
の
公
職
禁
止
に
加
え
て
一
年
以
上
の
懲
役
、
五
〇
〇
〇
リ
ラ
 
 

以
上
三
〇
〇
〇
〇
リ
ラ
以
下
の
罰
金
に
処
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
加
え
て
県
知
事
の
命
令
に
よ
る
解
散
に
服
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
第
 
 

二
条
で
は
、
公
務
員
若
し
く
は
政
府
関
係
機
関
職
員
が
秘
密
粁
社
に
加
入
し
て
い
る
場
合
に
は
官
職
を
剥
奪
さ
れ
、
照
免
さ
れ
る
こ
と
が
 
 

規
定
さ
れ
、
又
要
求
が
あ
っ
た
場
合
に
は
自
己
の
属
し
て
い
た
、
あ
る
い
は
属
し
て
い
る
結
社
、
団
体
、
機
関
に
つ
い
て
所
屑
省
庁
又
は
 
 

麒
知
事
に
宣
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
さ
れ
た
。
 
 
 

こ
の
法
律
は
、
第
二
条
に
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
と
り
わ
け
フ
リ
ー
メ
ー
ソ
ン
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
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そ
れ
以
上
に
政
栄
、
労
組
を
始
め
と
す
る
如
何
な
る
結
社
に
も
適
用
さ
れ
る
よ
う
に
で
き
て
い
た
。
そ
し
て
公
務
員
の
統
制
に
も
、
更
に
 
 

は
そ
の
フ
ァ
シ
ス
ト
化
に
も
容
易
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
 
 
 

そ
し
て
、
こ
の
官
僚
の
フ
ァ
シ
ス
ト
化
に
つ
い
て
は
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
は
徹
底
し
て
い
て
、
更
に
「
国
家
公
務
員
の
解
職
」
に
関
す
る
一
 
 

「
〓
」
 
 

九
二
五
年
一
二
月
二
四
日
法
律
第
二
三
〇
〇
号
を
制
定
し
た
。
第
一
条
に
よ
り
、
「
国
手
政
肘
は
、
一
九
二
六
年
一
二
月
三
一
口
迄
、
職
 
 

務
巾
又
は
職
務
外
に
お
い
て
な
さ
れ
た
意
思
表
明
に
よ
り
、
そ
の
職
責
の
忠
実
な
る
遂
行
に
充
分
の
保
障
を
与
え
ず
、
又
は
政
府
の
一
般
 
 

施
政
方
針
と
相
容
れ
な
い
状
況
に
あ
る
こ
と
を
示
し
た
公
務
員
を
解
職
す
る
権
緒
を
有
す
る
」
こ
と
に
な
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
解
職
 
 

措
置
に
対
し
て
は
撫
権
限
又
は
法
律
違
反
を
理
由
に
国
務
院
に
訴
え
る
 
（
例
外
的
に
は
国
王
に
対
し
て
）
道
が
残
き
れ
て
い
た
が
、
そ
の
 
 

他
の
行
政
上
又
は
司
法
上
の
救
済
は
排
除
さ
れ
て
い
た
 
（
三
条
）
。
こ
の
法
律
の
狙
い
は
、
第
一
条
で
「
政
府
の
一
般
地
政
方
針
と
相
容
 
 

れ
な
い
」
と
規
定
き
れ
た
こ
と
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
端
的
に
反
フ
ァ
シ
ス
ト
又
は
非
フ
ァ
シ
ス
ト
的
傾
向
の
官
僚
を
追
放
し
、
官
僚
の
 
 

全
面
的
フ
ァ
シ
ズ
ム
化
に
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
 
 
 

又
フ
ァ
シ
ズ
ム
は
弁
讃
士
と
新
聞
記
者
と
い
う
反
対
派
の
温
床
と
な
り
う
る
職
業
に
も
規
制
の
網
を
か
ぶ
せ
る
の
を
怠
ら
な
か
っ
た
。
 
 

一
九
二
六
年
二
月
二
五
日
法
律
第
四
五
三
号
に
よ
り
中
央
弁
護
士
会
を
設
置
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
半
数
は
地
方
弁
護
十
会
の
選
挙
に
 
 

よ
り
、
残
り
の
半
数
は
司
法
大
臣
の
提
案
に
よ
り
選
出
さ
れ
、
弁
護
士
名
簿
へ
の
登
録
と
抹
消
及
び
懲
戒
を
権
限
と
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
 
 

委
員
の
半
数
が
選
挙
に
よ
る
こ
と
で
幾
分
は
自
律
性
を
擢
保
す
る
こ
と
は
で
き
て
い
る
が
、
し
か
し
司
法
大
臣
に
は
、
国
務
院
の
意
見
を
 
 

徹
し
て
、
中
央
弁
護
士
会
を
解
散
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
後
、
一
九
二
六
年
五
月
六
日
勅
令
賃
七
四
七
号
に
よ
り
、
岡
の
利
害
と
対
 
 

（
1
2
）
 
 

立
す
る
公
的
活
動
を
行
っ
た
者
は
弁
護
士
名
繹
に
登
録
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
既
登
録
者
は
名
将
か
ら
抹
消
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
 
 
 

新
聞
記
者
に
対
し
て
は
、
更
に
精
密
を
極
め
る
統
制
を
行
っ
た
。
既
に
フ
ァ
シ
ス
ト
の
暴
力
に
よ
り
反
対
派
の
新
聞
は
沈
黙
を
余
儀
な
 
 

く
き
れ
、
先
に
触
れ
た
一
九
二
三
年
七
月
一
五
日
勅
令
第
三
二
八
八
弓
が
発
動
き
れ
、
反
対
派
の
新
聞
へ
の
差
し
押
え
が
な
さ
れ
て
い
た
 
 

（
1
3
）
 
 

が
、
そ
の
規
制
の
完
結
を
な
す
も
の
と
し
て
一
九
二
五
年
l
二
月
三
一
日
法
律
第
二
二
〇
七
号
「
定
期
刊
行
物
に
関
す
る
規
定
」
が
制
定
 
 

八
九
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九
〇
 
 
 

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
法
律
の
第
一
条
に
よ
り
、
新
聞
又
は
定
期
刊
行
物
の
責
任
編
集
者
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
名
簿
に
登
録
さ
れ
 
 

な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
発
行
地
を
管
轄
す
る
控
訴
院
付
検
察
長
官
の
認
可
を
得
る
こ
と
が
必
要
に
な
っ
た
。
そ
し
て
検
察
長
官
は
、
出
 
 

版
物
に
よ
る
犯
罪
を
二
度
犯
し
た
者
に
は
認
可
を
与
え
ず
又
は
取
消
す
こ
と
が
で
き
た
。
更
に
琴
三
条
に
よ
り
、
認
可
の
申
請
と
と
も
に
、
 
 

印
刷
責
任
者
と
出
版
社
は
新
聞
又
は
刊
行
物
の
所
有
者
、
そ
の
任
所
及
び
居
所
を
含
む
文
書
を
検
察
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
 
 

と
さ
れ
、
第
七
粂
に
よ
り
、
控
訴
院
管
轄
地
毎
に
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
協
会
が
設
立
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
協
会
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
名
碍
 
 

を
作
成
し
、
こ
れ
を
控
訴
院
事
務
局
に
寄
託
す
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
名
籍
に
記
載
さ
れ
た
者
の
み
が
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
活
動
を
行
う
こ
 
 

と
が
許
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
 
 
 

こ
の
法
律
に
よ
り
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
界
は
完
全
に
体
制
に
統
合
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
翌
二
六
年
に
は
イ
タ
リ
ア
新
聞
連
盟
は
解
散
し
、
 
 

全
国
フ
ァ
シ
ス
ト
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
組
合
に
吸
収
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
二
七
年
三
月
一
〇
日
に
は
、
「
全
国
フ
ァ
シ
ス
ト
 
 

∴
ン
ヤ
ー
ナ
リ
ス
ト
組
合
は
、
イ
タ
リ
ア
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
権
利
を
擁
護
す
る
組
織
に
留
ま
ら
ず
、
統
領
と
全
国
フ
ア
ン
ス
タ
党
の
 
 

完
全
に
政
治
的
な
装
置
で
も
あ
る
」
と
の
声
明
が
出
さ
れ
、
組
合
加
入
に
は
一
八
カ
月
以
上
の
職
業
層
と
フ
ァ
シ
ス
ト
見
に
加
入
し
て
い
 
 

る
か
体
制
に
忠
誠
を
示
し
て
い
る
か
が
条
件
と
さ
れ
、
体
制
反
対
派
の
新
聞
の
童
任
あ
る
地
位
に
あ
っ
た
者
又
は
体
制
に
重
大
な
損
害
妄
 
 

（
1
4
）
 
 

（
1
5
）
 
 

与
え
た
者
は
厳
格
に
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
一
九
二
八
咋
二
月
二
六
日
勅
令
第
▲
二
六
四
増
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
名
将
に
 
 

関
す
る
細
則
を
定
め
、
そ
の
算
五
条
は
、
先
に
述
べ
た
弁
裾
士
に
対
す
る
の
と
同
様
に
、
「
田
の
利
益
に
反
す
る
公
の
活
動
を
行
っ
た
者
 
 

は
、
名
樽
に
登
録
さ
れ
ず
、
既
登
録
者
は
名
将
か
ら
抹
消
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
て
い
た
。
 
 
 

さ
て
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
よ
る
権
威
主
義
体
制
樹
立
の
試
み
は
中
央
行
政
機
構
及
び
人
権
の
分
野
に
の
み
留
ま
る
こ
と
な
く
地
方
自
治
に
も
 
 

及
ん
だ
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
と
り
わ
け
コ
ム
ー
ネ
は
反
対
派
の
最
後
の
防
壁
と
も
な
っ
て
い
た
の
で
、
そ
の
日
治
を
奪
い
政
治
清
 
 

（
1
6
）
 
 

動
の
能
力
を
無
に
し
て
い
く
こ
と
が
改
革
の
狙
い
と
な
っ
た
。
ま
ず
一
九
二
五
年
一
〇
月
二
八
日
勅
令
第
一
九
四
九
号
に
よ
り
首
都
ロ
ー
 
 

マ
は
総
監
府
に
よ
り
統
治
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
最
た
る
総
監
は
二
人
の
副
総
監
の
補
佐
を
受
け
、
コ
ム
ー
ネ
の
行
政
権
と
立
法
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権
を
保
持
し
、
更
に
コ
ム
ー
ネ
組
織
を
指
揮
す
る
に
際
し
一
〇
人
の
助
役
の
補
佐
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
総
監
は
、
内
閣
の
意
 
 

見
を
徹
し
て
、
内
務
相
の
提
案
に
よ
り
勅
令
で
任
命
さ
れ
、
副
総
監
は
、
総
監
と
内
閣
の
意
見
を
徹
し
て
、
内
務
相
の
提
案
に
よ
り
勅
令
 
 

で
任
A
m
さ
れ
、
い
ず
れ
も
国
家
公
務
員
と
さ
れ
内
務
省
に
所
属
す
る
も
の
と
さ
れ
た
。
そ
の
他
に
諮
問
機
関
と
し
て
八
〇
人
の
要
員
か
ら
 
 

な
る
ロ
ー
マ
協
議
会
が
存
在
し
、
そ
の
う
ち
の
六
五
人
は
ロ
ー
マ
の
経
済
・
技
術
・
職
熊
田
体
に
よ
り
任
命
さ
れ
、
残
り
の
一
五
人
は
行
 
 

政
職
経
験
者
又
は
土
地
所
有
者
か
ら
選
任
さ
れ
、
任
期
は
四
年
と
さ
れ
た
。
総
監
は
、
予
算
、
租
税
、
都
市
計
画
等
の
特
定
の
事
項
に
つ
 
 

い
て
は
協
議
会
の
意
見
を
徹
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
か
く
し
て
公
選
の
議
会
に
依
拠
す
る
執
行
部
は
廃
止
さ
れ
、
上
か
ら
任
命
き
れ
た
総
 
 

監
府
に
よ
る
権
威
主
義
的
な
統
治
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
機
構
は
当
初
の
予
想
通
り
に
は
う
ま
く
機
能
せ
ず
、
早
く
も
一
九
二
六
 
 

年
一
二
月
九
日
の
勅
令
に
よ
り
副
総
監
と
助
役
に
か
ん
す
る
規
定
の
適
用
が
停
止
さ
れ
、
総
監
府
の
運
営
は
総
監
一
人
に
委
ね
ら
れ
る
こ
 
 

と
に
な
り
、
又
総
監
に
は
職
員
の
熊
免
権
が
賦
与
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
更
に
一
九
二
八
年
一
二
月
六
日
法
律
第
二
七
〇
二
号
に
よ
り
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
 

1
7
）
 
 

助
役
が
暁
止
さ
れ
、
協
議
会
委
員
も
一
二
人
に
削
減
さ
れ
、
総
監
一
人
の
狗
裁
的
統
治
が
強
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
 

1
8
）
 
 
 

そ
の
間
こ
の
制
度
は
他
の
コ
ム
ー
ネ
に
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
一
九
二
六
咋
二
月
四
日
法
律
第
二
三
七
号
は
、
人
口
五
〇
〇
 
 

〇
人
未
満
の
コ
ム
ー
ネ
に
お
い
て
は
公
選
の
議
会
に
代
え
て
ボ
デ
ス
タ
が
コ
ム
ー
ネ
を
統
治
す
る
こ
と
に
な
り
（
一
条
）
、
そ
の
任
期
は
 
 

五
年
で
任
命
は
勅
令
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
（
二
条
）
。
ボ
デ
ス
タ
は
、
従
来
コ
ム
ー
ネ
の
長
、
参
事
会
、
議
会
に
属
し
て
い
た
す
べ
て
 
 

の
権
能
を
有
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
諮
問
機
関
と
し
て
コ
ム
ー
ネ
協
議
会
が
設
け
ら
れ
た
。
協
議
会
委
員
は
六
名
以
上
と
さ
れ
、
そ
の
 
 

三
分
の
一
は
県
知
事
に
よ
り
、
二
分
の
二
は
当
該
経
済
団
体
・
組
合
・
地
方
団
休
の
指
名
に
よ
り
任
命
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
（
四
 
 

（
1
9
）
 
 

粂
）
。
そ
し
て
同
年
九
月
三
日
勅
令
第
一
九
一
〇
号
に
よ
り
、
こ
の
よ
う
な
権
威
主
義
的
な
上
か
ら
の
コ
ム
ー
ネ
統
治
の
シ
ス
テ
ム
は
王
 
 

国
の
す
べ
て
の
コ
ム
ー
ネ
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
地
方
臼
治
の
圧
殺
は
、
更
に
現
段
階
に
も
及
び
、
一
九
二
八
年
 
 

一
二
月
一
石
日
法
律
第
二
九
六
二
号
に
よ
り
県
行
政
は
総
監
と
四
～
八
人
の
助
役
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
い
ず
れ
も
政
府
の
任
命
 
 

（
2
0
）
 
 

と
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
地
方
の
政
府
へ
の
従
属
の
体
制
が
完
成
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
 
 

九
一
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九
二
 
 

か
く
し
て
H
家
機
構
か
ら
地
方
制
度
の
権
威
‡
義
化
そ
し
て
弁
護
士
及
び
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
統
制
が
完
備
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
反
 
 

対
政
党
は
未
だ
存
在
し
た
が
事
実
上
フ
ァ
シ
ス
タ
党
の
一
党
制
が
機
能
し
、
議
会
内
の
反
対
派
も
無
力
と
化
し
、
反
対
派
の
新
聞
も
沈
黙
 
 

を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
は
反
対
派
の
捌
け
口
は
体
制
の
シ
ン
ボ
ル
た
る
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
個
人
に
 
 

対
す
る
テ
ロ
に
訴
え
る
以
外
は
な
か
っ
た
。
実
際
、
一
九
二
五
年
一
一
月
四
日
の
襲
撃
に
始
ま
り
、
一
九
二
六
年
四
月
七
日
、
九
月
一
一
 
 

日
、
一
〇
月
三
一
日
と
一
年
の
間
に
四
度
も
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
は
テ
ロ
に
塾
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
い
や
む
し
ろ
こ
の
こ
と
を
口
実
 
 

に
一
九
二
六
年
一
一
月
五
日
の
閣
議
に
お
い
て
全
政
党
、
結
社
の
禁
止
が
決
定
き
れ
、
更
に
い
わ
ゆ
る
国
防
法
案
の
議
会
提
出
が
決
定
さ
 
 

（
2
2
）
 
 

（
2
1
）
 
 

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
翌
六
日
に
は
新
し
い
公
共
秩
序
法
の
統
一
法
典
が
制
定
き
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
警
察
拘
禁
制
度
が
設
け
ら
 
 

れ
、
通
常
犯
以
外
に
、
「
洞
の
社
会
的
経
済
的
体
制
を
暴
力
で
以
て
転
覆
し
、
若
し
く
は
国
の
安
全
を
害
し
、
若
し
く
は
国
家
権
力
の
活
 
 

動
を
妨
害
若
し
く
は
阻
止
す
る
活
動
を
行
い
、
又
は
そ
の
よ
う
な
志
図
を
表
明
し
、
国
内
的
に
も
国
際
的
に
も
国
の
利
益
に
損
害
を
与
え
 
 

た
者
は
」
 
（
一
八
四
条
）
、
一
年
以
上
五
年
以
下
の
警
察
拘
禁
に
処
せ
ら
れ
る
（
一
八
五
条
）
こ
と
に
な
っ
た
。
更
に
算
二
一
五
条
に
よ
 
 

り
児
知
事
に
は
国
内
秩
序
に
反
す
る
活
動
を
行
っ
た
結
社
、
団
体
又
は
機
関
を
解
散
す
る
命
令
を
発
す
る
権
能
が
付
与
さ
れ
る
こ
と
に
な
 
 

っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
結
社
に
は
政
党
、
政
治
組
織
が
含
ま
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
 
（
二
一
八
条
）
。
又
県
知
事
に
は
、
第
二
条
に
 
 

よ
り
、
緊
急
又
は
重
大
な
公
共
の
必
要
性
の
あ
る
場
合
に
は
、
公
共
の
秩
序
と
安
全
を
保
痔
す
ろ
た
め
に
不
可
欠
な
増
置
を
と
る
棒
餞
が
 
 

付
与
さ
れ
て
い
る
。
「
緊
急
」
の
要
件
に
せ
よ
「
重
大
な
公
共
の
必
要
性
」
と
い
う
要
件
に
せ
よ
、
抽
象
的
な
‡
観
相
に
は
如
何
様
に
も
 
 

と
れ
る
事
態
烏
理
由
と
し
て
県
知
事
に
一
種
の
非
常
事
態
措
置
権
を
与
え
た
訳
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
公
共
秩
序
法
が
公
布
さ
れ
た
三
口
後
の
一
一
月
一
九
日
に
は
議
会
が
開
会
さ
れ
、
反
対
派
議
員
一
二
〇
名
の
議
員
資
格
喪
失
が
胃
 
 

言
さ
れ
る
と
と
も
に
、
国
防
法
案
が
提
出
き
れ
、
僅
か
一
二
人
の
反
対
で
可
決
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
「
国
防
措
置
に
関
す
る
」
 
 

（
2
3
）
 
 

一
九
二
六
年
l
一
月
二
五
日
法
律
第
二
〇
〇
三
号
は
、
前
年
一
月
三
日
の
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
の
議
会
演
説
で
開
始
き
れ
た
権
威
主
義
体
制
の
 
 

法
制
化
の
最
後
を
飾
る
も
の
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
ま
ず
第
一
条
に
よ
り
、
国
王
、
摂
政
、
王
妃
、
皇
太
子
そ
し
て
政
府
首
席
の
生
命
・
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身
体
・
自
由
を
侵
し
た
者
は
死
刑
に
処
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
第
二
条
で
は
刑
法
に
規
定
す
る
国
家
の
安
全
に
対
す
る
鐸
を
犯
し
た
 
 

者
も
同
様
に
死
刑
に
処
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
第
三
条
は
前
二
条
に
定
め
る
非
の
共
同
謀
議
者
、
教
唆
犯
に
つ
い
て
は
五
年
以
上
一
 
 

五
年
以
下
の
懲
役
に
処
せ
ら
れ
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
。
又
第
四
条
に
よ
り
、
解
散
せ
ら
れ
た
結
社
、
組
織
又
は
政
党
を
再
建
す
る
者
は
 
 

永
久
の
公
職
停
止
に
加
え
て
三
年
以
上
一
〇
年
以
下
の
懲
役
に
処
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
単
純
参
加
者
、
及
び
そ
の
理
論
、
綱
領
 
 

等
を
喧
伝
し
た
者
も
永
久
の
公
職
停
止
と
二
年
以
上
五
年
以
下
の
懲
役
に
処
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
更
に
第
五
条
は
、
国
外
で
 
 

国
の
信
用
又
は
威
信
を
傷
つ
け
る
活
動
を
行
い
、
又
は
岡
の
利
益
を
損
な
う
活
動
を
行
っ
た
者
は
永
久
の
公
職
停
止
と
五
年
以
上
一
五
年
 
 

以
下
の
懲
役
に
処
し
、
欠
席
裁
判
の
場
合
に
は
市
民
権
喪
失
と
財
産
没
収
を
も
た
ら
す
と
定
め
て
い
る
。
そ
し
て
本
法
律
に
規
定
す
る
犯
 
 

罪
に
つ
い
て
は
軍
人
に
よ
り
構
成
き
れ
る
特
別
裁
判
所
が
審
理
す
る
こ
と
に
な
り
、
特
別
裁
判
所
の
判
決
に
つ
い
て
は
上
訴
が
認
め
ら
れ
 
 

（
2
4
）
 
 

な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
 
（
七
条
）
。
そ
の
後
一
九
二
六
年
一
二
月
一
二
日
勅
令
第
二
〇
六
二
号
で
本
法
律
の
施
行
細
則
が
定
め
ら
れ
、
 
 

翌
二
七
年
一
月
四
日
に
特
別
裁
判
所
の
裁
判
官
が
任
命
さ
れ
、
フ
ァ
シ
ス
ト
体
制
下
の
反
対
派
弾
圧
装
置
と
し
て
の
国
防
特
別
裁
判
所
が
 
 

活
動
を
開
始
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
な
お
、
国
防
措
置
に
関
す
る
法
律
は
、
そ
の
節
八
条
で
五
年
問
の
時
限
立
法
と
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
 
 

の
規
定
の
多
く
は
一
九
三
一
年
七
月
一
日
の
新
刊
法
典
に
組
み
込
ま
れ
、
周
防
特
別
裁
判
所
も
政
治
犯
罪
の
法
廷
と
し
て
フ
ァ
シ
ズ
ム
体
 
 

制
の
重
要
な
機
関
と
し
て
活
動
を
続
け
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
第
二
次
大
戦
に
至
る
ま
で
岡
防
特
別
裁
判
所
が
死
刑
を
下
し
た
の
は
九
 
 

（
2
5
）
 
 

件
に
す
ぎ
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
反
対
派
へ
の
大
き
な
脅
威
と
な
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
 

ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
は
、
こ
れ
に
加
え
て
、
警
察
長
官
ポ
ッ
キ
ー
ニ
の
発
案
に
よ
る
0
V
R
A
の
名
で
知
ら
れ
る
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
抑
圧
監
視
 
 

（
2
6
）
 
 

機
構
を
利
用
し
て
、
日
常
的
に
反
対
派
の
活
動
に
眼
を
光
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。
か
く
し
て
フ
ァ
シ
ズ
ム
は
警
察
監
視
と
特
別
裁
判
所
 
 

に
よ
る
反
体
制
派
へ
の
抑
圧
機
構
を
、
ほ
ぼ
一
九
二
六
拝
ま
で
に
創
り
あ
げ
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
っ
た
。
 
 
 

か
か
る
成
果
の
上
に
一
九
二
七
年
に
は
労
働
窟
毒
が
、
翌
二
八
年
に
は
新
選
挙
法
と
大
評
議
会
法
が
制
定
き
れ
、
他
方
、
権
力
雫
擾
後
 
 

か
ら
交
渉
を
積
み
重
ね
て
き
た
ヴ
7
テ
イ
カ
ン
と
の
協
定
も
二
九
年
二
月
一
一
口
に
は
調
印
の
運
び
と
な
り
、
同
年
三
月
二
四
日
の
総
選
 
 

九
二
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九
四
 
 
 

挙
に
お
い
て
こ
の
一
連
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
「
功
槙
」
は
国
民
の
圧
倒
的
「
信
任
」
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
「
協
同
体
」
体
制
に
関
わ
る
 
 

労
働
憲
章
に
つ
い
て
は
次
章
で
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
し
て
、
こ
こ
で
は
二
八
年
の
選
挙
法
、
大
評
議
会
法
、
そ
し
て
二
九
年
の
ラ
テ
ラ
ノ
 
 

協
定
に
つ
き
概
観
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
 
 
 

二
八
年
選
挙
法
は
、
ヴ
ィ
ド
ー
ニ
胃
協
定
、
労
働
関
係
規
制
法
、
協
同
体
省
の
設
置
、
労
傲
憲
章
と
い
う
一
連
の
「
協
同
体
」
体
制
の
 
 

樹
立
に
関
わ
る
措
置
を
踏
ま
え
て
、
そ
れ
を
選
挙
制
度
の
上
に
も
反
映
さ
せ
る
と
の
意
図
の
下
に
構
想
き
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
選
挙
法
 
 

改
正
の
指
針
は
一
九
二
七
年
一
一
月
一
〇
日
の
大
評
議
会
で
検
討
さ
れ
、
翌
年
三
月
一
四
日
に
議
会
に
投
出
さ
れ
、
一
九
二
八
年
五
月
一
 
 

（
2
7
）
 
 

七
日
法
律
第
一
〇
一
九
号
と
し
て
公
布
さ
れ
た
。
内
容
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
 
 
 

代
議
院
の
定
数
は
四
〇
C
人
に
削
減
き
れ
、
全
国
を
単
一
の
選
挙
区
と
し
（
一
条
）
、
選
挙
は
、
全
国
的
な
職
能
組
孤
の
恢
補
者
の
推
 
 

薦
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
大
評
議
会
の
振
袖
者
の
指
名
、
選
挙
人
闇
の
承
認
と
い
う
三
段
階
で
行
わ
れ
る
 
（
二
条
）
 
こ
と
に
な
っ
た
。
付
表
に
列
 
 

挙
さ
れ
た
全
国
的
な
職
能
組
織
は
定
数
の
二
倍
、
即
ち
八
〇
〇
人
を
推
薦
す
る
こ
と
が
で
き
（
三
条
）
、
そ
の
他
の
文
化
・
教
育
・
社
会
 
 

扶
助
等
の
全
国
組
織
は
定
数
の
半
分
、
即
ち
二
〇
〇
人
を
推
薦
す
る
こ
と
が
で
き
た
（
四
条
）
が
、
候
補
者
名
簿
は
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
大
神
 
 

議
会
が
そ
の
推
薦
を
考
慮
に
入
れ
て
自
由
に
 
（
従
っ
て
推
薦
以
外
の
者
を
も
含
む
こ
と
が
で
き
た
）
作
成
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
（
五
 
 

条
）
。
そ
の
結
果
、
選
挙
人
は
「
フ
ァ
シ
ズ
ム
大
評
議
会
の
指
名
し
た
代
議
院
議
貝
の
名
簿
を
承
認
す
る
か
」
と
苦
か
れ
た
投
票
用
紙
に
 
 

賛
否
の
思
想
を
表
示
す
る
こ
と
し
か
で
き
な
く
な
っ
た
（
六
条
）
。
選
挙
権
は
二
一
歳
以
ヒ
（
妻
子
あ
る
場
合
は
一
八
歳
以
上
）
 
の
男
子
 
 

で
、
∽
法
認
さ
れ
た
組
合
の
組
合
費
を
支
払
っ
て
い
る
も
の
、
∽
債
接
税
一
〇
〇
リ
ラ
を
支
払
っ
て
い
る
も
の
、
仰
国
家
、
地
方
公
共
団
 
 

体
、
そ
の
他
の
公
的
機
関
か
ら
給
与
、
年
金
、
手
当
を
受
け
て
い
る
も
の
、
川
カ
ト
リ
ッ
ク
の
聖
職
者
、
の
何
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
 
 

認
め
ら
れ
た
 
（
一
〇
条
）
。
 
 
 

こ
の
選
挙
法
に
よ
り
自
由
主
義
的
議
会
制
に
固
有
の
選
挙
人
に
よ
る
議
員
の
選
挙
と
い
う
シ
ス
テ
ム
は
放
棄
さ
れ
、
職
能
代
表
に
基
づ
 
 

く
議
会
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
選
挙
人
の
資
格
、
候
補
者
も
す
べ
て
職
禍
団
体
へ
の
帰
属
の
有
無
に
よ
り
決
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定
き
れ
、
し
か
も
フ
ァ
シ
ズ
ム
大
評
議
会
と
い
う
体
制
の
政
党
と
は
い
え
l
政
党
の
機
関
が
事
実
上
議
員
を
指
者
す
る
方
式
が
導
入
さ
れ
、
 
 

（
祁
）
 
 

国
民
は
受
動
的
に
そ
れ
へ
の
賛
否
を
問
わ
れ
る
に
す
ぎ
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
選
挙
法
は
必
然
的
に
フ
ァ
シ
ズ
ム
大
評
議
会
の
法
制
化
に
道
を
開
く
こ
と
に
な
っ
た
。
か
く
し
て
「
フ
ァ
シ
ズ
ム
大
評
議
会
の
組
 
 

（
2
9
）
 
 

織
と
権
限
に
関
す
る
」
一
九
二
八
年
一
二
月
九
口
法
律
第
二
六
九
三
号
が
制
定
き
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
法
律
の
第
‥
条
に
よ
り
、
 
 

「
フ
ァ
シ
ズ
ム
大
評
議
会
は
、
一
九
二
二
年
一
〇
月
の
革
命
に
よ
り
誕
生
し
た
体
制
の
す
べ
て
の
活
動
を
調
整
し
統
括
す
る
最
高
樺
関
で
 
 

あ
る
」
と
さ
れ
た
。
政
府
首
席
は
大
評
議
会
の
議
長
と
な
り
、
そ
の
招
集
の
権
限
を
持
ち
、
議
事
日
程
を
定
め
る
 
（
二
条
）
。
全
国
フ
ァ
 
 

シ
ス
タ
党
書
記
慮
が
大
評
議
会
の
書
記
長
を
兼
ね
、
政
府
首
席
の
事
故
の
場
合
に
は
、
そ
の
委
任
を
受
け
て
大
評
議
会
を
栴
貸
し
、
主
宰
 
 

（
3
0
）
 
 

す
る
こ
と
が
で
き
た
 
（
三
条
）
。
大
評
議
会
の
メ
ン
バ
ー
は
、
終
身
と
し
て
、
ロ
ー
マ
進
軍
の
四
天
王
、
閣
僚
と
し
て
三
拝
以
上
大
評
議
 
 

会
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
者
、
一
九
二
一
年
以
降
の
全
国
フ
ァ
シ
ス
タ
党
書
記
東
経
験
者
（
四
条
）
が
列
挙
き
れ
、
更
に
上
下
両
院
議
長
、
 
 

閣
僚
、
首
相
府
次
官
、
国
防
義
勇
軍
最
高
指
揮
官
、
全
国
フ
ァ
シ
ス
タ
党
指
導
部
委
員
、
イ
タ
リ
ア
・
ア
カ
デ
ミ
ー
会
長
と
フ
ァ
シ
ス
ト
 
 

文
化
協
会
会
長
、
全
国
パ
リ
ッ
ラ
事
業
団
団
長
、
国
防
特
別
裁
判
所
長
官
、
全
国
フ
ァ
シ
ス
ト
労
働
組
合
連
合
会
長
、
全
国
協
同
組
合
会
 
 

長
は
、
そ
の
在
職
中
に
限
り
メ
ン
バ
ー
と
な
る
 
（
五
条
）
。
大
評
議
会
の
メ
ン
バ
ー
に
は
議
員
と
同
じ
よ
う
に
不
逮
捕
特
権
が
認
め
ら
れ
 
 

た
 
（
九
条
）
。
そ
の
職
務
は
無
償
と
さ
れ
、
又
会
議
は
秘
密
と
さ
れ
た
（
一
〇
条
）
。
大
評
議
会
の
権
限
は
、
∽
一
九
二
八
年
三
月
一
七
 
 

日
の
選
挙
法
第
五
条
に
基
づ
き
、
代
議
院
議
員
の
名
簿
、
倒
全
国
フ
ァ
シ
ス
タ
党
の
規
約
、
体
制
、
政
治
指
針
、
㈱
全
国
フ
7
シ
ス
タ
党
 
 

の
書
記
長
、
副
書
記
長
、
事
務
局
長
、
そ
の
他
の
指
導
部
メ
ン
バ
ー
、
を
決
定
す
る
こ
と
で
あ
り
（
二
条
）
、
更
に
憲
法
的
性
格
を
有
 
 

す
る
す
べ
て
の
問
題
に
つ
き
意
見
を
述
べ
る
こ
と
で
あ
っ
た
 
（
一
二
条
）
。
そ
し
て
次
の
七
項
目
は
憲
法
的
性
格
を
有
す
る
と
き
れ
た
。
 
 

川
王
位
継
承
、
国
王
の
権
能
と
大
権
、
∽
大
評
議
会
、
元
老
院
、
代
議
院
の
構
成
と
機
能
、
側
首
相
た
る
政
府
首
席
の
権
能
と
大
権
、
㈹
 
 

執
行
府
の
法
規
制
定
権
、
相
組
合
・
協
同
休
制
度
、
糾
国
家
と
法
王
庁
と
の
関
係
、
∽
領
土
と
植
民
地
の
変
更
、
又
は
領
土
の
放
棄
に
関
 
 

す
る
条
約
。
そ
の
上
、
大
評
議
会
は
、
政
府
首
席
の
提
案
に
基
づ
き
、
政
府
首
席
の
欠
け
た
場
合
に
、
政
府
首
席
の
任
命
の
た
め
の
名
侍
 
 

九
五
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九
六
 
 
 

を
作
成
し
、
更
新
す
る
権
限
も
有
す
る
こ
と
に
な
っ
た
 
（
一
三
条
）
。
 
 
 

こ
の
法
律
に
よ
り
体
制
の
最
高
機
関
と
し
て
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
大
評
議
会
の
構
成
と
権
限
が
正
式
に
定
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
留
 
 

意
す
べ
き
は
、
こ
の
機
関
は
「
最
高
」
と
き
れ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
現
実
に
は
政
府
首
席
が
招
集
、
主
宰
し
、
議
事
日
程
を
定
め
る
と
さ
れ
 
 

た
よ
う
に
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
に
従
属
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
フ
ァ
シ
ス
タ
党
が
国
家
機
関
と
な
り
党
の
国
家
へ
の
従
属
が
法
制
 
 

度
上
も
確
立
し
た
こ
と
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
の
ナ
チ
ス
と
は
違
い
、
イ
タ
リ
ア
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
は
党
が
国
家
機
関
を
指
導
す
る
の
で
は
な
く
、
 
 

国
家
が
覚
を
指
導
し
従
属
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
大
評
議
会
の
権
限
に
王
位
継
承
の
問
題
を
帰
属
せ
し
め
た
こ
と
は
、
国
王
と
 
 

（
3
1
）
 
 

フ
ァ
シ
ズ
ム
の
問
に
乳
轢
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
り
、
王
室
刷
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
対
す
る
不
日
を
醸
成
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
点
は
 
 

王
室
を
完
全
に
は
掌
握
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
イ
タ
リ
ア
・
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
弱
さ
に
も
な
る
。
文
意
法
学
上
は
、
こ
の
法
律
に
よ
り
王
国
 
 

憲
章
上
は
知
ら
れ
な
か
っ
た
憲
法
的
法
秤
の
存
在
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
通
常
法
律
と
憲
法
的
法
律
の
区
別
 
 

は
、
こ
こ
で
初
め
て
誕
牛
し
た
訳
で
あ
る
が
、
こ
の
区
別
は
戦
後
の
新
憲
法
下
で
も
継
承
き
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
 
 
 

後
に
述
べ
る
よ
う
に
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
を
独
裁
者
の
地
位
か
ら
引
き
ず
り
降
ろ
す
こ
と
に
な
る
の
も
、
こ
の
法
律
で
最
高
機
関
と
さ
れ
た
 
 

（
3
2
）
 
 

大
評
議
会
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
権
威
主
義
的
単
一
政
党
制
が
法
制
上
も
確
立
し
た
こ
と
牽
確
認
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
 

（
3
3
）
 
 
 

さ
て
、
長
期
に
わ
た
る
交
渉
を
経
て
一
九
二
九
年
二
月
一
一
日
に
署
名
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
ラ
テ
ラ
ノ
協
定
は
、
法
王
什
と
イ
タ
リ
ア
間
 
 

の
条
約
、
財
務
協
定
、
法
王
庁
と
イ
タ
リ
ア
聞
の
協
約
か
ら
な
る
。
ま
ず
条
約
の
ポ
イ
ン
ト
は
第
二
六
条
に
あ
り
、
そ
こ
で
法
王
庁
は
 
 

「
ロ
ー
マ
を
首
都
と
す
る
サ
ヴ
ォ
イ
ア
朝
下
の
イ
タ
リ
ア
王
国
を
承
認
し
」
、
他
方
「
イ
タ
リ
ア
は
法
王
の
主
権
下
に
あ
る
ゾ
ァ
テ
イ
カ
 
 

ン
市
国
」
を
承
認
す
る
こ
と
に
な
り
、
か
く
し
て
リ
ソ
ル
ジ
メ
ン
ト
以
来
の
懸
案
で
あ
っ
た
ロ
ー
マ
問
菰
に
最
終
的
に
終
止
符
が
打
た
れ
 
 

る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
と
と
も
に
一
八
七
一
年
五
月
一
三
日
の
い
わ
ゆ
る
「
保
障
法
」
は
廃
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
次
に
財
務
協
 
 

定
は
、
一
∧
七
一
年
の
「
保
障
法
」
で
規
定
さ
れ
た
補
償
紙
の
精
算
分
と
し
て
イ
タ
リ
ア
政
府
が
法
王
庁
に
七
倍
五
〇
〇
〇
万
リ
ラ
を
現
 
 

金
で
、
一
〇
億
リ
ラ
を
五
％
の
利
子
付
債
権
で
支
払
う
こ
と
を
取
極
め
た
。
最
も
重
要
な
の
は
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
宗
教
と
教
会
の
条
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件
を
規
制
す
る
協
約
で
あ
る
が
、
ま
ず
第
一
条
で
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
よ
る
「
霊
的
権
力
の
自
由
な
行
使
、
公
の
礼
拝
の
自
由
な
行
使
、
 
 

宗
教
事
項
に
関
す
る
裁
判
管
轄
権
」
が
保
障
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
更
に
籍
三
四
条
で
は
宗
教
婚
に
民
事
法
上
の
効
力
が
認
め
ら
れ
、
 
 

昂
三
六
条
で
は
「
カ
ト
リ
ッ
ク
の
伝
統
に
よ
る
キ
リ
ス
ト
教
教
理
の
教
育
を
公
教
育
の
其
礎
で
あ
り
完
成
で
あ
る
」
こ
と
が
考
慮
き
れ
、
 
 

「
現
在
初
等
教
育
で
な
さ
れ
て
い
る
宗
教
教
育
尊
、
法
王
庁
と
イ
タ
リ
ア
国
家
と
の
合
意
に
基
づ
く
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
よ
り
、
中
等
教
育
 
 

に
お
い
て
も
行
う
」
こ
と
に
な
っ
た
。
最
後
に
指
摘
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
は
、
第
四
三
条
で
法
干
庁
の
監
督
下
に
あ
る
「
イ
タ
リ
ア
 
 

・
カ
ト
リ
ッ
ク
行
動
団
」
が
、
如
何
な
る
政
党
の
彩
響
下
に
も
な
い
こ
と
を
条
件
と
し
て
で
は
あ
ろ
が
、
承
認
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
ラ
テ
ラ
ノ
協
定
に
よ
り
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
は
自
己
の
権
力
の
基
礎
を
イ
タ
リ
ア
社
会
の
中
で
よ
り
一
層
堅
固
な
も
の
と
す
る
こ
と
に
 
 

成
功
し
た
と
い
え
よ
う
。
こ
の
こ
と
は
同
年
三
月
二
四
日
の
新
選
挙
法
の
下
で
の
総
選
挙
に
ぉ
い
て
大
部
議
会
の
名
綺
が
九
八
・
四
％
の
 
 

支
持
を
得
、
反
対
は
僅
か
一
・
六
％
に
過
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
で
も
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
教
を
内
政
外
交
の
道
具
と
す
る
と
の
 
 

ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
の
狙
い
は
少
な
く
と
も
H
初
は
達
成
さ
れ
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
し
か
し
長
期
的
に
出
た
場
合
に
は
協
定
は
法
王
庁
に
 
 

有
利
に
働
い
た
。
財
務
協
定
に
よ
る
収
人
は
勿
論
ヴ
7
テ
イ
カ
ン
の
財
政
状
態
を
改
善
す
る
こ
と
に
な
り
、
条
約
に
よ
り
独
立
国
と
し
て
 
 

承
認
さ
れ
、
し
か
も
婚
姻
、
教
育
の
分
野
で
の
権
限
を
承
認
さ
れ
た
訳
で
あ
る
か
ら
市
民
社
会
に
お
け
る
教
会
の
影
極
力
を
増
大
せ
し
め
 
 

（
3
4
）
 
 

る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
「
カ
ト
リ
ッ
ク
行
動
団
」
の
承
認
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
全
休
主
義
国
家
の
内
部
で
教
会
は
一
定
の
「
自
律
 
 

性
」
を
も
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
っ
た
。
先
隼
指
摘
し
た
「
宮
廷
」
の
存
在
に
加
え
て
、
イ
タ
リ
ア
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
は
「
教
 
 

会
」
と
い
う
自
律
的
勢
力
の
存
在
を
容
認
せ
ぎ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
イ
タ
リ
ア
の
全
体
‡
義
が
ド
イ
ツ
の
ナ
チ
ス
と
比
し
て
完
 
 

壁
さ
に
お
い
て
劣
る
第
二
の
理
由
と
い
え
よ
う
。
 
 
 

し
か
し
一
九
二
九
年
と
い
う
時
点
に
お
い
て
み
る
な
ら
ば
こ
の
ヴ
7
テ
イ
カ
ン
と
の
協
定
に
よ
り
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
の
威
信
は
頂
点
に
達
 
 

し
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
目
指
し
た
権
威
主
義
体
制
は
一
つ
の
画
期
を
迎
え
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
体
制
を
市
民
社
会
の
中
に
ま
で
 
 

も
根
を
お
ろ
す
た
め
に
構
想
さ
れ
た
の
が
、
協
同
体
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
た
。
次
章
で
は
こ
の
間
題
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
 
 



岡 法（3a－1）g色  

（
1
）
 
フ
ァ
シ
ズ
ム
革
命
の
「
国
璽
尚
書
」
と
称
さ
れ
、
「
大
衆
的
棒
城
主
義
国
家
」
の
法
制
化
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
商
法
学
者
で
元
ナ
シ
ョ
ナ
 
 
 

リ
ス
ト
の
 
巴
昔
e
d
 
R
O
C
C
O
（
－
讐
d
⊥
石
崇
∴
 
の
法
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
つ
い
て
は
、
P
a
O
－
O
 
U
n
g
a
r
i
】
A
－
f
r
e
d
R
O
C
C
0
2
Ⅰ
．
i
d
2
0
－
O
g
i
a
 
g
i
弓
i
d
i
c
a
 
 
 

d
e
l
 
f
a
s
c
i
s
m
O
、
M
O
r
C
e
≡
a
ロ
a
－
－
笥
A
．
が
詳
し
い
。
 
 

（
2
）
A
t
t
r
i
b
u
N
i
n
i
 
e
 
p
r
e
r
O
g
a
t
i
く
e
 
d
e
－
C
a
p
O
 
d
e
－
G
。
く
e
r
n
O
－
勺
r
ぎ
。
己
i
n
i
s
t
r
O
 
S
e
雪
e
t
a
r
i
O
 
d
i
∽
t
a
t
O
，
L
e
謁
2
慧
d
i
c
e
ヨ
b
r
e
－
岩
∽
－
 
 
 

n
．
N
宗
∽
∵
n
 
L
e
g
g
i
 
e
 
D
e
c
r
e
t
i
 
d
e
－
R
e
g
n
O
 
d
．
コ
a
－
i
a
－
】
父
㌫
－
P
P
．
彗
宗
－
笥
遥
●
 
 

（
3
）
G
E
s
a
】
b
e
r
t
i
．
〇
p
．
C
i
t
．
、
p
．
∽
∽
0
0
‥
C
a
n
d
e
－
O
r
O
｝
O
p
．
C
i
t
．
－
p
．
】
崇
∴
A
琶
a
r
。
n
2
，
O
p
－
C
i
t
．
一
り
讃
．
 
 

（
4
）
A
－
f
r
e
d
声
O
n
C
O
－
L
a
 
t
r
a
s
f
O
r
m
a
已
呂
e
 
d
e
〓
O
 
S
t
a
t
O
∴
■
L
a
吉
c
e
ユ
A
n
昌
i
m
a
 
E
d
i
t
r
i
c
2
－
－
篭
ご
p
一
N
芝
．
 
 

（
5
）
R
O
C
C
O
〉
 
O
p
．
C
i
t
一
｝
 
p
．
N
O
N
．
 
 

（
6
）
S
已
a
 
f
a
c
。
－
t
脚
d
e
－
p
O
t
e
r
e
 
e
S
e
C
仁
正
吉
d
i
 
e
m
a
n
a
r
e
 
n
O
r
m
2
g
i
焉
i
d
i
n
h
2
．
L
e
叫
g
e
ピ
g
2
n
呂
i
◇
－
り
N
の
－
n
●
－
0
0
∵
臼
 
L
2
呵
g
i
2
D
2
・
 
 
 

C
r
e
t
i
 
d
e
－
R
e
g
n
O
 
d
．
－
t
已
i
a
】
－
芝
草
 
p
p
．
⊇
ヂ
烏
£
．
 
 

（
7
）
G
h
i
s
a
－
b
e
r
t
i
、
O
p
．
C
i
t
．
－
p
．
叫
崇
二
A
q
u
a
r
O
n
e
－
O
p
．
n
i
t
．
－
p
．
ヨ
．
従
来
の
慣
行
の
法
制
化
に
す
ぎ
な
い
と
の
見
地
は
ロ
ッ
コ
の
議
会
に
お
け
 
 
 

る
提
案
理
由
の
中
で
繰
り
返
し
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
R
O
C
C
O
－
O
p
．
C
i
t
こ
p
p
・
－
崇
s
g
g
・
）
。
 
 

（
8
）
冨
r
m
e
 
s
u
〓
a
 
g
e
r
e
ヨ
N
か
e
ユ
g
i
】
a
ロ
～
a
 
d
e
i
 
g
i
。
r
n
a
－
i
2
d
e
－
－
2
p
u
b
b
－
i
n
a
～
i
O
ユ
p
e
r
i
O
d
i
n
h
e
●
R
．
D
．
L
●
－
∽
l
烏
－
i
O
－
諾
ぃ
－
n
．
∽
N
笠
－
 
 
 

i
n
 
A
q
u
a
r
O
n
e
－
O
p
．
C
i
t
こ
 
p
p
．
璧
芯
1
〕
会
．
 
 

（
9
）
A
q
巨
r
呂
e
〉
O
p
一
C
i
t
．
】
p
p
．
会
－
畠
．
こ
の
勅
令
の
施
行
令
は
一
九
二
四
年
七
月
一
〇
日
に
制
定
さ
れ
た
。
 
 

（
1
0
）
R
e
讐
－
a
r
i
z
臣
且
呂
e
 
d
e
】
て
a
t
t
i
ユ
t
抄
 
d
e
〓
e
 
a
s
s
O
C
i
a
已
昌
i
－
e
n
t
i
 
e
d
 
i
s
t
i
t
u
t
i
 
e
 
d
e
ご
．
a
p
p
a
r
t
e
n
e
n
N
a
 
a
i
 
m
e
d
e
s
s
i
m
i
 
d
e
－
p
e
r
s
O
n
a
－
e
 
 
 

d
i
p
e
n
d
e
n
t
e
 
d
a
－
－
O
 
S
t
a
t
O
－
d
a
－
－
e
 
p
r
O
エ
n
c
－
e
－
d
a
i
 
c
O
m
u
n
i
 
e
 
d
a
 
i
s
t
i
t
E
i
 
s
。
t
t
O
p
O
S
t
i
 
p
2
r
－
2
g
g
e
 
a
l
－
a
 
t
u
邑
a
 
d
e
－
－
O
 
S
t
a
t
O
－
d
e
－
】
e
 
 
 

p
r
O
ご
．
n
C
i
e
 
c
 
d
e
i
 
n
O
m
u
n
i
一
L
e
謁
e
 
N
の
 
n
O
く
e
m
b
r
e
－
器
u
－
P
 
岩
N
P
 
i
コ
 
P
r
O
く
諾
d
i
m
e
n
t
i
－
e
巴
s
】
a
t
i
く
i
－
－
浩
中
 
p
p
．
】
詔
－
－
－
諾
い
．
 
 

（
1
1
）
D
i
s
罵
n
S
a
 
d
a
】
 
s
e
r
5
．
N
i
O
 
d
e
i
 
f
u
n
z
i
呂
a
r
i
 
d
e
ご
O
 
S
t
a
t
〇
．
L
e
g
g
e
 
N
A
 
d
i
c
e
m
b
r
e
－
¢
N
∽
｝
n
－
N
〕
吉
∵
ロ
P
T
O
く
完
d
i
m
m
e
n
t
i
【
c
g
i
s
㌻
t
i
阜
 
 
 

－
諾
ヂ
 
p
．
－
．
 
 

（
1
2
）
以
上
に
つ
い
て
は
参
踊
、
A
q
u
a
r
O
莞
）
。
p
．
C
i
t
こ
p
p
・
監
－
笠
・
 
 
 

‾■ヽ   ‾■ヽ   一■‾ヽ  
151413  ）   ヽ＿＿ノ   ）  

ー
e
g
i
s
】
a
t
i
く
i
－
】
悪
声
p
p
．
∽
諾
－
会
∽
．
 
 
 

D
i
s
p
O
S
i
忠
O
n
i
 
s
u
〓
a
 
s
t
a
m
p
a
 
p
e
r
i
O
d
i
c
a
．
L
e
g
g
e
 
〕
－
d
i
c
e
m
b
r
e
－
票
串
■
 
P
‥
㌫
喜
一
i
n
 
A
q
u
a
r
O
n
e
，
O
p
．
C
i
t
．
↓
p
p
一
台
0
0
－
念
戸
 
 

以
上
に
つ
い
て
は
参
照
、
A
q
u
a
r
O
n
e
－
O
p
．
C
i
t
こ
 
p
・
器
・
 
 

N
O
r
m
e
 
罵
r
－
a
 
i
s
t
i
t
仁
N
i
O
n
e
 
d
e
H
．
a
－
b
O
 
p
r
O
f
e
s
s
i
O
n
a
－
e
 
d
e
i
 
g
i
O
r
n
a
－
i
s
t
i
．
R
．
D
．
宗
f
e
吉
r
a
i
O
－
双
頭
－
P
 
霊
草
∵
n
 
P
r
O
く
諾
d
i
m
e
n
t
i
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（
1
6
）
 
L
．
i
s
t
i
t
已
Z
i
昌
e
 
d
e
－
G
O
く
e
r
n
a
t
O
r
a
t
O
 
d
i
 
R
O
m
a
．
R
．
D
．
L
．
N
0
0
 
O
t
t
O
b
r
e
－
悪
声
 
i
ロ
S
c
h
宅
a
r
Z
e
n
b
e
r
g
】
 
O
p
．
C
i
t
一
－
p
p
．
N
山
A
－
N
缶
．
 
 

（
1
7
）
以
上
に
つ
い
て
は
参
府
、
A
q
u
a
r
O
n
e
｝
O
p
．
C
i
t
．
、
p
p
．
票
－
芝
．
 
 

（
1
8
）
l
s
t
i
t
u
z
i
O
n
e
 
d
e
－
号
d
e
s
t
帥
 
e
 
d
e
〓
a
 
c
O
n
S
u
－
｛
a
 
m
u
n
i
c
i
p
a
－
e
 
n
e
i
 
c
O
m
u
n
i
 
c
O
n
 
p
O
p
O
－
a
z
O
n
e
 
n
昌
e
C
C
e
d
e
n
t
e
 
i
誓
言
 
a
b
i
t
a
n
t
i
．
 
 
 

L
e
g
的
e
か
 
f
e
b
b
r
a
i
O
－
¢
N
の
．
P
 
N
当
．
i
n
 
P
r
O
く
く
e
d
i
m
e
已
i
－
e
g
i
s
－
a
t
i
く
i
－
－
篭
か
．
p
p
．
∽
篭
－
い
芝
．
 
 

（
1
9
）
 
E
s
t
e
n
s
i
O
n
e
 
d
e
〓
．
〇
r
d
i
n
a
m
e
n
t
O
 
p
O
d
e
s
｛
a
r
i
訂
 
a
 
t
u
t
t
i
 
i
 
c
O
m
仁
n
i
 
d
e
－
r
e
g
n
〇
．
R
．
D
．
L
．
い
s
e
t
｛
e
m
b
r
e
－
父
㌫
－
n
．
－
¢
－
0
－
i
n
 
 
 

冒
。
く
く
e
d
i
m
e
n
t
i
－
e
g
i
s
－
a
t
i
く
i
－
】
誓
宗
－
p
p
．
N
N
－
か
－
N
N
－
0
0
．
 
 

（
2
0
）
A
q
仁
a
r
O
n
e
－
O
p
．
C
i
t
．
，
p
．
笥
．
 
 

（
2
1
）
A
q
u
a
r
O
n
e
－
O
p
．
C
i
t
こ
 
p
．
遥
．
 
 

（
2
2
）
A
p
p
r
O
畠
Z
i
O
n
e
 
d
e
－
t
e
s
t
O
告
i
c
O
 
d
e
－
－
e
－
e
g
g
i
 
d
i
 
p
亡
b
b
ご
c
a
 
s
i
c
u
r
e
z
z
a
．
戸
D
．
か
n
O
く
e
m
b
r
e
－
篭
か
ー
n
．
－
0
0
金
－
i
n
勺
r
O
∃
e
d
i
m
e
n
t
i
 
 
 

－
e
g
i
s
－
a
t
i
く
i
一
－
¢
N
か
－
p
p
．
N
－
∽
N
－
N
－
芸
．
 
 

（
2
3
）
P
－
○
∃
e
d
i
m
e
n
t
i
 
p
e
r
－
a
 
d
i
f
e
s
a
 
d
e
－
－
O
 
S
t
a
t
〇
．
L
e
g
g
e
 
N
い
n
O
く
e
ヨ
b
r
e
－
父
蒜
－
n
．
N
含
0
0
－
i
n
 
P
r
O
∃
e
d
i
m
2
n
t
i
－
e
g
i
s
－
a
t
i
き
ー
り
N
か
－
 
 
 

p
p
．
N
N
0
0
べ
－
N
N
0
0
P
 
 

（
2
4
）
2
0
r
m
e
 
p
e
r
て
a
t
t
u
a
z
i
O
n
e
 
d
e
〓
a
－
e
g
g
e
 
N
い
ロ
○
記
m
b
r
e
】
浩
李
 
n
．
N
含
0
0
】
S
u
i
 
p
r
O
く
諾
d
i
m
e
n
｛
i
 
p
e
T
－
a
 
d
i
f
e
s
a
 
d
e
u
O
∽
t
a
｛
〇
．
R
．
D
．
 
 
 

－
N
 
d
i
c
e
m
b
r
e
－
¢
N
の
ー
n
．
N
宗
N
〉
 
i
n
 
P
O
く
く
e
d
i
m
e
n
t
i
－
e
g
i
s
－
a
t
i
エ
ー
－
荒
か
ー
p
p
．
N
∽
い
か
ー
N
∽
い
0
0
．
 
 

（
2
5
）
A
q
u
a
r
O
コ
e
、
O
p
．
C
i
t
こ
 
p
p
．
－
○
山
I
－
○
㌣
 
 

（
2
6
）
A
q
畠
r
D
n
e
－
O
p
．
C
i
t
．
，
p
p
．
－
弓
－
－
冨
．
 
 

（
2
7
）
R
i
f
O
r
m
a
 
d
e
〓
a
 
r
a
p
p
r
e
s
e
n
t
a
n
N
a
 
p
O
－
i
t
i
c
a
．
L
e
g
g
e
－
↓
m
a
g
g
i
O
－
呂
㌘
P
－
○
－
㌘
 
i
n
 
L
e
宋
i
 
e
 
D
e
c
H
e
t
i
 
d
e
－
R
e
g
n
O
 
d
こ
t
a
－
i
a
－
－
霊
夢
 
 
 

p
p
．
u
－
畠
1
U
－
ふ
P
 
 

（
2
8
）
A
q
亡
a
r
O
n
e
）
 
O
p
．
C
i
t
こ
 
p
p
．
－
∽
－
－
－
盟
〓
C
中
ロ
d
e
【
O
r
O
－
O
p
．
C
i
t
．
－
p
p
．
－
い
ー
ー
ー
∽
∽
．
 
 

（
2
9
）
O
r
d
i
n
a
m
e
n
t
O
 
e
 
a
t
t
r
i
b
u
已
昌
i
 
d
e
l
 
G
r
a
n
 
C
O
n
S
i
g
H
O
 
d
e
－
F
a
s
c
i
s
m
〇
．
L
e
g
g
e
¢
d
i
c
2
m
b
r
e
－
¢
N
0
0
－
n
．
N
悪
∽
，
i
n
 
L
e
竃
i
 
e
 
D
e
c
r
e
t
i
 
 
 

d
e
【
 
R
e
g
戸
O
 
d
こ
t
a
〓
a
、
－
悪
声
 
p
p
．
詔
－
チ
∴
誘
S
．
 
 

（
3
0
）
す
な
わ
ち
ビ
ア
ン
キ
、
パ
ル
ボ
、
デ
・
ヴ
ュ
ツ
キ
、
デ
・
ボ
ー
ノ
の
四
人
。
 
 

（
3
1
）
C
a
已
2
－
O
r
O
｝
O
p
．
C
i
t
．
－
p
p
．
－
∽
ふ
1
－
だ
二
R
2
n
2
0
D
e
 
F
2
日
c
2
－
M
u
Ⅵ
S
。
－
i
n
i
 
i
－
f
a
s
c
i
s
t
a
ロ
ー
E
i
n
a
u
d
i
－
－
漂
0
0
ー
p
p
・
∽
○
¢
！
巴
P
 
 

（
3
2
）
G
h
i
s
a
－
b
e
ユ
i
u
 
O
p
．
C
i
t
．
｝
p
p
．
∽
詔
－
∽
か
∽
一
 
 

（
3
3
）
 
こ
こ
で
は
、
「
 
N
↓
m
a
g
g
i
O
－
悪
汐
＝
戸
0
0
⊆
．
E
s
e
c
u
軋
O
n
e
 
d
e
－
t
r
a
t
t
a
t
O
－
d
e
i
 
q
u
a
t
t
r
O
 
a
u
e
g
a
t
i
 
a
n
n
e
s
s
i
－
e
 
d
e
－
C
O
n
C
O
r
d
a
t
〇
一
 
 
 

S
O
t
t
O
S
C
r
i
言
 
i
n
 
R
O
m
a
．
t
r
a
－
a
 
S
a
n
t
a
 
S
e
d
e
 
e
 
l
こ
t
a
－
i
a
－
〓
 
f
e
b
b
r
a
i
O
－
禁
遣
－
i
n
 
C
O
d
i
c
e
 
c
O
S
t
i
t
u
已
O
n
a
－
e
 
e
 
a
m
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
く
○
－
 
 

九
九
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対
立
す
る
資
本
と
労
働
を
協
同
体
に
統
合
し
、
資
本
‡
義
で
も
祉
会
主
義
で
も
な
い
第
三
の
遺
を
行
く
と
喧
伝
さ
れ
た
協
同
体
ン
ス
テ
 
 

ム
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
問
題
を
協
同
体
に
関
わ
る
立
法
に
焦
点
右
あ
て
て
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
し
 
 

よ
う
。
 
 

（
1
）
 
 
 

ま
ず
出
発
点
は
一
九
二
六
年
四
月
三
日
法
律
第
五
六
二
号
「
集
団
的
労
働
関
係
の
法
的
規
制
」
に
あ
っ
た
。
こ
の
法
律
は
前
年
一
〇
月
 
 

二
日
の
い
わ
ゆ
る
ゲ
ィ
ド
1
二
宮
協
定
（
フ
ァ
シ
ス
ト
糾
合
に
労
働
者
の
独
占
的
代
表
権
を
、
そ
し
て
工
業
総
連
盟
に
工
業
媒
の
独
占
的
 
 

（
2
）
 
 

代
表
権
を
承
恋
し
、
⊥
場
四
部
要
員
会
の
廃
止
を
定
め
る
）
 
を
受
け
て
戚
宜
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
第
一
条
は
、
川
任
用
者
組
合
は
当
 
 

該
企
業
に
属
す
る
労
働
者
の
一
〇
分
の
一
以
上
を
雇
用
し
て
い
る
場
合
に
、
労
働
組
合
は
、
当
該
部
門
の
労
働
者
の
一
〇
ガ
の
一
以
上
を
 
 

代
表
す
る
場
合
に
、
∽
更
に
組
合
が
組
合
只
の
経
済
的
精
神
的
利
益
の
保
護
に
加
え
て
、
組
合
員
の
扶
助
、
愉
即
的
国
家
的
訓
育
と
教
育
 
 

の
目
的
を
遂
行
し
、
㈹
そ
し
て
組
合
指
導
者
が
そ
の
能
力
、
倫
理
性
、
国
家
的
信
念
高
藤
持
し
て
い
る
場
合
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
組
合
が
法
 
 

認
さ
れ
る
こ
と
を
定
め
、
第
二
条
は
、
自
由
業
者
の
組
合
も
、
第
一
条
の
条
作
を
満
た
す
場
合
に
は
、
法
認
き
れ
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
。
 
 

そ
し
て
組
合
の
法
認
は
、
第
四
条
に
上
り
、
国
務
院
の
意
見
を
徹
し
て
、
内
務
大
臣
と
協
議
の
上
所
郁
大
担
の
提
嘉
に
基
づ
き
勅
令
に
よ
 
 

っ
て
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
か
く
し
て
法
認
さ
れ
た
組
合
は
、
第
五
条
に
よ
り
、
法
人
格
を
取
得
し
、
当
該
部
門
の
す
べ
て
の
使
用
 
 

者
、
労
働
者
、
自
由
職
業
者
を
代
表
す
る
も
の
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
法
認
さ
れ
た
組
合
の
締
結
し
た
労
働
協
約
は
、
第
一
〇
粂
に
よ
り
、
 
 
 

M
a
g
g
i
O
r
i
 
E
d
i
t
O
r
e
－
－
霊
】
－
p
p
．
畠
0
0
I
缶
0
0
．
を
参
照
し
た
。
 
 

（
3
4
）
C
a
n
d
e
l
O
r
〇
．
〇
p
．
C
i
t
．
．
p
p
．
N
∽
∽
1
N
∽
○
い
D
e
 
F
e
〓
c
e
－
O
p
．
C
i
t
こ
 
p
p
．
〕
琵
－
畠
〕
．
 
 

四
 
「
協
同
体
」
体
制
の
虚
構
と
現
実
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そ
れ
が
代
表
す
る
す
べ
て
の
使
用
者
、
労
他
者
、
自
由
業
者
に
対
し
て
効
力
を
も
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
 
 
 

こ
の
法
律
の
第
一
条
に
い
う
「
倫
理
的
国
家
的
教
育
」
、
「
倫
理
性
、
国
家
的
信
念
」
と
い
う
語
は
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
好
ん
で
川
い
る
も
 
 

の
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
事
実
上
フ
ァ
シ
ス
ト
の
組
合
の
み
が
存
在
を
許
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
し
か
も
僅
か
一
〇
分
 
 

の
一
の
使
用
者
又
は
労
働
者
を
組
織
し
て
い
れ
ば
充
分
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
上
、
第
四
条
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
そ
れ
も
政
府
の
厳
 
 

格
な
統
制
の
下
に
お
か
れ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
 
 
 

次
に
、
集
団
的
労
働
関
係
に
関
す
る
一
切
の
紛
争
は
、
控
訴
院
に
設
置
さ
れ
る
労
個
我
判
部
の
権
限
と
さ
れ
た
（
一
三
条
）
。
労
働
裁
 
 

判
部
ほ
三
名
の
控
訴
院
評
定
宮
で
構
成
さ
れ
、
そ
の
う
ち
の
一
名
が
部
長
を
務
め
る
が
、
場
合
に
よ
っ
て
は
残
産
と
労
働
に
見
識
を
有
す
 
 

る
二
名
の
市
民
が
控
訴
院
蛮
一
部
長
（
長
官
）
 
の
選
任
に
よ
り
陪
鹿
す
る
こ
と
も
で
き
た
 
（
一
四
条
）
。
 
 
 

更
に
、
第
一
八
条
に
よ
り
、
ロ
ッ
ク
ア
ウ
ト
と
ス
ト
ラ
イ
キ
は
禁
止
さ
れ
、
違
反
者
は
、
任
用
者
の
場
合
は
一
万
リ
ラ
以
上
一
〇
万
リ
 
 

ラ
以
下
の
罰
金
に
、
労
働
者
の
場
合
に
は
一
〇
〇
リ
ラ
以
上
一
〇
〇
〇
リ
ラ
以
下
の
罰
金
に
処
せ
ら
れ
、
共
謀
の
場
合
に
は
首
謀
者
、
煽
 
 

動
者
、
組
織
者
は
罰
金
に
加
え
て
一
年
以
上
二
年
以
下
の
禁
帽
に
処
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
 
 
 

最
後
に
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
法
律
の
段
階
に
お
い
て
は
労
使
の
組
合
は
統
合
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
区
別
が
 
 

維
持
さ
れ
て
お
り
、
た
だ
中
央
段
階
で
の
統
合
が
予
定
さ
れ
て
お
り
（
三
条
）
、
協
同
体
と
い
う
用
語
も
侍
用
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
 
 

る
。
 
 

（
3
）
 
 
 

こ
の
中
央
で
の
統
合
機
関
は
、
同
年
七
月
一
日
の
勅
令
第
一
一
三
〇
号
に
よ
り
同
一
化
産
分
野
の
労
使
を
包
棋
す
る
全
問
組
織
と
さ
れ
、
 
 

こ
れ
を
協
同
体
（
c
O
r
p
O
r
a
2
i
O
n
2
）
と
呼
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
（
四
二
条
）
。
し
か
も
こ
の
協
同
体
は
法
人
格
を
有
せ
ず
、
国
家
行
政
機
関
 
 

と
さ
れ
 
（
四
三
条
）
、
そ
の
主
要
な
任
務
は
「
生
産
を
謁
解
し
、
最
善
に
組
織
す
る
た
め
の
す
べ
て
の
創
意
を
推
進
し
、
助
長
し
、
増
助
 
 

す
る
」
こ
と
に
あ
る
と
き
れ
た
の
で
あ
る
 
（
四
四
条
）
。
 
 

（
4
）
 
 
 

そ
し
て
翌
二
日
の
勅
令
第
二
三
一
号
に
よ
り
協
同
体
省
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
（
一
条
）
、
協
同
体
省
の
下
に
協
同
体
全
国
評
 
 

一
〇
叫
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一
〇
二
 
 
 

議
会
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
 
（
四
条
）
。
そ
の
構
成
は
、
協
同
体
相
が
議
長
と
な
り
、
協
同
体
省
次
官
、
国
民
経
済
省
労
働
局
長
 
 

に
加
え
て
国
民
経
済
省
よ
り
二
名
、
そ
の
他
の
省
よ
り
一
名
の
代
表
（
局
長
級
以
上
と
す
る
）
、
更
に
法
認
さ
れ
た
工
業
と
農
業
の
全
国
 
 

組
合
総
連
合
の
代
表
二
人
、
そ
の
他
の
全
国
組
合
総
連
合
の
代
表
一
人
、
使
用
者
及
び
労
働
者
の
総
連
合
よ
り
代
表
一
人
、
全
国
労
働
余
 
 

暇
事
業
団
、
パ
リ
ッ
ラ
全
国
事
業
団
、
母
子
全
国
事
業
団
の
代
表
一
人
か
ら
な
っ
て
い
る
 
（
四
条
）
。
 
 
 

以
上
の
法
制
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
協
同
体
は
生
産
の
分
野
に
お
け
る
自
律
的
な
組
合
と
し
て
で
は
な
く
、
国
家
統
制
の
下
で
全
 
 

国
的
見
地
か
ら
生
産
を
統
制
し
、
そ
の
日
姐
の
た
め
に
使
用
者
と
労
働
者
を
と
も
に
規
律
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
「
国
家
機
関
」
に
す
 
 

ぎ
な
い
も
の
と
な
っ
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
 
 

（
5
）
 
 
 

こ
の
点
は
一
九
二
七
年
四
月
二
一
日
の
労
働
冠
草
に
お
い
て
よ
り
明
確
に
な
る
。
第
一
条
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
イ
タ
リ
ア
民
族
は
、
 
 

そ
れ
を
構
成
す
る
個
人
又
は
個
人
の
集
合
体
に
優
越
す
る
目
的
、
生
活
、
行
動
手
段
を
有
す
る
有
機
体
で
あ
り
、
フ
ァ
シ
ス
ト
国
家
に
お
 
 

い
て
完
全
に
実
現
さ
れ
る
倫
理
的
、
政
括
的
及
び
経
済
的
統
一
体
で
あ
る
。
そ
し
て
第
二
条
に
よ
り
労
励
は
社
会
的
義
務
と
さ
れ
、
生
産
 
 

の
総
体
は
全
国
的
見
地
か
ら
統
一
的
な
も
の
と
さ
れ
た
。
算
用
条
は
、
使
用
者
と
労
働
者
の
対
立
す
る
利
害
を
調
停
し
、
そ
し
て
そ
れ
を
 
 

生
産
と
い
う
高
次
の
利
益
に
従
属
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
産
に
お
け
る
各
当
事
者
間
の
連
滞
を
実
現
す
る
こ
と
を
謳
い
、
こ
の
こ
と
 
 

が
労
働
協
約
に
明
記
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
。
節
六
条
第
二
項
は
、
協
同
体
は
生
産
に
お
け
る
統
一
組
織
で
あ
り
、
そ
の
利
益
 
 

を
全
面
的
に
代
表
す
る
と
さ
れ
、
生
産
が
国
民
的
関
心
事
で
あ
る
が
故
に
協
同
体
は
、
法
律
に
よ
り
、
国
家
機
関
と
し
て
認
め
ら
れ
る
、
 
 

と
規
定
し
た
。
 
 
 

こ
の
労
働
冠
章
は
、
国
内
は
も
ち
ろ
ん
国
際
的
に
も
か
な
り
の
反
饗
を
呼
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
。
日
本
に
も
逸
早
く
紹
介
き
れ
、
「
今
や
 
 

発
展
の
道
程
に
在
る
フ
ワ
シ
ス
ト
国
家
其
の
も
の
の
根
本
組
織
の
主
要
原
則
と
見
る
べ
き
も
の
で
あ
る
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
そ
れ
ば
か
 
 

り
で
は
な
く
「
近
代
的
個
人
法
組
織
の
宣
言
た
る
一
七
八
九
年
の
仏
国
人
椎
茸
言
と
同
様
な
る
画
時
代
的
同
時
に
世
界
的
記
録
た
る
の
意
 
 

（
6
）
 
 

義
す
ら
之
に
認
め
ら
る
る
様
で
あ
る
」
と
ま
で
も
ち
あ
げ
ら
れ
た
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し
か
し
な
が
ら
、
か
く
華
々
し
く
協
同
体
国
家
の
樹
立
が
喧
伝
は
さ
れ
た
が
、
そ
の
具
体
化
に
は
既
存
の
同
家
組
織
と
年
産
組
織
の
不
 
 

信
も
あ
っ
て
、
そ
の
後
の
進
展
は
ス
ム
ー
ス
に
は
い
か
ず
、
協
同
体
全
国
評
議
会
が
実
際
に
発
足
す
る
の
は
一
九
三
〇
年
に
な
っ
て
か
ら
 
 

（
7
）
 
 

で
あ
り
、
協
同
体
の
構
成
と
権
能
が
呉
休
化
さ
れ
る
の
は
一
九
三
四
年
二
月
五
目
法
律
第
一
六
三
号
を
待
た
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
年
に
政
 
 

（
8
）
 
 

府
首
席
令
に
よ
り
二
二
の
業
種
別
の
協
同
体
が
設
立
さ
れ
た
が
、
も
は
や
珪
産
上
の
イ
ニ
シ
7
テ
ィ
ブ
も
発
揮
し
う
る
余
地
は
な
く
、
各
 
 

（
9
）
 
 

職
種
の
代
表
と
し
て
の
役
割
も
果
た
せ
る
状
況
に
は
な
か
っ
た
。
協
同
体
な
く
し
て
も
国
家
が
す
べ
て
を
掌
握
し
う
る
時
代
と
な
っ
て
い
 
 

た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
協
同
体
国
家
と
し
て
称
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
表
面
的
な
も
の
に
固
ま
り
、
政
治
権
力
に
対
し
て
自
律
性
を
 
 

喪
失
し
て
い
た
フ
ァ
シ
ズ
ム
協
同
体
は
、
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
の
協
同
体
主
義
者
が
観
察
し
た
よ
う
に
当
初
の
理
念
を
喪
失
し
、
同
家
機
関
 
 

（
1
0
）
 
 

と
な
り
さ
が
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
 
 
 

そ
れ
で
も
こ
の
「
協
同
体
」
体
制
は
、
最
後
に
代
議
院
の
改
革
に
ま
で
及
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
構
懲
は
エ
チ
オ
ピ
ア
戦
争
の
勝
利
 
 

に
よ
り
国
際
連
盟
の
経
済
制
裁
に
も
拘
わ
ら
ず
エ
チ
オ
ピ
ア
を
併
合
し
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
威
信
を
昂
瘍
せ
し
め
た
と
い
う
背
景
の
下
に
日
 
 

程
に
上
る
こ
と
に
な
っ
た
。
一
九
三
六
年
一
一
月
一
八
日
の
大
評
議
会
は
議
会
制
の
改
革
に
関
す
る
委
員
会
を
発
足
せ
し
め
、
委
員
会
は
 
 

同
年
一
二
月
一
日
か
ら
作
業
を
開
始
し
、
一
九
三
八
年
七
月
一
四
日
に
作
業
を
終
了
し
た
。
一
方
、
大
評
議
会
は
一
九
三
八
年
三
月
一
四
 
 

日
の
会
議
で
次
の
よ
う
な
動
議
を
可
決
し
て
い
た
。
「
フ
ァ
シ
ズ
ム
大
評
議
会
は
、
国
の
新
し
い
立
法
及
び
代
表
機
関
を
設
立
す
る
こ
と
 
 

を
議
決
し
た
後
、
王
国
冠
章
の
改
正
に
よ
り
憲
法
改
革
の
完
遂
に
着
手
す
べ
き
で
あ
る
と
決
定
す
る
」
。
即
ち
、
権
力
掌
握
後
一
五
年
以
 
 

■
、
H
）
 
 

上
も
た
っ
て
か
ら
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
憲
法
の
制
定
を
目
指
す
こ
と
を
公
式
に
表
明
し
た
訳
で
あ
る
。
 
 

一
九
三
八
年
一
〇
月
七
日
、
大
評
議
会
は
フ
ァ
ツ
シ
・
コ
ル
ポ
ラ
ツ
ィ
オ
ー
ネ
議
会
に
関
す
る
法
案
と
協
同
休
全
国
評
議
会
の
改
革
に
 
 

関
す
る
法
案
を
承
認
し
、
そ
の
後
こ
の
二
つ
の
法
案
は
議
会
に
提
出
き
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
一
九
三
九
年
一
月
一
九
日
法
律
第
一
一
一
九
号
、
一
 
 

九
三
九
年
一
月
五
日
法
律
第
一
〇
号
と
し
て
成
立
、
公
布
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
よ
り
先
、
一
九
三
八
年
三
月
l
九
日
の
大
評
議
 
 

（
1
2
）
 
 

（
1
3
）
 
 

会
に
お
い
て
は
新
し
い
党
の
規
約
が
承
認
き
れ
、
同
年
四
月
二
八
日
勅
令
第
五
一
三
号
と
し
て
公
布
き
れ
て
い
た
。
「
協
同
体
」
体
制
を
 
 

一
〇
三
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」
■
■
 
 

l
 
 

一
〇
四
 
 

（
1
4
）
 
 

議
会
の
次
元
に
お
い
て
も
実
現
す
る
も
の
と
き
れ
た
の
が
フ
ァ
ッ
シ
・
コ
ル
ポ
ラ
ツ
ィ
オ
ー
ネ
議
会
設
置
法
で
あ
る
。
こ
の
法
律
の
第
一
 
 

条
に
よ
り
、
代
議
院
が
廃
止
さ
れ
、
そ
れ
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
フ
ァ
ツ
シ
・
コ
ル
ポ
ラ
ツ
ィ
オ
ー
ネ
議
会
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
 
 

た
。
第
二
条
は
、
元
老
院
と
フ
ァ
ッ
シ
・
コ
ル
ポ
ラ
ツ
ィ
オ
ー
ネ
試
会
は
立
法
に
関
し
て
政
肘
に
協
賛
す
る
も
の
と
し
た
。
そ
し
て
フ
ァ
 
 

ッ
シ
・
コ
ル
ポ
ラ
ツ
ィ
オ
ー
ネ
議
会
は
、
全
国
フ
ァ
シ
ス
タ
党
の
全
閉
評
議
会
委
員
及
び
協
同
体
全
国
評
議
会
要
員
に
よ
り
構
成
き
れ
る
 
 

こ
と
に
な
っ
て
い
る
 
（
第
三
条
）
。
更
に
政
府
首
席
た
る
フ
ァ
シ
ズ
ム
統
領
及
び
フ
ァ
シ
ズ
ム
大
群
議
会
委
員
は
、
法
上
当
然
に
、
議
会
 
 

の
構
成
員
に
な
る
 
（
四
条
）
。
議
員
の
名
称
は
 
D
e
p
u
t
a
t
i
（
代
議
士
）
か
ら
C
O
n
S
i
g
H
e
r
i
コ
a
Z
i
O
コ
a
H
（
全
国
評
議
員
）
 
に
変
わ
っ
た
 
 

（
五
条
）
。
但
し
、
憲
常
に
よ
り
代
議
士
の
有
し
て
い
た
議
員
特
権
（
不
逮
捕
・
不
起
訴
特
種
、
免
責
特
権
）
 
は
引
き
続
き
卓
有
す
る
と
 
 

と
も
に
、
歳
費
も
受
け
る
こ
と
に
な
「
て
い
る
 
（
七
条
）
。
憲
法
的
法
律
案
、
予
算
案
等
は
本
会
議
で
の
審
議
と
議
決
が
要
請
さ
れ
て
い
 
 

る
が
 
（
一
五
条
）
、
そ
れ
以
外
の
法
律
案
に
つ
い
て
は
立
法
委
員
会
で
の
審
議
・
議
如
の
み
で
成
立
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
 
（
一
六
条
）
。
 
 

し
か
も
一
五
条
に
列
挙
き
れ
た
法
律
案
で
も
政
府
首
席
た
る
フ
ァ
シ
ズ
ム
統
領
が
緊
急
と
判
断
し
た
場
合
に
は
委
員
会
立
法
の
手
続
き
を
 
 

と
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
 
（
一
七
粂
）
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
、
二
八
咋
の
選
挙
法
で
も
と
も
か
く
も
維
持
き
れ
て
い
た
議
員
の
国
民
の
投
粥
㌦
に
よ
る
指
名
は
排
除
き
れ
、
フ
ァ
ソ
シ
・
 
 

コ
ル
ポ
ラ
ツ
ィ
オ
ー
ネ
議
会
の
評
議
員
は
、
節
三
～
四
条
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
自
動
的
に
決
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
更
に
執
行
権
と
立
 
 

法
権
の
分
離
も
克
服
さ
れ
、
第
二
条
に
明
ら
か
な
よ
う
に
議
会
は
政
府
の
立
法
権
の
行
政
に
協
賛
す
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
き
れ
た
。
又
 
 

体
制
の
最
高
機
関
と
き
れ
た
フ
ァ
シ
ズ
ム
大
評
議
会
の
権
能
も
、
選
挙
が
廃
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
た
め
、
殆
ど
無
に
帰
す
る
こ
と
に
 
 

な
っ
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
最
後
に
、
こ
の
法
律
に
関
し
て
指
摘
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
は
、
第
一
六
条
の
定
め
る
委
員
会
立
法
の
 
 

（
1
5
）
 
 

制
度
で
あ
る
が
、
こ
の
シ
ス
テ
ム
も
戦
後
の
忍
法
に
限
定
的
な
形
に
お
い
て
継
承
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

し
か
も
、
こ
の
フ
ァ
ッ
シ
・
コ
ル
ポ
ラ
ツ
ィ
オ
ー
ネ
議
会
も
一
九
三
九
年
一
二
月
七
日
の
会
議
を
最
後
に
開
か
れ
な
く
な
り
、
第
二
次
 
 

大
戦
へ
の
参
戦
と
い
う
重
大
な
決
定
も
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
佃
人
の
決
断
に
よ
る
と
い
う
只
合
に
フ
ァ
シ
ズ
ム
体
制
は
仙
人
独
裁
と
い
う
側
面
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（
1
6
）
 
 

を
一
層
強
化
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
た
。
即
ち
、
協
同
体
国
家
と
い
う
の
は
名
ば
か
り
で
、
そ
の
内
実
は
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
の
独
 
 

裁
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
 
 

（
1
）
D
i
s
c
i
p
－
i
n
a
 
g
i
弓
i
d
i
c
a
 
d
e
i
 
r
a
p
p
O
r
t
i
 
c
O
〓
e
t
t
i
く
i
 
d
e
】
－
a
く
O
r
〇
．
L
e
g
常
∽
a
p
r
〓
e
－
諾
の
－
P
∽
の
∽
－
i
ロ
 
L
c
g
g
i
 
e
 
D
2
C
r
e
t
i
 
d
e
－
R
e
g
n
O
 
 
 

d
這
a
－
i
a
｝
－
票
挙
p
p
．
苫
か
1
ぎ
N
．
邦
訳
と
し
て
、
風
間
鶴
寿
「
イ
タ
リ
ア
組
合
法
の
素
材
」
 
（
『
法
学
論
叢
』
四
二
巻
二
号
、
一
九
四
〇
年
、
四
 
 
 

六
二
貢
以
下
）
。
 
 

（
2
）
 
A
q
u
a
r
O
n
e
－
O
p
．
C
i
t
．
．
p
．
畠
戸
 
 

（
3
）
2
0
r
B
e
 
p
e
r
－
一
a
t
t
u
a
z
i
O
n
e
 
d
e
〓
a
－
e
g
g
e
】
 
a
p
r
i
－
e
－
諾
㌘
＝
P
∽
無
一
S
u
〓
a
 
d
i
s
c
i
p
－
i
n
a
 
g
i
u
r
i
d
i
c
a
 
d
e
i
 
r
a
p
p
O
r
t
i
 
c
O
－
訂
t
t
i
ま
 
d
2
【
 
 

－
a
く
O
r
〇
．
R
．
D
．
－
h
g
－
i
O
－
父
㌫
－
コ
．
－
－
g
－
i
n
 
P
岩
く
く
2
d
i
m
2
n
t
i
－
e
乳
s
－
a
t
i
阜
－
諾
P
 
p
p
．
－
u
N
u
－
－
澄
－
．
邦
訳
、
風
間
、
前
掲
、
西
七
二
 
 
 

貢
以
下
。
 
 

（
4
）
l
s
t
i
t
岳
i
O
n
e
 
d
e
－
M
i
已
s
t
e
r
O
 
d
e
－
】
e
 
c
O
r
p
O
r
a
Z
i
昌
i
．
R
．
D
◆
N
－
u
g
－
i
O
－
黒
岩
－
ヨ
●
 
こ
芦
 
i
n
 
P
r
O
∃
e
d
i
m
e
n
t
i
－
e
g
i
s
－
a
t
i
阜
－
黒
岩
－
p
－
 
 
 

－
∽
鼠
N
．
 
 

（
5
）
 
こ
こ
で
は
、
A
q
u
a
r
O
n
e
－
O
p
t
 
C
テ
p
p
．
彗
可
－
畠
－
に
収
録
さ
れ
て
い
る
の
を
参
照
に
し
た
。
邦
訳
は
、
杉
山
直
治
郎
「
伊
太
利
労
働
憲
章
」
 
 

（
『
法
学
協
会
祁
誌
』
四
五
巻
七
号
、
一
九
二
七
年
、
二
西
貢
以
下
）
、
竹
村
英
輔
「
イ
タ
リ
ア
の
労
働
憲
草
」
 
（
『
フ
ァ
シ
ズ
ム
別
の
国
家
と
 
 
 

社
会
5
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
法
体
制
』
、
東
大
出
版
会
、
一
九
七
九
年
、
二
七
五
頁
以
下
）
。
な
お
、
労
働
憲
章
は
大
評
議
会
で
採
択
き
れ
た
が
、
官
報
 
 
 

に
掲
載
さ
れ
た
た
め
に
、
当
初
か
ら
そ
の
法
的
効
力
が
問
剋
と
な
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
き
一
九
三
一
年
二
月
七
H
の
破
棄
院
判
決
は
、
労
働
冠
葺
は
 
 
 

協
同
体
体
制
が
依
拠
す
べ
き
基
本
的
指
針
を
含
む
も
の
で
あ
る
が
、
法
律
の
効
力
を
も
た
な
い
と
、
判
示
し
た
。
そ
し
て
後
の
一
九
四
一
年
一
月
三
 
 
 

〇
口
法
律
第
一
四
号
に
よ
り
、
こ
の
問
題
は
次
の
よ
う
に
解
決
さ
れ
た
。
「
労
働
憲
章
の
宣
言
は
、
国
家
法
秩
序
の
一
般
原
則
を
な
し
、
法
律
の
解
 
 
 

釈
と
適
用
に
お
い
て
指
針
と
な
る
」
。
こ
の
点
に
つ
き
参
照
、
W
i
d
a
r
 
C
e
s
a
ユ
n
i
 
S
f
O
r
N
a
－
C
O
r
S
。
d
i
 
d
i
r
i
t
t
O
 
C
O
r
p
O
r
a
t
i
召
－
C
2
d
a
m
、
－
豊
中
 
 
 

p
．
－
㌢
 
 

（
6
）
杉
山
、
前
掲
、
九
五
頁
。
 
 

（
7
）
C
O
S
t
i
t
仁
Z
i
昌
e
 
e
 
f
u
n
汰
O
n
i
 
d
e
】
－
e
 
C
O
r
p
O
r
a
Z
i
O
n
i
．
L
2
g
g
e
∽
f
e
b
b
r
a
i
O
－
霊
草
 
n
一
－
缶
∵
n
 
L
e
g
g
i
e
 
D
e
c
r
e
t
i
 
d
e
－
R
e
g
n
O
 
d
こ
t
a
〓
a
，
 
 
 

－
宍
道
－
p
p
．
∽
諾
－
∽
き
．
 
 

（
8
）
註
（
7
）
 
の
法
律
と
二
二
の
協
同
体
設
立
に
関
す
る
政
府
首
席
令
の
邦
訳
は
、
風
間
鶴
寿
、
「
コ
ル
ポ
ラ
チ
オ
ー
ネ
雑
考
」
 
（
『
法
学
論
叢
』
四
 
 
 

二
巻
一
号
、
一
九
四
〇
年
、
一
二
六
貢
以
下
）
参
照
。
 
 

一
〇
五
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ー
記
N
．
本
稿
で
は
国
家
と
党
の
園
係
に
つ
い
て
は
独
白
の
検
討
の
対
象
と
は
し
な
か
っ
た
が
、
ド
イ
ツ
と
は
異
な
り
イ
タ
リ
ア
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
 
 
 

お
い
て
は
党
は
国
家
に
従
属
す
る
も
の
と
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
先
に
簡
単
に
触
れ
て
お
い
た
。
こ
の
こ
と
は
一
九
二
九
年
一
一
月
一
四
日
の
フ
 
 
 

ァ
シ
ズ
ム
大
評
議
会
の
攻
草
と
全
国
フ
ァ
シ
ス
タ
党
の
組
織
に
関
す
る
法
律
に
よ
り
、
法
制
上
も
明
ら
か
と
な
っ
た
。
即
ち
、
こ
の
法
律
の
第
六
条
 
 
 

に
よ
る
と
、
全
国
フ
ァ
シ
ス
タ
覚
の
規
約
は
政
府
首
席
た
る
首
相
が
フ
ァ
シ
ズ
ム
大
評
議
会
と
内
閣
の
意
見
を
徹
し
て
勅
令
に
よ
り
承
認
さ
れ
る
こ
 
 
 

と
に
な
り
、
又
環
七
条
に
よ
り
、
党
書
記
長
も
政
府
首
席
た
る
首
相
の
提
案
に
よ
り
勅
令
に
よ
り
任
命
き
れ
る
こ
と
に
な
り
、
し
か
も
政
府
首
席
の
 
 
 

掲
案
に
よ
り
閣
議
に
も
出
席
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
常
は
政
府
首
席
た
る
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
の
意
向
に
完
全
に
従
属
す
る
よ
う
に
な
っ
 
 
 

た
の
で
あ
り
、
自
律
性
を
喪
失
し
、
国
家
の
一
機
関
と
い
う
様
相
牽
帯
び
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
一
九
三
七
年
一
月
一
一
日
勅
令
 
 
 

第
西
母
に
よ
り
、
現
書
記
撞
に
は
国
務
大
臣
の
称
号
と
権
限
が
付
与
き
れ
る
こ
と
に
な
り
、
一
九
四
一
年
六
月
二
七
日
勅
令
葦
六
〇
〇
号
で
は
、
党
 
 
 

書
記
長
は
児
の
任
務
、
組
織
及
び
活
動
に
関
し
て
法
律
、
勅
令
、
省
令
を
提
案
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
こ
ま
で
く
る
と
党
は
完
全
に
国
家
の
中
 
 
 

に
編
入
さ
れ
た
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
 
 

（
1
3
）
A
q
u
雪
O
n
2
｝
O
p
 
C
i
t
こ
N
謡
．
 
 

（
1
4
）
l
s
t
i
t
u
N
i
O
n
e
 
d
e
〓
a
 
C
a
m
2
r
a
 
d
e
i
 
F
a
s
c
i
 
e
 
d
e
u
2
C
O
r
p
O
r
a
Z
i
O
阜
 
L
e
g
笥
¢
g
e
∃
a
i
O
－
宍
道
－
P
－
N
¢
一
i
b
 
L
e
g
g
i
 
e
 
D
e
c
r
e
ニ
d
2
－
 
 
 

R
e
粥
n
O
 
d
こ
t
a
〓
a
－
－
諾
¢
1
 
p
P
 
N
－
○
－
N
－
∽
．
 
 

（
1
5
）
G
b
i
s
a
－
b
e
r
t
i
，
O
p
■
C
i
t
・
－
p
p
・
N
謡
－
N
Ⅷ
戸
 
 

（
1
6
）
第
一
次
大
戦
へ
の
参
戦
と
幾
分
類
似
し
た
イ
タ
リ
ア
の
第
二
次
大
戦
へ
の
参
戦
過
程
に
つ
い
て
は
、
参
照
、
G
・
C
a
n
d
e
－
O
r
O
｝
・
S
t
O
r
i
a
 
d
e
－
て
 
 
 

｝
t
a
許
m
O
d
e
r
n
a
｝
雲
】
．
ヂ
F
e
－
t
r
i
n
e
≡
－
－
慧
芸
）
p
p
．
N
－
－
怠
‥
R
．
D
．
F
e
－
i
c
e
－
ブ
ど
s
s
O
H
n
i
こ
d
亡
C
e
 
l
I
－
E
i
n
a
亡
d
i
－
】
霊
】
〉
p
P
〕
遥
サ
ー
誉
芯
 
 
 

な
お
、
そ
れ
よ
り
前
一
九
三
八
年
に
は
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
は
国
王
と
と
も
に
「
帝
国
の
第
一
元
帥
」
と
な
っ
て
い
た
（
一
九
三
八
年
四
月
二
日
法
律
第
 
 
 

l
一
四
〇
号
）
。
も
ち
ろ
ん
戦
争
に
お
け
る
指
揮
権
掌
握
を
予
定
し
て
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
も
国
王
と
の
乱
轢
を
生
み
出
す
一
閃
と
な
っ
た
。
 
 
 

、    （    ‾＼  ‾‾＼  

121110 9 ＼－／   ）     ）    ）  

一
c
六
 
 
 

G
h
i
s
a
－
b
e
r
t
i
－
O
p
．
C
i
t
．
．
p
．
誓
P
 
 

W
i
d
a
r
 
C
e
s
a
r
i
已
 
S
f
O
r
琶
〉
 
C
O
r
竃
r
a
t
i
ま
∽
m
O
－
i
n
 
E
宍
i
c
－
O
p
e
d
i
a
 
d
2
－
D
i
r
i
t
｛
ロ
、
火
－
－
宗
N
，
p
．
雷
0
0
．
 
 

以
上
に
つ
い
て
は
、
A
q
u
a
r
O
n
e
－
O
p
－
C
i
t
■
，
p
p
．
N
↓
∽
－
N
詔
●
 
 

S
t
a
t
u
t
O
 
d
e
【
p
a
r
t
i
t
O
 
n
a
已
O
n
a
－
e
 
f
P
S
C
i
s
t
P
 
R
．
D
．
N
0
0
 
a
p
r
i
－
e
－
冨
㌘
 
n
．
巴
∽
－
i
n
 
【
わ
H
－
L
e
g
i
s
－
a
z
i
O
n
e
 
i
t
a
－
i
a
n
a
〉
－
空
車
p
p
一
↓
N
↓
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こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
は
リ
ソ
ル
ジ
メ
ン
ト
以
来
の
自
由
‡
義
的
議
会
主
議
を
葬
り
き
り
、
社
会
を
協
同
体
 
 

に
よ
り
組
織
し
、
そ
し
て
こ
の
協
同
体
を
基
礎
と
す
る
議
会
を
設
け
る
と
い
う
シ
ス
テ
ム
を
完
成
き
せ
た
が
、
こ
れ
は
外
形
の
み
に
固
ま
 
 

り
内
実
は
フ
ァ
シ
ズ
ム
統
領
で
政
府
首
席
で
あ
る
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
個
人
の
独
裁
体
制
と
い
っ
て
よ
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
統
治
機
構
 
 

で
あ
る
。
人
権
に
関
し
て
言
う
な
ら
ば
、
国
防
特
別
裁
制
所
を
頂
点
に
集
会
・
結
社
・
出
版
へ
の
規
制
に
よ
り
、
そ
し
て
0
V
R
A
に
よ
 
 

る
反
体
制
派
へ
の
日
常
的
監
視
に
よ
り
体
制
へ
の
批
判
活
動
は
封
じ
ら
れ
た
訳
で
あ
る
か
ら
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
抑
圧
さ
れ
る
こ
と
に
 
 

な
っ
た
。
反
体
制
派
の
指
導
者
は
海
外
と
り
わ
り
パ
リ
に
活
動
の
場
を
求
め
て
脱
出
す
る
か
、
沈
黙
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
種
々
の
フ
ァ
 
 

シ
ズ
ム
に
よ
る
立
法
が
そ
の
た
め
に
制
定
さ
れ
た
こ
と
は
既
に
ふ
れ
た
。
更
に
フ
ァ
シ
ズ
ム
は
刑
法
典
、
刑
事
訴
訟
法
典
 
（
と
も
に
一
九
 
 

三
〇
年
一
〇
月
一
九
日
公
布
、
一
九
三
一
年
七
月
一
日
施
行
）
 
に
加
え
て
一
九
四
二
年
に
は
民
法
典
、
民
事
訴
訟
法
典
を
新
し
く
制
定
す
 
 

（
1
）
 
 

る
と
い
う
作
業
を
行
っ
た
が
、
念
願
の
冠
法
の
制
定
に
は
終
に
至
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
政
権
掌
握
中
、
そ
の
 
 

試
み
は
何
度
か
行
わ
れ
た
。
 
 
 

ま
ず
一
九
二
二
年
五
月
一
日
、
大
評
議
会
は
マ
ッ
シ
マ
・
ロ
ッ
カ
を
委
員
長
と
す
る
窟
法
改
正
に
関
す
る
専
門
家
特
別
グ
ル
ー
プ
を
設
 
 

立
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
グ
ル
ー
プ
の
活
動
は
何
ら
の
帰
結
を
み
る
こ
と
に
は
な
ら
か
っ
た
。
次
に
一
九
二
四
年
九
月
四
日
に
は
全
国
フ
 
 

ァ
シ
ス
タ
党
指
導
部
の
指
名
に
基
づ
き
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
の
任
命
し
た
一
五
人
委
員
会
が
発
足
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
蚕
畠
会
は
政
府
と
い
 
 

う
よ
り
党
の
指
導
に
よ
る
も
の
で
公
式
の
も
の
と
は
い
え
な
か
っ
た
の
で
、
一
九
二
五
年
一
月
三
一
日
に
は
首
相
府
令
に
よ
り
新
し
く
一
 
 

八
人
委
員
会
が
任
命
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
裏
且
会
は
七
月
五
日
に
は
作
業
を
終
了
し
、
報
告
と
提
案
を
提
出
す
る
こ
と
に
な
っ
 
 

（
2
）
 
 

た
が
、
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
の
望
む
よ
う
な
改
革
と
は
程
遠
い
も
の
で
あ
っ
た
。
 
 

一
〇
七
 
 
 

五
 
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
「
憲
法
」
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一
〇
八
 
 

こ
う
し
て
憲
法
改
正
の
試
み
は
放
棄
き
れ
、
ロ
ッ
コ
の
手
に
な
る
一
連
の
立
法
に
よ
り
事
実
上
の
「
憲
法
改
正
」
が
先
行
し
た
こ
と
、
 
 

そ
し
て
最
後
に
一
九
三
六
年
に
も
大
評
議
会
は
憲
章
の
改
正
に
着
手
す
る
こ
と
を
正
式
に
決
定
し
て
い
た
が
、
こ
れ
も
フ
ァ
ッ
シ
・
コ
ル
 
 

ポ
ラ
ツ
ィ
オ
ー
ネ
議
会
の
設
立
の
み
で
終
わ
っ
て
し
ヰ
ニ
ノ
た
こ
と
は
先
に
見
た
通
り
で
あ
る
。
 
 
 

か
く
し
て
フ
ァ
シ
ズ
ム
は
王
国
璽
単
に
代
わ
る
自
ら
の
理
念
に
依
拠
し
た
憲
法
典
を
作
成
す
る
こ
と
に
は
成
功
し
な
か
っ
た
。
王
国
憲
 
 

章
白
身
が
軟
性
冠
法
で
あ
り
、
立
法
に
よ
り
そ
の
内
容
を
事
史
上
変
え
て
い
く
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
た
こ
と
、
更
に
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
理
 
 

論
そ
の
も
の
が
体
系
的
な
も
の
で
は
な
く
、
反
自
由
主
義
、
反
民
主
主
義
、
反
社
会
主
義
と
い
う
対
抗
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
す
ぎ
ず
、
現
実
 
 

に
は
国
家
独
占
資
本
主
義
的
政
稟
の
イ
タ
リ
ア
的
変
種
と
も
言
え
る
も
の
で
あ
っ
た
た
め
に
、
憲
法
と
い
う
社
会
の
枠
組
そ
の
も
の
を
設
 
 

定
す
る
構
想
力
に
欠
け
て
い
た
の
が
、
そ
の
主
な
理
由
と
思
わ
れ
る
。
 
 
 

そ
れ
で
は
当
時
の
憲
法
学
は
形
式
的
に
は
王
国
憲
章
の
下
で
実
質
的
に
形
成
き
れ
て
き
た
フ
ァ
シ
ズ
ム
体
制
に
如
何
な
る
対
応
を
示
し
 
 

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
 
 
 

ロ
ー
マ
大
学
の
ヴ
イ
ン
チ
ェ
ン
ツ
ォ
・
ザ
ン
ガ
ラ
は
一
九
三
八
年
の
論
文
「
イ
タ
リ
ア
と
ド
イ
ツ
に
お
け
る
単
一
政
党
制
と
新
し
い
代
 
 

（
3
）
 
 

表
国
家
」
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
近
代
国
家
の
代
表
的
性
格
は
国
家
の
主
権
的
権
能
へ
の
人
民
の
参
加
に
よ
り
示
さ
れ
る
。
 
 

そ
し
て
そ
の
参
加
は
議
会
制
に
上
り
実
現
き
れ
、
議
会
制
に
お
い
て
は
複
数
政
党
の
存
在
と
選
挙
手
続
き
が
要
請
き
れ
る
。
政
党
こ
そ
は
 
 

議
会
制
の
基
礎
を
な
し
、
そ
し
て
第
一
次
大
戦
後
の
議
会
制
の
合
理
化
に
お
い
て
は
組
織
政
党
の
優
位
が
催
立
し
、
そ
の
た
め
比
例
代
表
 
 

制
が
導
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
か
く
し
て
現
代
国
家
は
「
政
党
国
家
」
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
碑
覚
国
家
は
人
民
主
権
の
理
論
 
 

の
本
質
と
は
適
合
し
な
い
、
い
や
む
し
ろ
矛
眉
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
議
会
内
の
多
数
党
の
意
思
に
す
ぎ
な
い
も
の
が
、
議
 
 

会
の
意
思
と
な
り
、
主
権
を
表
明
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
以
上
が
議
会
制
の
今
R
の
到
達
段
階
で
あ
る
が
、
し
か
し
議
会
制
は
 
 

代
表
制
画
家
の
一
種
に
過
ぎ
な
い
。
議
会
制
な
し
で
も
代
表
制
同
家
は
存
在
し
う
る
。
イ
タ
リ
ア
や
ド
イ
ツ
の
単
一
の
政
党
の
国
家
が
そ
 
 

れ
に
あ
た
る
。
イ
タ
リ
ア
で
は
、
複
数
政
党
の
存
在
を
予
定
す
る
議
会
制
は
フ
ァ
シ
ス
タ
党
が
単
一
政
覚
と
な
っ
て
以
来
存
在
し
な
く
な
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っ
た
。
フ
ァ
シ
ス
タ
党
は
、
そ
の
規
約
が
国
家
に
よ
り
承
認
き
れ
る
よ
う
に
法
人
格
を
有
し
、
国
家
の
補
助
機
関
で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
 
 

に
フ
ァ
ン
ス
タ
党
は
単
一
政
党
で
国
家
の
補
助
機
関
で
も
あ
る
た
め
に
、
集
団
の
個
別
の
指
針
・
憤
向
・
利
益
で
は
な
く
、
全
人
民
を
代
 
 

表
す
る
の
で
、
国
家
に
対
し
て
補
完
的
な
役
割
を
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
共
通
の
政
治
的
利
害
を
有
す
る
全
人
民
 
 

を
代
表
す
る
単
一
の
政
党
で
あ
る
。
か
く
し
て
同
家
は
フ
ァ
シ
ス
タ
覚
に
憲
法
上
代
表
的
性
格
を
付
与
し
、
そ
の
代
表
的
的
性
格
に
よ
り
 
 

国
家
と
人
民
と
の
結
合
を
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
政
党
は
憲
法
的
性
格
の
若
干
の
制
度
的
結
合
に
よ
り
国
家
と
の
結
び
つ
 
 

き
を
実
現
す
る
。
こ
の
制
度
的
結
合
と
は
大
評
議
会
に
関
す
る
法
律
に
示
き
れ
て
い
る
。
か
く
し
て
代
表
の
機
能
は
単
一
の
政
党
に
よ
り
 
 

果
た
き
れ
て
お
り
、
こ
の
新
し
い
代
表
は
制
度
的
代
表
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
よ
う
。
市
民
の
統
治
へ
の
参
加
と
い
う
近
代
国
家
の
要
請
は
 
 

こ
こ
で
も
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
一
七
八
九
年
の
宣
言
に
依
拠
す
る
国
家
に
お
い
て
は
、
人
民
は
相
対
立
す
る
組
織
に
分
割
き
 
 

れ
、
国
家
生
活
へ
の
実
効
的
参
加
が
許
き
れ
ず
、
同
家
の
統
一
的
理
念
か
ら
排
除
き
れ
て
お
り
、
代
表
制
は
虚
偽
の
も
の
、
形
式
的
な
も
 
 

の
に
な
り
下
が
っ
て
い
る
。
フ
ァ
シ
ス
ト
同
家
に
お
い
て
こ
そ
、
人
民
を
完
全
に
代
表
す
る
社
会
の
法
体
制
が
実
現
き
れ
て
お
り
、
国
家
 
 

は
真
に
人
民
の
も
の
と
な
り
、
人
民
は
国
家
の
精
神
と
な
っ
て
い
る
。
 
 
 

即
ち
、
こ
の
論
者
は
「
制
度
的
代
表
」
と
い
う
概
念
で
以
て
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
樹
立
し
た
国
家
を
正
統
化
し
た
訳
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
 
 

（
4
）
 
 

「
理
論
」
は
ラ
ネ
レ
ッ
テ
ィ
の
「
イ
タ
リ
ア
国
家
に
お
け
る
全
国
フ
ァ
シ
ス
タ
党
」
、
サ
レ
ミ
の
「
フ
ァ
ツ
シ
・
コ
ル
ポ
ラ
ツ
ィ
オ
ー
ネ
 
 

（
5
）
 
 

議
会
」
に
も
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
 
 

（
6
）
 
 
 

こ
の
よ
う
に
、
「
権
威
主
義
体
制
は
、
そ
の
正
統
化
と
称
賛
の
た
め
の
議
論
を
多
く
の
公
法
学
者
の
中
に
見
出
し
た
」
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
な
態
度
は
、
多
元
主
義
を
唱
え
本
来
な
ら
独
裁
に
反
対
す
べ
き
と
旧
心
わ
れ
る
当
時
の
窟
法
学
の
権
威
た
る
サ
ン
テ
ィ
・
ロ
マ
 
 

ー
ノ
に
お
い
て
も
異
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
彼
の
『
憲
法
講
義
』
改
訂
第
∧
版
（
一
九
四
三
年
）
 
に
お
い
て
は
、
フ
ァ
ツ
シ
・
コ
ル
ポ
 
 

ラ
ツ
ィ
オ
ー
ネ
議
会
も
「
国
民
の
代
表
と
い
う
性
格
」
を
有
す
る
と
断
言
し
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
選
挙
と
い
う
手
続
き
は
踏
ま
な
い
が
、
 
 

伝
統
的
な
政
治
的
代
表
と
は
実
質
的
に
異
な
る
手
法
に
依
拠
し
た
代
表
で
あ
る
。
即
ち
、
意
思
の
代
表
で
は
な
く
利
益
の
代
表
で
あ
り
、
 
 

一
〇
九
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一
一
〇
 
 
 

制
度
的
代
表
と
言
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。
こ
の
代
表
制
度
は
、
国
の
す
べ
て
の
一
般
的
利
益
に
注
意
を
払
い
、
政
治
的
代
表
を
完
全
か
つ
完
 
 

（
7
）
 
 

壁
に
実
現
す
る
も
の
と
み
な
き
れ
て
い
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
当
時
の
公
法
学
者
は
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
体
制
の
現
実
の
機
能
に
は
眼
を
覆
い
、
そ
の
議
員
が
国
民
の
選
挙
に
よ
ら
ず
覚
又
は
 
 

協
同
体
の
メ
ン
バ
ー
が
自
動
的
に
任
命
さ
れ
る
議
会
を
も
「
国
民
の
代
表
」
と
し
て
理
論
化
す
る
の
に
貢
献
し
た
の
で
あ
っ
た
。
 
 
 

し
か
し
、
カ
ラ
マ
ン
ド
レ
イ
が
指
摘
す
る
如
く
、
フ
ァ
ツ
シ
■
コ
ル
ポ
ラ
ツ
ヘ
オ
ー
ネ
議
会
は
、
如
何
に
強
弁
し
よ
う
と
も
、
人
民
主
 
 

権
に
依
拠
し
、
自
由
な
選
挙
の
理
念
と
不
可
分
に
結
び
つ
い
た
政
治
的
代
表
と
は
い
え
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
ロ
マ
ー
ノ
の
よ
う
な
代
表
 
 

論
を
承
認
す
る
と
、
借
主
と
い
え
ど
も
神
の
法
に
よ
り
人
民
の
幸
福
を
擁
護
し
、
そ
の
忠
実
な
る
臣
民
の
利
益
を
代
表
す
る
と
い
う
こ
と
 
 

（
8
）
 
 

を
承
認
せ
ぎ
る
を
得
な
く
な
る
と
言
え
よ
う
。
 
 
 

マ
リ
オ
・
ガ
リ
ツ
ィ
ア
は
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
国
家
の
下
で
も
、
ナ
チ
ズ
ム
の
ド
イ
ツ
と
は
異
な
り
、
憲
法
学
の
フ
ァ
シ
ス
ト
約
刷
新
の
道
 
 

に
踏
み
込
ん
だ
の
は
少
数
の
者
（
コ
ス
タ
マ
ー
ニ
ャ
、
マ
ラ
ゲ
ィ
ッ
リ
ア
、
パ
ヌ
ン
ツ
ィ
オ
等
）
 
に
す
ぎ
ず
、
彼
等
は
不
信
の
脹
で
み
ら
 
 

れ
、
主
流
は
厳
格
に
学
問
的
方
法
を
堅
持
し
、
政
治
的
理
由
が
法
学
的
理
由
に
優
越
す
る
の
を
逝
け
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
 
 

（
9
）
 
 

た
 
（
モ
ル
ク
ー
テ
ィ
、
エ
ス
ポ
ジ
ト
、
ク
リ
ー
ザ
フ
ッ
リ
、
ラ
バ
ニ
ャ
等
）
 
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
の
点
の
評
価
は
幾
分
ギ
ザ
ル
ベ
ル
 
 

テ
ィ
の
評
価
と
異
な
る
。
確
か
に
、
モ
ル
タ
ー
テ
ィ
等
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
後
に
活
躍
す
る
こ
と
に
な
る
憲
法
学
者
が
、
こ
の
時
期
、
時
流
に
 
 

流
き
れ
ず
基
礎
的
な
研
究
に
邁
進
し
て
い
た
の
は
事
実
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
は
ギ
ザ
ル
ベ
ル
テ
ィ
も
蕃
定
は
し
な
い
。
た
だ
彼
は
、
こ
の
 
 

（
1
0
）
 
 

よ
う
な
研
究
ス
タ
イ
ル
も
「
体
制
に
と
っ
て
は
、
そ
し
て
権
力
を
掌
握
し
て
い
た
人
物
に
と
っ
て
は
」
間
接
的
に
は
「
有
効
な
支
援
」
に
 
 

な
っ
た
こ
と
を
よ
り
重
視
す
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

論
者
の
評
価
の
視
点
の
違
い
と
言
っ
て
も
よ
か
ろ
う
が
、
と
も
か
く
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
樹
立
し
た
体
制
は
、
ロ
マ
ー
ノ
に
見
ら
れ
る
如
 
 

く
、
あ
く
ま
で
も
「
代
表
制
の
枠
の
中
」
に
留
ま
る
も
の
と
し
て
憲
法
学
上
は
評
価
さ
れ
た
と
い
う
事
実
は
厳
然
と
し
て
残
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

戦
後
に
お
け
る
フ
ァ
シ
ズ
ム
現
象
の
研
究
に
関
し
て
は
歴
史
学
そ
し
て
政
治
学
の
分
野
に
お
い
て
は
、
そ
の
起
源
、
担
い
手
、
階
級
的
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性
格
、
イ
タ
リ
ア
史
の
中
で
の
位
置
づ
け
 
（
自
由
主
義
国
家
と
の
断
絶
か
連
続
か
、
ポ
ス
ト
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
の
関
連
等
）
を
廻
っ
て
様
々
 
 

へ
‖
）
 
 

な
議
論
が
展
開
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
法
学
の
分
野
に
お
い
て
は
、
ア
ッ
レ
グ
レ
ッ
テ
ィ
の
指
摘
す
る
如
く
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
研
 
 

究
に
は
充
分
な
蓄
積
が
み
ら
れ
な
い
。
そ
れ
に
ほ
法
実
証
主
義
固
有
の
問
題
も
あ
り
、
社
会
現
貸
を
ト
ー
タ
ル
に
把
握
す
る
と
い
う
態
度
 
 

に
お
い
て
欠
け
る
面
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
し
た
中
で
は
ア
ッ
レ
グ
レ
ッ
テ
ィ
の
研
究
は
貴
重
な
も
の
と
い
え
よ
う
。
彼
は
、
フ
ァ
 
 

シ
ズ
ム
の
歴
史
を
、
そ
の
起
源
（
一
九
一
九
－
一
九
二
二
年
）
 
の
時
期
、
「
合
法
的
独
裁
」
 
（
一
九
二
二
－
一
九
二
五
年
）
 
の
時
期
、
 
 

「
権
威
主
義
的
国
家
の
構
築
」
（
一
九
二
五
－
一
九
二
九
年
）
 
の
時
期
、
そ
の
後
の
「
大
衆
的
反
動
体
制
（
あ
る
い
は
全
体
主
義
体
制
）
」
 
 

（
1
2
）
 
 

（
一
九
二
九
年
以
降
）
 
の
時
期
に
分
け
た
う
え
で
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
法
現
象
を
、
全
体
主
義
と
い
う
側
面
、
「
継
続
性
」
の
側
面
、
技
術
 
 

の
面
に
お
け
る
近
代
化
と
い
う
側
面
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
し
、
全
体
主
義
と
い
う
而
で
は
自
由
主
義
と
の
断
絶
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
同
家
 
 

が
全
体
の
権
力
の
担
い
手
と
な
っ
た
点
、
法
の
観
念
に
お
い
て
も
法
実
証
主
義
が
支
配
的
で
あ
っ
た
点
、
王
国
憲
章
の
存
続
と
い
う
点
を
 
 

（
1
3
）
 
 

挙
げ
て
、
む
し
ろ
継
続
の
面
を
強
調
す
る
。
そ
の
根
底
に
は
、
大
資
本
に
よ
る
イ
タ
リ
ア
社
会
の
指
導
の
よ
り
権
威
的
な
側
面
を
フ
ァ
シ
 
 

へ
l
・
l
）
 
 

ズ
ム
の
中
に
み
る
と
い
う
視
角
が
存
在
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
「
継
続
性
」
を
全
面
に
打
ち
出
せ
ば
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
が
独
白
の
冠
法
典
を
作
成
す
る
に
至
ら
な
か
っ
た
の
に
も
そ
れ
な
り
 
 

の
理
由
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
「
忍
法
」
ほ
、
権
威
主
義
休
制
の
樹
立
に
奉
仕
し
た
程
々
の
立
法
の
中
に
あ
る
 
 

の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
当
時
の
若
き
憲
法
学
者
は
「
形
式
的
冠
法
」
と
「
実
質
的
憲
法
」
と
を
区
別
し
、
後
者
の
研
究
の
重
要
性
を
指
 
 

（
1
5
）
 
 

摘
す
る
に
至
る
の
で
あ
っ
た
 

（
1
）
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
四
法
典
は
今
日
で
も
有
効
な
も
の
で
あ
る
。
 
 

（
2
）
以
上
の
経
過
に
関
し
て
は
、
参
照
、
A
q
畠
r
O
完
－
O
p
．
c
i
t
－
｝
p
p
－
禁
丁
ふ
戸
 
 

（
3
）
≦
n
c
e
n
z
O
Z
a
n
g
a
r
a
こ
【
P
a
r
t
i
t
O
巨
i
c
O
 
e
 
i
－
n
∈
0
く
O
 
S
t
a
t
O
 
r
p
p
p
r
e
S
e
n
t
a
t
i
ヨ
i
n
 
l
邑
i
a
 
e
 
i
n
 
G
e
r
m
a
n
i
a
二
n
 
R
i
ま
s
t
a
 
d
i
 
D
i
r
i
t
｛
○
 
 
 

ワ
旨
b
ご
c
O
－
【
¢
〕
0
0
ー
p
p
．
霊
1
ロ
ー
．
 
 

一
一
一
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と
さ
れ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
実
質
的
に
は
個
人
独
裁
で
あ
る
こ
と
は
先
に
も
述
べ
た
通
り
で
あ
る
が
、
こ
の
独
裁
は
フ
ァ
シ
ズ
ム
が
ナ
チ
 
 
 

ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
の
樹
立
し
た
権
威
主
義
体
制
そ
し
て
大
衆
的
反
動
休
制
（
全
体
主
義
）
 
 

（
1
1
）
文
献
は
数
多
い
が
、
取
り
敢
え
ず
参
照
、
R
・
デ
・
フ
ェ
リ
ー
チ
ェ
 
『
フ
7
シ
ズ
ム
論
』
 
 
 

川
豊
下
楢
潜
「
イ
タ
リ
ア
の
戦
後
再
建
過
程
を
め
ぐ
る
『
継
続
性
』
論
（
『
法
学
論
叢
』
一
 
 
 

リ
ア
・
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
工
業
界
I
イ
タ
リ
ア
資
本
主
義
発
展
を
基
礎
視
座
と
し
て
i
」
 
（
 
 
 

一
九
七
八
）
。
 
 

（
1
2
）
U
m
b
e
r
t
。
A
旨
誓
2
t
t
i
－
P
r
Q
〓
－
O
 
d
i
 
s
t
O
r
i
a
 
c
O
S
t
i
t
亡
Z
i
O
n
a
－
e
 
i
t
a
〓
a
n
a
・
L
O
 
S
t
a
t
O
 
 
 

－
諾
い
－
N
ヨ
ー
 
 

（
1
3
）
A
宕
g
r
e
t
t
i
．
〇
p
．
C
i
t
こ
p
p
・
∽
－
A
≧
∽
N
N
・
 
 

（
1
4
）
A
－
訂
g
諾
t
t
i
）
 
O
p
・
C
i
t
・
〉
p
・
N
箸
・
 
 

（
1
5
）
G
a
－
i
z
i
a
－
O
p
．
C
i
t
こ
 
p
一
－
声
 
モ
ル
タ
ユ
ア
イ
特
有
の
方
法
論
で
あ
る
。
 
 
 

一
一
二
 
 

（
4
）
O
r
e
s
t
e
 
R
告
2
－
－
2
t
t
i
－
｝
－
P
a
r
t
i
t
O
 
H
呑
吐
O
n
a
－
e
 
F
a
s
c
i
s
t
a
 
n
e
旨
S
t
芝
。
i
t
a
許
コ
○
－
i
O
 
R
i
一
身
t
a
 
d
仙
 
C
i
r
i
t
t
O
 
P
u
b
b
－
】
c
。
－
－
巴
昏
p
p
．
 
 
 

∽
○
－
A
N
．
 
 

（
5
）
G
i
。
忘
n
n
i
 
S
a
－
2
m
i
－
訂
G
a
ヨ
2
r
a
 
d
e
i
 
F
a
s
c
i
 
e
 
d
e
l
k
 
C
。
r
p
。
r
a
2
i
呂
i
∵
n
 
R
i
く
i
s
（
a
 
d
i
 
D
i
r
i
t
t
O
 
P
u
b
b
〓
c
C
－
－
讐
卓
p
p
．
璧
岩
丁
∴
岩
声
 
 

（
6
）
G
h
i
s
a
冒
e
r
t
i
－
。
p
・
C
i
t
・
〉
p
・
当
↓
・
 
 

（
7
）
S
a
n
t
i
 
R
O
m
a
n
O
〉
C
O
r
S
O
 
d
i
 
D
i
r
i
t
t
Q
 
C
O
S
t
i
t
u
巴
O
n
a
】
e
－
。
t
t
a
V
a
 
e
d
i
2
i
O
n
2
a
g
g
i
O
r
n
a
t
a
－
C
e
d
a
m
〉
一
望
∽
－
p
p
．
N
∽
0
0
1
N
↓
P
 
 

（
8
）
P
i
e
r
O
 
C
a
訂
ヨ
a
ロ
d
r
e
i
－
L
a
 
f
u
n
z
i
昌
e
 
p
彗
－
か
m
e
已
a
H
e
 
S
O
t
t
C
 
i
】
f
a
s
c
i
ぴ
m
O
こ
n
｝
【
r
e
乳
m
e
 
f
a
s
c
i
s
t
a
（
a
 
c
u
r
a
 
d
i
 
A
一
A
宕
雪
。
n
e
 
e
 
 
 

芦
く
e
r
n
a
s
s
a
）
－
M
已
i
n
O
）
－
彗
A
－
p
p
－
琵
よ
亘
 
 

（
9
）
ヲ
訂
T
i
O
 
G
a
－
i
已
a
－
P
T
O
f
i
〓
 
s
t
O
r
i
c
〇
・
C
O
m
p
a
r
a
t
i
v
i
 
d
e
〓
a
邑
e
ロ
N
山
d
e
－
d
i
r
i
t
t
O
 
C
O
S
t
i
t
u
N
訂
n
a
－
e
－
i
n
 
A
r
c
h
i
v
i
。
G
i
u
r
i
d
i
c
O
】
－
票
詳
 
 
 

p
．
－
B
．
 
 

（
1
0
）
G
E
s
a
冒
e
r
t
i
、
O
p
．
C
i
t
÷
p
．
当
0
0
．
 
 

ま
と
め
に
か
え
て
 
 
 

（
藤
沢
道
郎
・
本
川
誠
二
訳
、
平
凡
社
、
一
九
七
三
）
 
 

一
〇
巻
四
・
五
・
六
号
、
一
九
八
二
）
二
掃
橋
進
「
イ
タ
 
 

『
法
学
雑
誌
』
二
五
巻
山
、
二
、
三
・
四
号
、
一
九
七
八
、
 
 
 

〓
b
e
r
a
－
e
．
i
【
 
r
e
g
i
ヨ
e
 
f
a
s
c
訂
t
ヂ
C
U
E
C
 
E
d
i
t
r
i
c
e
－
 
 

は
、
当
時
の
憲
法
学
に
よ
り
「
制
度
的
代
表
」
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ズ
ム
に
従
属
的
に
協
力
し
て
第
二
次
大
戦
に
突
入
す
る
こ
と
に
よ
り
よ
り
一
層
鮮
明
に
な
っ
て
い
く
。
 
 
 

ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
が
ナ
チ
ズ
ム
に
接
近
し
て
い
く
の
は
エ
チ
オ
ピ
ア
戦
争
以
降
揖
著
に
な
る
が
、
一
九
三
六
年
一
〇
月
二
二
日
の
独
伊
協
 
 

定
に
よ
り
最
初
の
一
歩
を
踏
み
出
す
こ
と
に
な
り
、
翠
二
七
年
二
月
六
日
の
日
独
防
址
ハ
施
定
へ
の
加
入
、
そ
し
て
一
九
三
九
年
五
月
二
 
 

（
1
）
 
 

二
日
の
独
伊
友
好
協
力
条
約
（
い
わ
ゆ
る
鋼
鉄
条
約
）
 
に
よ
り
軍
事
同
盟
に
ま
で
発
展
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
は
当
 
 

初
無
縁
で
あ
「
た
人
種
主
義
・
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
が
イ
タ
リ
ア
で
も
喧
伝
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
こ
の
独
伊
接
近
を
背
景
に
し
て
で
 
 

（
2
）
 
 

あ
っ
た
。
こ
う
し
た
中
で
一
九
三
八
年
一
一
月
一
七
日
勅
令
第
一
七
二
八
母
「
イ
タ
リ
ア
人
種
の
保
護
に
関
す
る
措
置
」
が
制
定
さ
れ
る
 
 

こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
勅
令
の
第
一
条
に
よ
り
、
ア
ー
リ
ア
人
種
で
あ
る
イ
タ
リ
ア
市
民
の
他
の
人
種
の
者
と
の
婚
姻
は
禁
止
さ
れ
る
こ
 
 

と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
第
一
〇
条
に
よ
り
、
ユ
ダ
ヤ
人
は
軍
役
が
禁
止
き
れ
、
国
防
に
関
す
る
企
業
の
所
有
ま
た
は
経
営
、
一
定
の
規
租
 
 

の
企
業
の
所
有
、
土
地
の
所
有
も
禁
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
又
第
一
三
条
は
、
国
家
公
務
員
、
地
方
公
務
員
、
フ
ア
ン
ス
タ
発
と
そ
 
 

の
下
部
機
関
、
公
営
企
業
へ
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
就
職
を
禁
止
し
て
い
る
。
更
に
、
一
九
三
九
叩
六
月
二
九
日
法
律
第
一
〇
五
国
号
は
、
ユ
ダ
 
 

（
3
）
 
 

ヤ
人
に
は
公
証
人
の
職
業
を
禁
止
し
、
そ
の
他
の
自
由
業
も
厳
格
な
株
制
の
下
に
お
く
こ
と
に
な
っ
た
。
 
 
 

ナ
チ
ズ
ム
柑
の
狂
信
性
を
も
た
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
反
ユ
ダ
ヤ
草
紙
は
イ
タ
リ
ア
史
の
汚
点
と
し
て
記
録
き
る
べ
き
 
 

（
4
）
 
も
の
で
あ
っ
た
。
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
は
、
当
初
は
自
分
が
大
衆
的
独
裁
制
の
師
で
あ
っ
た
の
が
、
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
が
臼
分
を
凌
駕
す
る
鋸
の
権
 
 

力
を
集
中
す
る
の
を
み
て
、
心
理
的
に
は
幾
分
の
相
折
も
含
み
な
が
ら
、
ナ
チ
ス
の
流
儀
を
イ
タ
リ
ア
に
も
導
入
し
、
ま
す
ま
す
ヒ
ッ
ト
 
 

ラ
1
に
接
近
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

第
二
次
大
戦
の
勃
発
当
初
は
非
参
戟
を
表
明
し
た
イ
タ
リ
ア
も
、
一
九
四
〇
年
六
月
一
〇
口
に
は
、
全
く
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
の
仙
人
的
決
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〔
5
）
 
 

断
の
み
で
ナ
チ
ス
に
従
属
し
た
形
で
参
戦
に
踏
み
切
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
こ
か
ら
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
崩
壊
過
程
が
始
ま
る
の
で
あ
る
が
、
 
 

本
稿
で
は
そ
の
最
終
の
段
階
の
検
討
が
重
要
な
意
味
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

戦
況
の
恵
化
が
明
ら
か
と
な
る
一
九
四
二
咋
末
か
ら
一
九
四
三
年
始
め
に
か
け
て
、
宮
廷
側
近
、
軍
上
層
部
、
一
部
フ
ァ
シ
ス
ト
幹
部
 
 

一
〓
一
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一
一
四
 
 
 

の
問
で
は
、
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
な
き
政
府
を
め
ざ
す
動
き
が
活
発
に
な
っ
て
く
る
が
、
一
九
四
三
年
七
月
一
〇
日
の
連
合
軍
の
シ
チ
リ
ア
上
 
 

ニ
と
ヒ
ッ
 
ラ
ー
の
会
談
に
お
い
て
も
イ
タ
リ
ア
が
ド
イ
ツ
か
ら
柾
 
 

陸
に
よ
り
、
そ
の
動
き
は
加
速
き
れ
、
七
月
一
九
日
の
ム
ッ
ソ
リ
ー
ト
 
 

脱
す
る
見
込
み
が
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
と
、
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
が
二
四
日
に
招
集
し
て
い
た
大
評
議
会
に
お
い
て
 
（
大
評
議
会
は
一
 
 

九
三
九
咋
一
二
月
以
来
関
鹿
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
）
 
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
の
解
任
に
動
く
こ
と
を
フ
ァ
シ
ズ
ム
幹
部
の
一
人
デ
ィ
ー
ノ
・
 
 

（
6
）
 
 

グ
ラ
ン
デ
ィ
は
決
意
す
る
。
山
九
四
三
拝
七
月
二
四
日
 
（
土
曜
日
）
 
午
後
五
時
一
五
分
か
ら
開
始
き
れ
た
大
評
議
会
に
お
い
て
提
出
さ
れ
 
 

（
7
）
 
 

た
グ
ラ
ン
デ
ィ
の
動
議
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
 
 
 

ま
ず
犠
牲
拘
精
神
を
発
揮
し
て
闘
っ
て
い
る
軍
隊
に
敬
意
を
表
し
た
後
、
大
評
議
会
は
「
内
外
の
情
勢
と
戦
争
の
政
治
的
軍
事
的
指
揮
 
 

を
検
討
し
、
す
べ
て
の
イ
タ
リ
ア
人
が
祖
国
の
統
一
、
独
立
、
自
由
、
リ
ソ
ル
ジ
メ
ン
ト
以
来
今
日
迄
の
四
仲
代
の
犠
牲
と
努
力
の
成
果
、
 
 

イ
タ
リ
ア
人
民
の
空
清
と
将
来
を
全
力
を
挙
げ
て
軸
讃
す
る
責
務
の
あ
る
こ
と
を
軍
言
し
、
祖
国
の
運
命
に
と
り
重
大
か
つ
決
定
的
な
こ
 
 

の
時
期
に
あ
た
り
す
べ
て
の
イ
タ
リ
ア
人
の
精
神
的
物
質
的
な
統
一
の
必
要
性
を
確
認
し
、
こ
の
目
的
の
た
め
に
は
、
王
位
、
大
評
議
会
、
 
 

政
府
、
国
会
、
協
同
体
に
我
が
憲
法
的
法
律
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
任
務
と
責
任
を
帰
属
せ
し
め
、
す
べ
て
の
掴
家
権
能
の
迅
速
な
再
興
が
 
 

必
要
で
あ
る
こ
と
を
宣
言
し
、
全
国
民
の
忠
誠
心
が
向
け
ら
れ
て
い
る
至
尊
な
る
国
王
が
、
祖
国
の
名
穿
と
救
済
の
た
め
に
、
三
周
竃
章
 
 

第
五
条
に
従
い
、
陸
・
指
・
空
軍
の
指
揮
権
を
掌
理
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
我
が
国
の
法
制
に
よ
り
国
王
に
帰
属
し
、
か
つ
我
が
闇
の
全
 
 

歴
史
に
お
い
て
、
我
が
光
輝
あ
る
サ
ヴ
ォ
イ
ア
朝
の
栄
光
の
迫
訓
た
る
至
高
な
る
創
意
に
上
る
決
断
を
と
ら
れ
ん
こ
と
を
、
政
府
首
精
が
 
 

国
王
に
懇
願
す
る
よ
う
要
請
す
る
」
。
 
 
 

こ
の
動
議
は
、
第
一
に
は
、
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
が
自
ら
制
定
し
た
法
律
に
も
反
し
て
権
力
を
私
物
化
し
て
い
る
状
態
に
終
止
符
を
打
ち
、
 
 

「
憲
法
」
上
の
機
関
の
復
権
を
求
め
て
い
る
こ
と
、
第
二
に
、
窟
茸
の
規
定
通
り
に
国
王
に
軍
の
指
揮
権
を
委
譲
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
 
 

ヽ
ヽ
 
 

る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
へ
の
不
信
任
の
表
明
で
あ
り
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
体
制
下
に
お
い
て
破
棄
さ
れ
て
い
た
王
 
 

国
憲
章
の
復
活
を
求
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
逆
に
、
本
稿
で
何
度
も
指
摘
し
て
き
た
よ
う
に
権
威
主
義
体
制
積
立
以
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後
の
フ
ァ
シ
ス
ト
国
家
の
内
実
が
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
の
佃
人
独
裁
で
あ
っ
た
こ
と
を
も
撃
つ
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
 
 
 

大
評
議
会
で
は
激
し
い
議
論
の
後
、
翌
二
五
日
午
前
二
時
過
ぎ
、
グ
ラ
ン
デ
ィ
動
議
は
表
決
に
付
き
れ
、
賛
成
一
九
、
反
対
七
、
棄
権
 
 

二
で
可
決
き
れ
た
。
そ
し
て
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
の
事
実
上
の
解
任
と
と
も
に
フ
ァ
シ
ズ
ム
も
、
こ
の
日
で
も
っ
て
、
何
ら
の
抵
抗
を
試
み
る
 
 

こ
と
な
く
、
文
字
通
り
瓦
解
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
 
 
 

イ
タ
リ
ア
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
は
大
衆
時
代
に
お
け
る
独
裁
と
い
う
全
く
新
し
い
統
治
シ
ス
テ
ム
を
作
り
あ
げ
、
こ
れ
が
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
に
模
 
 

倣
さ
れ
て
ナ
チ
ズ
ム
と
い
う
フ
ァ
シ
ズ
ム
以
上
に
厳
格
で
完
璧
な
全
体
工
義
体
制
を
産
み
出
す
の
に
「
貢
献
」
し
た
訳
で
あ
る
が
、
ヒ
ッ
 
 

ト
ラ
ー
が
共
和
制
下
に
登
場
し
た
た
め
に
君
斗
制
の
帆
題
に
対
応
す
る
必
要
が
な
く
ナ
チ
ス
の
二
九
的
支
離
体
制
を
実
現
し
ぇ
た
の
に
対
 
 

し
て
、
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
は
、
一
方
で
は
H
室
、
他
方
で
は
教
会
と
い
う
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
体
制
下
で
も
一
定
の
自
律
性
を
も
ち
え
た
勢
力
に
 
 

対
略
せ
ざ
る
を
え
ず
、
そ
の
た
め
一
見
強
固
に
み
え
た
権
威
主
義
体
制
に
も
こ
う
い
う
弱
点
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
崩
壊
 
 

過
程
は
こ
の
こ
と
を
白
日
の
下
に
曝
し
た
の
で
あ
っ
た
。
王
国
嬰
早
を
一
時
的
に
は
破
棄
す
る
こ
と
ば
で
き
た
が
、
自
ら
の
憲
法
を
制
定
 
 

し
て
そ
れ
を
廃
棄
す
る
に
は
余
ら
ず
、
‡
国
憲
章
の
再
生
で
も
っ
て
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
は
独
裁
者
の
地
位
を
追
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
 
 
 

そ
の
後
、
逮
捕
・
拘
禁
さ
れ
た
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
は
、
ナ
チ
ス
に
よ
り
救
出
さ
れ
、
北
部
イ
タ
リ
ア
に
イ
タ
リ
ア
社
会
共
和
国
（
涌
称
サ
 
 

ロ
共
和
国
）
を
ナ
チ
ス
の
後
見
の
下
に
樹
立
す
る
が
、
一
九
四
五
咋
四
月
二
五
日
の
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
勢
力
に
よ
る
ミ
フ
ノ
解
放
後
、
ド
イ
 
 

ツ
軍
兵
士
の
服
装
を
し
て
ド
イ
ツ
軍
の
軍
用
ト
ラ
ッ
ク
で
国
境
に
向
け
脱
走
串
、
四
月
二
七
日
、
警
備
中
の
共
産
党
薮
の
パ
ル
チ
ザ
ン
に
 
 

「
イ
タ
リ
ア
人
民
の
名
に
お
い
て
」
逮
捕
き
れ
、
翌
二
八
臼
処
刑
、
そ
し
て
彼
の
遺
体
は
愛
人
の
ク
ラ
ラ
・
ベ
タ
ソ
テ
の
遺
体
と
と
も
に
、
 
 

（
8
）
 
 

フ
ァ
シ
ズ
ム
生
誕
の
地
ミ
ラ
ノ
の
ロ
レ
ー
ト
広
場
に
曝
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
 
 
 

八
九
年
の
原
理
、
そ
し
て
そ
れ
を
担
う
国
際
的
フ
リ
ー
メ
ー
ソ
ン
に
対
抗
し
て
、
更
に
は
ポ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ
ー
ヰ
に
対
抗
し
て
、
第
三
の
 
 

道
を
標
接
し
、
新
し
い
国
内
秩
序
は
も
ち
ろ
ん
、
国
際
秩
序
を
も
構
想
し
た
フ
ァ
シ
ズ
ム
は
、
か
く
し
て
悲
劇
的
な
最
後
を
遂
げ
る
こ
と
 
 

に
な
っ
た
。
適
法
論
の
次
元
に
お
い
て
は
近
代
立
憲
‡
義
の
あ
り
方
に
正
面
か
ら
挑
戦
し
、
「
協
同
体
」
と
い
う
全
く
新
し
い
体
制
を
構
 
 

一
一
五
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一
一
六
 
 
 

築
し
た
訳
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
社
会
の
枠
組
み
、
某
木
原
饉
と
し
て
新
し
い
憲
法
典
を
作
成
す
る
と
い
う
作
業
は
遂
に
成
功
し
な
か
っ
た
。
 
 

近
代
立
叫
聖
二
義
の
根
底
に
あ
る
榊
人
主
義
、
所
有
の
保
誰
、
そ
し
て
そ
れ
を
制
度
的
に
支
え
る
議
会
主
義
に
代
え
、
協
同
体
へ
の
個
人
の
 
 

統
合
、
円
安
に
奉
仕
す
る
労
働
の
保
護
、
そ
し
て
こ
れ
を
統
合
す
る
職
饉
代
表
議
会
を
実
現
し
た
訳
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
国
家
に
よ
る
市
 
 

民
社
会
の
統
合
と
な
り
、
仙
人
の
自
由
を
抹
殺
す
る
が
敵
に
、
実
の
意
味
で
の
近
代
立
芯
主
義
へ
の
代
替
に
は
な
り
え
な
か
っ
た
。
 
 
 

近
代
立
岩
‡
義
を
克
服
す
る
た
め
に
は
、
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
積
柚
的
に
発
展
き
す
べ
き
点
と
、
限
界
を
踏
ま
え
、
批
判
的
に
継
承
 
 

す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
中
他
的
な
協
同
体
の
理
念
で
も
っ
て
し
て
は
、
こ
の
こ
と
ば
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
「
権
力
と
自
由
」
と
 
 

の
調
和
は
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
お
い
て
は
協
同
体
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
名
の
下
で
の
椛
力
に
よ
る
白
拍
の
任
殺
に
よ
り
、
保
持
き
れ
る
ど
こ
ろ
 
 

か
、
楷
力
が
全
て
と
な
り
崩
壊
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
「
憲
法
」
か
ら
教
訓
を
汲
み
取
る
と
す
る
と
こ
の
点
で
 
 

あ
ろ
う
。
国
家
に
よ
る
市
民
社
会
の
統
合
で
は
な
く
、
用
人
主
義
の
理
念
を
継
承
し
た
上
で
の
市
民
社
会
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
に
よ
る
悶
家
 
 

（
＝
政
福
祉
会
）
 
の
吸
収
こ
そ
が
、
望
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
方
向
は
、
過
酷
な
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
を
経
過
し
て
登
場
し
た
イ
 
 

タ
リ
ア
憲
法
政
治
の
新
し
い
担
い
手
、
キ
リ
ス
ト
教
民
羊
J
義
と
社
会
見
、
北
ハ
産
党
に
代
表
き
れ
る
マ
ル
ク
ス
主
義
の
勢
力
の
申
で
の
討
 
 

論
、
血
槻
含
に
よ
り
、
意
識
さ
れ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
イ
タ
リ
ア
憲
法
史
の
新
し
い
時
代
が
始
ま
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
 
 

（
1
）
以
上
の
経
過
に
関
し
て
は
、
参
醸
、
C
a
n
d
e
冒
r
O
】
 
O
p
・
C
i
t
一
〉
 
J
岩
－
●
 
声
p
p
■
】
苫
1
缶
だ
D
2
 
才
】
i
c
e
】
 
M
亡
S
S
〇
】
i
n
i
 
i
】
d
宍
e
 
芦
1
－
諾
－
｝
 
 
 

p
p
．
㌫
¶
－
の
N
u
．
 
 

（
2
）
吋
r
。
∃
2
d
i
m
2
註
 
p
e
r
｝
a
 
d
i
f
e
s
a
 
d
e
l
－
a
 
r
a
N
N
a
 
許
】
i
S
a
・
R
・
D
．
「
】
↓
n
O
詔
－
n
b
r
e
－
諾
0
0
〉
 
n
・
－
3
李
 
i
n
 
L
2
舛
P
2
g
i
s
｝
a
2
i
O
n
e
 
 
 

i
t
a
－
i
a
コ
a
．
－
巴
津
 
p
p
．
吋
烹
岩
－
∴
－
○
ド
 
 

（
3
）
D
｛
s
c
i
p
旨
a
 
d
e
ご
。
2
S
e
r
C
i
z
i
O
 
d
e
H
e
 
p
r
C
f
e
s
s
i
O
n
i
 
d
a
 
p
P
r
t
e
 
d
e
i
 
c
き
a
d
i
n
i
 
d
i
 
r
罠
Z
a
2
b
r
a
i
c
P
 
L
e
g
g
e
 
N
Ⅶ
g
i
毒
ヨ
ー
諾
㌘
i
J
 
L
2
舛
 
 
 

L
e
g
i
s
－
a
N
i
O
n
e
 
i
t
a
〓
a
n
a
，
－
諾
ヂ
 
p
p
．
－
u
ヨ
ー
ー
u
諾
■
 
 

（
4
）
ル
ポ
ン
の
『
群
琴
心
理
学
』
を
座
ポ
の
書
と
し
て
い
た
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
は
こ
の
点
を
自
慢
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
（
D
e
 
F
e
H
n
e
〉
M
u
s
s
。
〓
n
i
こ
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r
i
召
－
u
z
i
O
n
a
r
i
O
、
－
諾
∽
．
p
．
急
ご
。
棉
力
に
つ
い
た
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
に
著
名
人
り
の
写
冶
ハ
を
求
め
る
の
は
無
名
時
代
の
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
の
方
で
あ
っ
 
 
 

た
。
 
 

（
5
）
C
a
n
d
e
l
O
r
O
－
O
p
●
 
C
i
t
●
－
く
O
L
 
㌘
 
忘
芝
一
p
．
畠
■
 
 

（
6
）
 
こ
の
間
の
経
過
及
び
二
四
～
二
五
日
の
大
評
議
会
で
膳
閲
さ
れ
た
議
論
の
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
描
写
に
つ
い
て
は
、
主
役
を
演
じ
た
グ
ラ
ン
デ
ィ
 
 
 

自
身
が
四
〇
年
後
に
公
表
し
た
手
記
、
D
i
l
－
C
 
G
r
a
n
d
i
．
N
U
、
l
u
g
】
i
O
 
Q
u
a
r
a
n
t
。
a
n
n
i
 
d
O
p
O
－
こ
 
M
u
〓
n
O
－
－
悪
声
 
が
詳
し
い
。
他
に
参
照
、
 
 
 

B
O
t
t
a
i
、
D
i
a
r
i
O
－
旨
．
彗
－
－
詰
－
”
C
a
n
d
巴
O
r
O
て
 
O
p
．
C
i
√
一
言
1
．
㌘
 
p
p
．
－
監
十
－
巴
．
 
 

（
7
）
 
こ
こ
で
は
前
註
の
著
書
に
所
収
の
も
の
、
更
に
、
モ
ン
ダ
ド
ー
リ
祉
発
行
の
『
歴
史
』
一
九
八
五
年
四
月
労
の
付
録
「
七
月
二
五
日
に
向
け
て
」
 
 
 

を
参
照
に
し
た
。
 
 

（
8
）
以
上
の
経
過
に
つ
い
て
は
参
照
、
C
a
n
d
e
－
。
r
。
－
O
p
－
C
i
t
一
，
ノ
▼
○
【
．
㌘
p
p
．
∽
－
∞
－
“
含
‥
E
n
z
O
 
S
a
n
t
a
r
e
≡
〉
S
t
。
r
i
a
 
d
e
－
f
a
s
c
i
s
m
O
】
言
⊆
l
｝
 
 
 

R
i
u
コ
i
t
i
、
－
篭
㌘
 
p
p
．
滅
や
∴
夢
二
G
i
O
岩
n
n
i
 
D
e
 
卜
u
n
a
．
u
e
n
i
t
O
 
M
缶
S
O
－
i
n
i
－
F
e
－
t
r
i
n
e
≡
－
－
雲
〆
 
p
p
．
－
∽
∽
－
－
∽
∽
．
 
 
 




